
長崎県行財政改革推進プラン個別項目一覧表

〈平成２８年度～令和２年度〉

令和３年６月



長崎県行財政改革推進プラン体系

大項目 中項目 個別項目

Ⅰ 事業・業務プロセスの見直し

１ 事業プロセスの見直し

～成果還元のための仕組みづくり～
（１）～（２）

２ 業務プロセスの見直し

～事業プロセスへ集中するための徹底した見直し～
（３）～（７）

３ 多様な主体との連携 （８）～（13）

Ⅱ より効果的・効率的に事業・業

務を実施する職員の人材育成

１ 新たな総合計画をはじめ、地域課題や政策課題に対応

できる人材の育成
（14）～（16）

２ 人材育成の観点からの人事評価やキャリア目標と連

携した適正な人事管理の推進
（17）～（19）

３ 多様な人材の確保・登用 （20）～（21）

Ⅲ 県政の将来に向けて持続可能

かつ安定的な行財政運営

１ 歳出の「効率化」・「選択と集中」 （22）～（34）

２ 組織体制の最適化 （35）～（48）

３ 歳入の確保 （49）～（58）

４ 財産の効果的活用 （59）～（63）



番 号 1 所管部局 総務部、地域振興部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 必要な情報を政策形成や事業・業務の見直しにつなげる仕組みづくり

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

各職場において、各種統計
データに加え、日々の現場
や地域の状況、他県や国の
動きを、政策検討や事業・
業務の見直しに必要な情報
として捉え、その情報の蓄
積・分析を行い、政策形成
や事業・業務の見直しにつ
なげる仕組みを構築します。

【総務部】
《組織内ミーティングの全所属での実施》
○業務管理や情報共有、課題抽出、原因分析、政策検討につなげるため、
「長崎県庁働き方改革」の具体的取組として、平成28年度から全所
属での組織内ミーティングを実施

○ミーティングによる情報共有が一定定着し、情報共有や効率的な業務
遂行に貢献
※職員アンケート結果（実績）

《情報蓄積・共有手法の統一化》
○平成30年度から庁内ポータルサイトに「働き方改革ポータルサイ
ト」を開設し、業務見直しの事例や意識改革に関する情報周知を強化
※働き方改革ポータルサイト掲載内容の例
・業務見直し（ＩＣＴ（ＲＰＡ・ＡＩ含む）の活用）
・ペーパーレス化事例や職員による動画講座
・業務効率化のための手法紹介
・経済6青年団体との意見交換結果 等

【総務部】

※ミーティングの実施等は一
定浸透したことから、プラ
ンには掲載せずに、今後も
検証・改善等を行いながら
取組を継続

※働き方改革ポータルサイト
を活用した情報周知等は一
定浸透したことから、プラ
ンには掲載せずに、今後も
検証・改善等を行いながら
取組を継続

H29 H30 R元 R2

ミーティング実施の効果
が出ている

58.6％ 62.4% 79.3% 80.5%

班内のコミュニケーショ
ンが図られた

42.0% 57.3% 59.0% 58.8%

班員の事業・業務進捗の共
有が図られた

40.1% 48.3% 48.0% 50.9%
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番 号 １ 所管部局 総務部、地域振興部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 必要な情報を政策形成や事業・業務の見直しにつなげる仕組みづくり

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
各職場において、各種統計
データに加え、日々の現場
や地域の状況、他県や国の
動きを、政策検討や事業・
事務の見直しに必要な情報
として捉え、その情報の蓄
積・分析を行い、政策形成
や事業・事務の見直しにつ
なげる仕組みを構築します。

【地域振興部】
《情報蓄積・共有手法の統一化》
○各地域の状況や課題等の情報共有を行うため、必要に応じて振興局と
の会議を開催

H28：局長会議等 計5回
H29：局長会議等 計4回
H30：局長会議等 計6回
R元 ：局長会議等 計8回
R2 ：局長会議等 計8回

（「達成」とした理由）
●組織内ミーティングの定着や業務効率化等に関する情報の一元化・周
知により、業務見直しや意識改革につながる仕組みづくりができたた
め。

●毎年度必要に応じて振興局との会議を開催し、各地域の課題等の情報
共有や相互の連携が図られたため。

【地域振興部】

※必要な情報を政策形成や事
務事業・業務の見直しにつ
なげる仕組みについては、
全庁的な取り組みとして引
き続き推進

振興局との会議等は定着し
たことから、プランには掲
載せずに、今後も地域状況
等の情報共有を行い、政策
に反映させるため取組を継
続
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番 号 ２ 所管部局 企画部、総務部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 成果還元を目指す事業構築の仕組みづくり

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

全庁的に、政策形成に向け
て、年間を通じて段階的に
議論を積み重ねる仕組みを
構築します。その中で、事
業群による評価結果を事業
のスクラップアンドビルド
や予算の編成にしっかりと
つなげていきます。また、
新たな政策課題に対応する
ための具体的な部局間連携
の仕組みを構築します。

【企画部及び総務部】
《政策形成に関する議論の一本化》
○平成28年度から、年度当初の知事との定例意見交換会や11月開催の

重点施策等検討会議を統合し、政策形成議論を一本化

○政策形成については、平成28年度以降、それぞれ年度当初から段階
的に議論を積み上げ、足らざる取組（課題）を共有し、次年度予算に
おける新規事業等を構築

○会議等の一本化により、事務の重複を是正し、政策形成に向けた段階
的な議論が実現

【企画部及び総務部】
《政策形成過程の中で、次年
度の新規事業等とスクラップ
の両面を議論する仕組みづく
り》
○事業の選択と集中をさらに

進めるため、政策形成過程
の中で、次年度の新規・拡
充事業と廃止・見直し事業
の方向性等の両面を議論す
る仕組みを構築

○事業構築とあわせて、既存
事業の見直しも議論する仕
組みをつくり、スクラップ
アンドビルドと効果の高い
事業の選択と集中を推進

[個別項目]
4 事業のスクラップアンド

ビルドの徹底
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番 号 ２ 所管部局 企画部、総務部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 成果還元を目指す事業構築の仕組みづくり

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
全庁的に、政策形成に向け
て、年間を通じて段階的に
議論を積み重ねる仕組みを
構築します。その中で、事
業群による評価結果を事業
のスクラップアンドビルド
や予算の編成にしっかりと
つなげていきます。また、
新たな政策課題に対応する
ための具体的な部局間連携
の仕組みを構築します。

【総務部】
《事業群評価制度の導入》
○個別の事務事業単位から、総合計画の施策の下に位置づけられている

事業群単位でひとまとめにして評価する制度への見直し（平成28年
度）

○事業構築において重視すべき具体的な視点の共有化と職場内の政策議
論の活発化

○中核となる事業の明確化と類似事業の整理・統合・新たな事業構築の
推進

○長崎県政策評価委員会（外部評価）の意見を参考に、様式の変更等の
見直しを実施

《部局間連携のルール化》
○所管がはっきりとしない新たな課題への対応や協力して実施する事業

への対応について、所管所属を決定するルールを策定し、平成29年8
月から試行

※Ｈ29～R2実績 計7件
（住宅宿泊事業法、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する

特別措置法 など）
○部門間の連携をテーマとした研修を実施

【総務部】
《事業群評価の実施》
○事業群評価を引き続き実施

し、評価結果を事業のスク
ラップアンドビルドや予算
編成につなげていくことに
より、効果的かつ効率的な
行政運営を推進

[個別項目]
4 事業のスクラップアンドビ

ルドの徹底

《部局間連携のルール化》
○ 部局横断的な行政課題に柔

軟かつ機動的に対応してい
くため、部門間連携を推進
する仕組みを構築

[個別項目]
29 成果につなげる庁内連携

の仕組みづくり
実施年度 H29 H30 R元 R2

回 数 2回 1回 1回 1回

対 象 者 係長級以上 希望する職員
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番 号 ２ 所管部局 企画部、総務部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 成果還元を目指す事業構築の仕組みづくり

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
全庁的に、政策形成に向け
て、年間を通じて段階的に
議論を積み重ねる仕組みを
構築します。その中で、事
業群による評価結果を事業
のスクラップアンドビルド
や予算の編成にしっかりと
つなげていきます。また、
新たな政策課題に対応する
ための具体的な部局間連携
の仕組みを構築します。

《部局の枠組みを超えた連携体制等の基盤構築》
○平成30年度から、県の施策全般について横串を通して見直し、必要な

施策について積極的に対応策を講じるため、新たに「統轄監」を設置
○令和２年度から、重要施策等の企画立案及び連携体制並びに推進体制

を強化するため、企画振興部を「企画部」と「地域振興部」に再編
するとともに統轄監付職員を企画部に配置

（「達成」とした理由）
●政策形成議論の一本化や年度当初からの段階的議論の中で、新規事業

や部局間連携事業の構築を行ったため。
●事業群評価制度を導入し、類似事業の統廃合や事業改善等の見直し率

が向上するなどの効果があったため。
（参考）事業改善等の見直し率 H27:25.3％ → R2:46.4％

《部局の枠組みを超えた連携
体制等の基盤構築》
○ 部局横断的な行政課題に柔

軟かつ機動的に対応してい
くため、部門間連携を推進
する仕組みを構築

[個別項目]
29 成果につなげる庁内連携

の仕組みづくり
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番 号 ３ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 行政機能に着目した業務の実施

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

庁内で重複する業務につい
て、これまでの行政部門別
の視点に加え、行政機能別
の視点も取り入れ、業務の
専門性を高めるとともに、
効率的な実施を検討します。

《行政機能別組織の設置》
○総務事務という行政機能に着目し、既に組織化している「総務事務セ

ンター」の業務について、業務範囲の拡大に関する検討を実施のうえ、
平成30年度から地方機関及び教育庁の旅費事務の集約化を実施

○重複業務については、様式の統一化や見直しを図るなど、組織改正に
よらない対応について、「働き方改革に伴う業務見直し」の中で全庁
で検討を実施
・公共料金の自動振替処理導入の検討
・公共事業技術情報システム改修による入力作業省力化等を検討 等

○令和2年4月から「債権管理室」を新設し、各部局で長期延滞となっ
ている税外未収金の管理・回収業務を集約

《行政機能別業務の外部化》
○職員の旅費や給与などの総務事務の集約化やその範囲の拡大について

検討を実施
・他県の事例調査
・長崎地区地方機関の手当認定業務を集約化（平成29年2月～）

※計量検定所、西彼福祉事務所 など
・地方機関の旅費、教育庁の支出事務を集約化（平成30年4月～）
・議会事務局の旅費、庶務事務を集約化（令和3年4月～）

○総務事務の集約を図りながら、外部化を検討
・外部化を含めた業務見直しに向けて業務調査委託（令和2年度）

（「概ね達成」とした理由）
●「債権管理室」の設置など専門性を高め、効率的な組織運営につなが

る見直しを実施したことに加え、総務事務の業務集約化も進捗し、外
部化に向けた業務調査委託など効率的な実施に向けた検討を行ってい
るため。

《行政機能別組織の設置》
○業務内容に着目した効率化

を図るため、機能別組織の
設置について検討

[個別項目]
1 環境変化に対応した柔軟か

つ機動的な組織体制・運営
への見直し

《行政機能別業務の外部化》
○総務事務等の業務を中心に、

更なる集約範囲の拡大につ
いて検討

○民間の専門的なノウハウを
活用することで、より効果
的・効率的な業務の推進が
図られる業務については、
費用対効果や将来的な組
織・人員体制を見据えなが
ら、外部化を検討

[個別項目]
5 業務のさらなる集約化・外

部化
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番 号 ４ 所管部局 総務部、県民生活環境部、出納局(全庁) 達成状況 一部未達成

個別項目 内部管理業務の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

新たに策定する「文書管理
指針（仮称）」を踏まえた
文書管理の見直しや庁内の
メール・照会・会議のルー
ルの見直し、組織内任意団
体※の見直し、県庁ＥＭＳ
※の運用等の見直し、会計
事務に関する要領やシステ
ム操作方法等の改善など、
業務の省力化・効率化を図
るとともに、各職場におい
て継続的に業務の見直しに
取り組みます。

※組織内任意団体：法人格を有
しない団体であって、県の庁舎
内に事務局を置くもの又は当該
団体の事務が主として県の庁舎
内で行われているもののうち、
当該団体の業務に県職員が従事
するもの。

※県庁EMS：県の事務事業に
おける環境配慮行動を推進する
ため、構築した独自の環境管理
システム。

【総務部】
《「公文書管理の基本指針」策定》
○庁舎移転にあわせて、文書量の削減目標の達成等に取り組むとともに、
文書量のさらなる削減、ファイリングシステムの定着を推進

○公文書の管理については国における議論も踏まえた文書管理の改善の
ための課題及び具体的方策を検討し、「公文書管理の基本指針」を令
和元年11月に策定。また、指針に沿った「長崎県文書取扱規程」を
令和2年4月に改正

○現在「公文書管理の基本指針」に沿った具体的な取組み（文書管理の
推進、公文書コーナーの開設に向けた取組みの実施、電子決裁の更な
る推進など）を実施

《組織内任意団体の見直し》
○平成28年度に、庁内の任意団体の実態を把握するため、他都道府県
自治体の取組について、情報収集、課題の整理を行い、庁内の任意団
体及び任意団体に対する県の関与の実態調査表（案）を作成

○平成29年度に庁内の任意団体及び任意団体に対する県の関与の実態
調査を実施し、その結果を踏まえ、平成30年２月に「任意団体の設
立及び運営に関する事務取扱基準」を改正

○平成30年2月の「任意団体の設立及び運営に関する事務取扱基準」
改正に伴う各団体の見直し状況や運営状況について、平成30年度から
毎年度、調査を実施し、調査結果を整理

【総務部】

※「公文書管理の基本指針」
を策定したことから、プラ
ンには掲載せずに、今後も
指針に沿った取組を推進

※見直し状況や運営状況につ
いて調査結果の整理がなさ
れているため、プランには
掲載せずに、今後も継続的
に必要な調査・見直し等を
実施

- 7 -

- 7 -



番 号 ４ 所管部局 総務部、県民生活環境部、出納局(全庁) 達成状況 一部未達成

個別項目 内部管理業務の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
新たに策定する「文書管理
指針（仮称）」を踏まえた
文書管理の見直しや庁内の
メール・照会・会議のルー
ルの見直し、組織内任意団
体※の見直し、県庁ＥＭＳ
※の運用等の見直し、会計
事務に関する要領やシステ
ム操作方法等の改善など、
業務の省力化・効率化を図
るとともに、各職場におい
て継続的に業務の見直しに
取り組みます。

※組織内任意団体：法人格を有
しない団体であって、県の庁舎
内に事務局を置くもの又は当該
団体の事務が主として県の庁舎
内で行われているもののうち、
当該団体の業務に県職員が従事
するもの。

※県庁EMS：県の事務事業に
おける環境配慮行動を推進する
ため、構築した独自の環境管理
システム。

《メール・照会のルールの見直し、周知徹底》
○平成28年6月に「メール利用上のルール」を策定し、庁内ポータルサ
イトへ掲載するとともに、各種会議等の機会を捉えて庁内に周知
※平成30年7月にルールをより明瞭にした上で再周知
・周知メールの削減（庁内ポータルサイトの機能の活用）
・安易な全所属あての照会を削減
・添付ファイル数の削減 等

○令和元年度は「働き方ポータルサイト」において、照会事務のムダを
省略する具体的手法を掲載

○ルールを踏まえた職員の行動は改善傾向にあるが、メール・照会が適
切に行われていると回答した職員は5割程度（以下A+B=５4.7%）
※職員アンケート結果の推移

《複数の所属において共通す
る業務の処理手順の統一やマ
ニュアル化》
○次期プランでは、メール・
照会に限らず、多くの職員
が従事する業務の標準化や
マニュアル作成により業務
の効率化を推進

[個別項目]
21 業務の標準化・最適化

H28 H29 H30 R元 R2

通知のとおり利用されている。(A) 10.7% 10.2% 14.2% 21.0% 19.3%

通知は徹底されていないが、相手に
配慮あるメールが多い。(B)

34.7% 36.7% 39.5% 37.8% 35.4%

受け手のことを考えていないメール
が多い

17.2％ 16.4% 15.0% 12.2% 14.8%

どちらとも言えない。その他 37.4% 36.7% 31.3% 29.0% 30.5%
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番 号 ４ 所管部局 総務部、県民生活環境部、出納局(全庁) 達成状況 一部未達成

個別項目 内部管理業務の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
新たに策定する「文書管理
指針（仮称）」を踏まえた
文書管理の見直しや庁内の
メール・照会・会議のルー
ルの見直し、組織内任意団
体※の見直し、県庁ＥＭＳ
※の運用等の見直し、会計
事務に関する要領やシステ
ム操作方法等の改善など、
業務の省力化・効率化を図
るとともに、各職場におい
て継続的に業務の見直しに
取り組みます。

※組織内任意団体：法人格を有
しない団体であって、県の庁舎
内に事務局を置くもの又は当該
団体の事務が主として県の庁舎
内で行われているもののうち、
当該団体の業務に県職員が従事
するもの。

※県庁EMS：県の事務事業に
おける環境配慮行動を推進する
ため、構築した独自の環境管理
システム。

《会議のルールの見直し、周知徹底》
○平成28年6月に「会議開催のルール」を策定し、庁内ポータルサイト
へ掲載
※平成30年度にルールをより明瞭にした上で再周知
・定期・定例的な会議の見直し
・会議資料の事前配布

○令和元年度は「働き方ポータルサイト」において、会議開催に関する
ムダを省略する具体的手法として、システムを利用した出欠確認やAI
会議録システムの利用方法を掲載

○ルールを踏まえた職員の行動は改善傾向にあるが、会議が適切に開催
されていると回答した職員は3割程度（以下A+B=29.6%）
※職員アンケート結果の推移

《複数の所属において共通す
る業務の処理手順の統一やマ
ニュアル化》
○次期プランでは、会議開催
に限らず、多くの職員が従
事する業務の標準化やマ
ニュアル作成により業務の
効率化を推進

[個別項目]
21 業務の標準化・最適化

H28 H29 H30 R元 R2

通知のとおり実施されている。(A) 6.9% 8.6% 10.8% 13.6% 11.4%

通知は徹底されていないが、会議
に見直すべきところは少ない。(B)

14.1% 17.7% 22.2% 21.8% 18.2%

会議に見直すべき点は多い。 29.9% 28.9% 25.2% 21.7% 21.0%

どちらとも言えない。その他 49.1% 44.8% 41.8% 42.9% 49.4%
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番 号 ４ 所管部局 総務部、県民生活環境部、出納局(全庁) 達成状況 一部未達成

個別項目 内部管理業務の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
新たに策定する「文書管理
指針（仮称）」を踏まえた
文書管理の見直しや庁内の
メール・照会・会議のルー
ルの見直し、組織内任意団
体※の見直し、県庁ＥＭＳ
※の運用等の見直し、会計
事務に関する要領やシステ
ム操作方法等の改善など、
業務の省力化・効率化を図
るとともに、各職場におい
て継続的に業務の見直しに
取り組みます。

※組織内任意団体：法人格を有
しない団体であって、県の庁舎
内に事務局を置くもの又は当該
団体の事務が主として県の庁舎
内で行われているもののうち、
当該団体の業務に県職員が従事
するもの。

※県庁EMS：県の事務事業に
おける環境配慮行動を推進する
ため、構築した独自の環境管理
システム。

【県民生活環境部】
《県庁ＥＭＳの運用等の見直し》
○県庁ＥＭＳの取組が定着したことから、平成28年度において、その
運用等を見直し、平成29年度から日常点検や内部監査、外部評価委
員による評価を廃止する等の省力化を実施

※直近（令和元年度）の目標値及び達成状況

【県民生活環境部】

※省力化した県庁ＥＭＳの取
組が定着したことから、プ
ランには掲載せずに、今後
も検証・改善等を行いなが
ら必要に応じて運用等を見
直し

項目
(平成25年度比)

二酸化炭素
排出量

電気使用量
コピー用紙
使用量

目標 △20.4％ △13.5% △10.4％

実績 △36.3% △14.3% △11.5%

結果 達成 達成 達成
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番 号 ４ 所管部局 総務部、県民生活環境部、出納局(全庁) 達成状況 一部未達成

個別項目 内部管理業務の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
新たに策定する「文書管理
指針（仮称）」を踏まえた
文書管理の見直しや庁内の
メール・照会・会議のルー
ルの見直し、組織内任意団
体※の見直し、県庁ＥＭＳ
※の運用等の見直し、会計
事務に関する要領やシステ
ム操作方法等の改善など、
業務の省力化・効率化を図
るとともに、各職場におい
て継続的に業務の見直しに
取り組みます。

※組織内任意体：法人格を有し
ない団体であって、県の庁舎内
に事務局を置くもの又は当該団
体の事務が主として県の庁舎内
で行われているもののうち、当
該団体の業務に県職員が従事す
るもの。

※県庁EMS：県の事務事業に
おける環境配慮行動を推進する
ため、構築した独自の環境管理
システム。

【出納局】
《財務会計システム操作方法の改善》
○平成28年度から令和2年度にかけ、財務会計システムについて以下に
記載する主な改修を行い、作業を効率化・省力化
• 収納票に係る専用用紙を３種類から１種類に統一、使用実績の記録
も自動化

• 過去年度データ参照時の省力化（これまでの帳票に加え、検索可能
な照会画面を追加）

• 帳簿データの出力を月単位から一括でも可能に
• 保管金（所得税、市町村民税）の複数受入の一括払出を可能に
• 不要となった債権債務者情報の整理機能を追加 など

（「一部未達成」とした理由）
●「公文書管理の基本指針」の策定及び関連規程の改正により適正かつ
効率的な公文書管理を推進することができたほか、県庁EMSの運用見
直しや財務会計システムの改修（24項目）により業務の省力化・効
率化を図ることができたが、「メール・会議開催のルール」の周知徹
底については、職員アンケートの結果も踏まえて、取組の継続・強化
が必要であるため。

【出納局】
《財務会計システム操作方法
等の改善》
○業務の標準化やデータ管理
の効率化を推進するために、
現在システムでの処理対象
となっていない事務につい
てシステム化に向けた取組
を推進

○組織変更や事務の変化に対
応するため、引き続きシス
テム操作方法等の改善を推
進

[個別項目]
21 業務の標準化・最適化

H28 H29 H30 R元 R2 計

改修件数 6 5 5 5 3 24
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番 号 ５ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 業務の積極的な外部化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

「民間でできる分野は民間
に委ねる」ことを基本とし
て、民間活力を活用した方
がより効果的・効率的な業
務の外部化を一層推進しま
す。なお、外部化にあたっ
ては、財政面での効果と事
業・業務プロセスへの影響、
サービスの質の確保などを
総合的に検討します。

《さらなる業務の集約化、費用対効果を踏まえた外部化の実施》
○本来、重点的に取組むべき要素に注力するため、「長崎県庁働き方改
革」の一環として、平成28年度から「業務見直しチャレンジ」に取
組み、各所属において業務の集約化や外部化を実施

○業務の集約化
・地方機関や教育庁の庶務事務の集約化
（平成29年2月から長崎地区地方機関の手当認定事務、平成30年
4月から知事部局地方機関の旅費事務及び教育庁の支出事務、
平成30年10月から教育庁の手当認定・旅費事務、令和３年から
議会事務局の手当認定・旅費事務を集約）

・新庁舎移転に伴う庶務事務の集約化
（文書発送、物品管理、印刷事務等の庶務事務の主管課への集約）

・長期延滞の税外未収金の管理・回収業務の集約化
（令和2年4月から「債権管理室」を新設し、各部局の長期延滞と
なっている税外未収金の管理・回収業務を集約）

○業務の外部化
・防災推進養成講座運営の外部委託
（参加者受付、実績書作成、会場仕切り等の業務削減）

・砂防の土砂災害警戒区域設定照査業務の一部外部委託
（区域指定に向けたチェックの外部委託）

・総務事務の集約を図りながら外部化を検討
（令和2年に外部化を含む業務見直しに向けた調査委託を実施）

など
（「概ね達成」とした理由）
●知事部局以外の部局も含めて業務集約化が進捗し、また、外部化に向
けた業務調査委託など効率的な実施に向けた検討を行っているため。

《さらなる業務の集約化、費
用対効果の検証を踏まえた外
部化の実施》
○費用対効果等を検証のうえ
さらなる業務の集約化や
外部化について検討

[個別項目]
5 業務のさらなる集約化・外
部化
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番 号 6 所管部局 企画部、総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 ＩＣＴの徹底的な活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

各種様式の共通部分のシス
テム化や情報共有システム
の構築、会議開催のＩＣＴ
化、モバイル端末の活用、
庁内システムの統合など、
庁内業務のＩＣＴ化・ペー
パーレス化を推進します。
また、新たに策定する「な
がさきＩＣＴ戦略」を踏ま
え、庁内ＩＣＴ化や市町・
民間との連携、マイナン
バー制度を踏まえた利便性
の向上などに取り組みます。

【企画部】
《ながさきＩＣＴ戦略の推進》
○ ながさきICT戦略の全体進捗（平成28年度～令和2年度）

庁内各課に対し、積極的なICTを活用した事業の取組を推進

○ Society5.0の実現に向け、AIやIoTなどの先端技術を活用した地域課
題の解決や地域活性化、産業振興、県民の利便性向上に向けて、各分
野での施策のさらなる推進を図るため、令和2年4月、企画部に「次
世代情報化推進室」を新設

○ さらに、令和2年9月に、産学金官連携の「ながさきSociety5.0推進
プラットフォーム」を立ち上げ、情報通信基盤の充実、新たな時代に
対応するサービスの提供や地域課題の解決、県内産業の育成・強化、
県民の意識啓発などを推進

○ 人口減少・少子高齢化や2040年問題への対応、新型コロナウイルス
感染拡大に対応した「新たな日常」の確立に向け、これからの本県に
おけるSociety5.0実現に向けたICT利活用の今後の展開を示す「なが
さきSociety5.0推進プラン」を令和3年3月に策定

【企画部】
《ながさきSociety5.0推進プ
ランの推進》
○本県におけるSociety5.0

の実現に向け、ながさき
Society5.0推進プラット
フォーム」を中心に、県内
企業や関係団体、市町等と
の連携を強化し、各分野で
の取組を推進

○「ながさきSociety5.0推
進プラン」により、「ICT
利活用による豊かで質の高
い県民生活の実現」、
「ICT利活用による新産業
の創出とDXの加速化」、
「行政におけるデジタル化
の推進」の施策を展開

[個別項目]
20 ICTを活用した県民サー

ビスの充実

H28 H29 H30 R元 R2

目標値 20% 40% 60% 80% 100%

実績値 30.7% 47.9% 65.9% 75.4%
80.7%
(概算値)
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番 号 ６ 所管部局 企画部、総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 ＩＣＴの徹底的な活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
各種様式の共通部分のシス
テム化や情報共有システム
の構築、会議開催のＩＣＴ
化、モバイル端末の活用、
庁内システムの統合など、
庁内業務のＩＣＴ化・ペー
パーレス化を推進します。
また、新たに策定する「な
がさきＩＣＴ戦略」を踏ま
え、庁内ＩＣＴ化や市町・
民間との連携、マイナン
バー制度を踏まえた利便性
の向上などに取り組みます。

【総務部】
《Web会議・テレビ会議の導入、活用》
○テレビ会議システムの活用状況（平成30年3月試行開始、5月本格運

用開始）
・研修や説明会の開催、マニュアルの充実や活用事例の紹介などによ

り利用普及を推進
・また、テレビ会議の利用増に伴い、仮想会議室のアカウントを45ア

カウント追加し、液晶モニター・マイクスピーカー・Webカメラを
常設する会議室を4室増室するなど、利用環境を整備

平成30年度 会議開催数： 530 参加者数： 9,105人
令和元年度 会議開催数： 859 参加者数：12,999人
令和２年度 会議開催数：3,875 参加者数：56,773人

アカウント数：（～令和2年5月）10アカウント
（令和2年6月～）55アカウント

○Web会議利用環境整備（平成30年2月運用開始）
Web会議アプリケーション（Skype for Business）により、専用
会議室を使用しない自席でのWeb会議が可能となるよう環境を整備

【総務部】
《Web会議・テレビ会議の導
入、活用》
○テレビ会議システムの利用

増に伴い問い合わせも増加
しているため、FAQや操
作マニュアルの充実、環境
整備を推進

○テレビ会議システムの利用
増に伴い周辺機器（マイク
スピーカー、Webカメラ、
USB延長ケーブル、HDMI
ケーブル）の貸し出しも増
加傾向であり、テレビ会議
システムの運用管理、周辺
機器の貸出業務の増加へ対
応するため、R3年度から
チーム制を導入して対応

[個別項目]
22 ICTを活用した行政事務

の効率化
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番 号 ６ 所管部局 企画部、総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 ＩＣＴの徹底的な活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
各種様式の共通部分のシス
テム化や情報共有システム
の構築、会議開催のＩＣＴ
化、モバイル端末の活用、
庁内システムの統合など、
庁内業務のＩＣＴ化・ペー
パーレス化を推進します。
また、新たに策定する「な
がさきＩＣＴ戦略」を踏ま
え、庁内ＩＣＴ化や市町・
民間との連携、マイナン
バー制度を踏まえた利便性
の向上などに取り組みます。

《モバイル端末の導入、活用》
○モバイルノートパソコン・タブレット端末貸出状況

モバイルノートパソコン・タブレット端末を活用して、モバイルワー
ク及びテレワークを実施
・平成28年度 庁内貸出件数： 98件
・平成29年度 庁内貸出件数：140件
・平成30年度 庁内貸出件数：230件
・令和元年度 庁内貸出件数 ：313件
・令和2年度 庁内貸出件数 ：140件

○モバイル端末を活用したテレワーク（在宅勤務）の実施
（試行運用）

・平成28年度 利用件数： ５件
・平成29年度 利用件数：28件
・平成30年度 利用件数： １件

（平成31年2月本格運用開始後）
・平成30年度 利用件数： 5件
・令和元年度 利用件数 ：30件

内訳 通常利用分 ：10件
新型コロナ対策：20件

○テレワーク対応パソコン（SIM内蔵型）の導入・展開
新型コロナ対策及び働き方改革を推進するため、令和2年12月以降
SIM内蔵型パソコン600台を導入・展開
・配布先：福祉保健部150台、各課約350台、各部主管課、

各部局長、人事課、情報システム課
・令和2年度実績（1～3月） 5,209件（テレワークへの活用実績）

《テレワーク対応パソコンの
活用》
○テレワーク対応パソコン

（SIM内蔵型）の導入推進
H28一括導入パソコン
（約2,700台）について、
テレワーク対応パソコン
（SIM内蔵型）への切替を
推進

[個別項目]
22 ICTを活用した行政事務

の効率化

《テレワークの推進》
○テレワーク対応パソコンな

どの新たなコミュニケー
ションツールを活用し、職
員のワーク・ライフ・バラ
ンスや生産性の向上に向け
たテレワークを推進

[個別項目]
25 環境変化に対応した働き

方の推進

- 15 -
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番 号 6 所管部局 企画部、総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 ＩＣＴの徹底的な活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
各種様式の共通部分のシス
テム化や情報共有システム
の構築、会議開催のＩＣＴ
化、モバイル端末の活用、
庁内システムの統合など、
庁内業務のＩＣＴ化・ペー
パーレス化を推進します。
また、新たに策定する「な
がさきＩＣＴ戦略」を踏ま
え、庁内ＩＣＴ化や市町・
民間との連携、マイナン
バー制度を踏まえた利便性
の向上などに取り組みます。

《新技術の導入・活用》
○事務処理の効率化への取組として、RPA・AI会議録の新しい技術を導入

・RPA 令和2年1月に導入
令和3年3月末現在、20業務（9所属）で運用開始
大量かつ、単純なパソコン操作の自動化
事務処理時間の短縮、業務ミスの低減

・AI会議録 令和2年8月から本格運用開始
令和3年3月末現在、1,065回利用（92所属）

※本庁69、地方機関23
会議録作成に要する時間の短縮

《デジタル書庫の導入、活用》
○所属用ファイルサーバー検索の効率化への取組として、ファイルサー

バー検索エンジンを平成30年度に構築、財務会計FAQでの活用に向
け改修し令和2年12月テスト運用開始

《新技術の導入・活用》
○行政のデジタル改革を推進

するため取組を継続するこ
ととし、庁内業務のプロセ
ス改善とデジタル化を推進

[個別項目]
18 行政手続のオンライン化

促進
20 ICTを活用した県民サー

ビスの充実
21 業務の標準化・最適化
22 ICTを活用した行政事務

の効率化

※テスト運用開始で概ね達成
したことから、プランには
掲載せずに取組を終了。今
後も検証・効率化への取組
を推進

- 16 -
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番 号 6 所管部局 企画部、総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 ＩＣＴの徹底的な活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
各種様式の共通部分のシス
テム化や情報共有システム
の構築、会議開催のＩＣＴ
化、モバイル端末の活用、
庁内システムの統合など、
庁内業務のＩＣＴ化・ペー
パーレス化を推進します。
また、新たに策定する「な
がさきＩＣＴ戦略」を踏ま
え、庁内ＩＣＴ化や市町・
民間との連携、マイナン
バー制度を踏まえた利便性
の向上などに取り組みます。

《共通様式のシステム化》
○臨時職員雇用システム運用開始（平成28年5月）

・紙ファイルの共有で行っていた臨時職員の雇用に係る事務をシステ
ム化したことにより事務量を削減

○人事評価システム（課長補佐級以下）運用開始（平成28年11月）
・エクセルファイル管理としていた人事評価に係る事務をシステム化

したことにより所要時間を削減
○出退勤システム運用開始（令和2年9月）

・システムでパソコンを操作した時間を記録したことにより職員の勤
務時間を確実に把握

○システム導入協議運用開始（令和2年度）
・Webアンケートシステムを活用し、システム導入等に係る庁内情報

を集約し開発手法等に関する助言等を実施

（「概ね達成」とした理由）
● ながさきICT戦略の全体進捗率として掲げていた目標値に対して、概

算値であるが、80%を超えている状況。
● また、令和2年度までに、Web会議、モバイル端末、RPA・AI、内部

事務系システムの新規開発は導入・運用を開始しており、その多くは
活用が進んだが、デジタル書庫はテスト運用であること、RPAは拡大
目標の1／2程度にとどまったことにより、概ね達成としている。

《共通様式のシステム化》
○行政のデジタル改革を推進

する中で、中小規模システ
ム維持管理の新規受入れ、
既存システムの改修等を推
進

[個別項目]
21 業務の標準化・最適化

- 17 -
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番 号 ７ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 新県庁舎に対応した働き方改革

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

従来の仕組みや県職員の働
き方を見直し、新県庁舎の
執務環境に対応した「ある
べき働き方」の実現を目指
します。

《「あるべき働き方」の行動化へ向けたワークショップ等の実施》
○平成29年度

・新庁舎のワークプレイスのモックアップ（モデルルーム）を設置し、
執務エリアの状況を職員が体感

・ワークプレイスの使い方の説明・周知
（業務内容により執務場所を変える＝「場を選択する働き方」）

○平成30年度
・新庁舎のワークプレイス活用推進のため、職員による体験会を実施

○令和元年度
・「場を選択する働き方」推進のため、総務部職員による新庁舎の

様々なワークプレイスを活用した「トライアル」を実施

○令和2年度
・新型コロナウイルス感染症対策のためワークプレイスを執務場所の

分散に活用。活用推進のため本庁職員を対象にアンケートを実施
（アンケート結果：ワークプレイス利用率28.8％）

・夏の働き方改革の取組みの一つとして、「ワークエリアでの勤務お
試し会」を実施
庁内スペース（各種ワークプレイス）の活用率が上昇
令和元年度３％、令和２年度16.2％（本庁29.8％）
（夏の働き方改革についてのアンケート結果）

《「あるべき働き方」の行動
化へ向けたワークショップ等
の実施》
○引き続き、ワークプレイス

等の活用方法を周知し利用
を促進

[個別項目]
25 環境変化に対応した働き

方の推進

- 18 -
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番 号 ７ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 新県庁舎に対応した働き方改革

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
従来の仕組みや県職員の働
き方を見直し、新県庁舎の
執務環境に対応した「ある
べき働き方」の実現を目指
します。

《運用マニュアル作成・周知》
○新庁舎の職員運用マニュアルを作成し、各種機能及び利用方法につい

て、説明会を実施
平成29年8月（運用）・11月（使い方）
平成30年4月（転入者向け）
令和元年度、令和2年度はポータルサイトでの周知を実施

○マニュアルの改訂
平成31年2月7日付、令和2年4月16日付でマニュアルを改訂し、庁
内ポータルサイトのファイル集に掲載

（「達成」とした理由）
●目標としていた「あるべき働き方」の行動化に向けたワークショップ

等の実施や運用マニュアルの作成・周知を行うことにより、ワークプ
レイスの活用促進が図られるなど、「あるべき働き方」の実現に向け
一定の成果が確認できたため。

※運用マニュアルの作成及び
職員への周知は完了したこ
とから、プランには掲載せ
ずに、引き続き、ワークプ
レイス等の活用方法を周知
し利用を促進

- 19 -
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番 号 ８ 所管部局 総務部、県民生活環境部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 県民、企業、ＮＰＯ等との協働の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

ＮＰＯ法人等と多様な主体
との協働を推進するため、
ＮＰＯ法人等や企業、市町、
県庁各部局からの協働に関
する問い合わせや相談への
対応をはじめ、情報提供の
充実、協働事業の企画提案
の受付、事業化検討の調整
など各種支援を行います。
また、県民参加による政策
企画の充実を図るため、政
策検討の初期において、広
聴による県民の意見等の検
証をプロセスとして組み入
れた事業構築の促進を図り
ます。さらに、人口減少を
踏まえ、公共サービスの多
様な主体との連携・役割の
あり方について、長期的視
点に立ち研究を進めます。

【総務部】
《広聴による県民の意見等の検証をプロセスとして組み入れた手法の実
施》
○事業の見直しに当たり、「広聴による県民の意見等を踏まえたか」を

政策評価調書に記載するよう平成30年度から調書の作成要領に明記
するなど、広聴を組み入れる意識づけを推進

○これまでの県政世論調査では、年度末に調査結果を報告していたが、
次年度以降の施策等に反映させることができるよう、平成30年度実
施分から実施時期を早めるとともに、県民の意向や認知度の施策への
反映状況を確認する手法に見直し、令和2年度までに施策への反映事
例11件を確認
（主な反映事例）
・LGBTの認知度向上のための啓発ハンドブックの作成
・四季畑PR強化のため、常設コーナー設置店舗と連携したキャン

ペーンの実施

○寄せられた提案・意見等のうち、所管課が「検討する」と回答したも
のについては、事業構築の際、県民の意見等を検証したか翌年度に調
査し、県民の声が施策に反映されているかを確認

【総務部】
《広聴制度の充実と県民の意
見の県政への反映》
○「知事への提案」「県への

ご意見・ご提案」「県政相
談」など、県民の声を直接
聴く広聴制度の充実を図る
とともに、引き続きパブ
リックコメントや県政出前
講座の利用促進を図り、県
民の意見を県政に反映

[個別項目]
27 多様な主体との連携・協

働を支える仕組みづくり

H28 H29 H30 R元 R2

寄せられた提案・
意見等の件数

344件 257件 320件 479件 461件

- 20 -
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番 号 ８ 所管部局 総務部、県民生活環境部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 県民、企業、ＮＰＯ等との協働の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
ＮＰＯ法人等と多様な主体
との協働を推進するため、
ＮＰＯ法人等や企業、市町、
県庁各部局からの協働に関
する問い合わせや相談への
対応をはじめ、情報提供の
充実、協働事業の企画提案
の受付、事業化検討の調整
など各種支援を行います。
また、県民参加による政策
企画の充実を図るため、政
策検討の初期において、広
聴による県民の意見等の検
証をプロセスとして組み入
れた事業構築の促進を図り
ます。さらに、人口減少を
踏まえ、公共サービスの多
様な主体との連携・役割の
あり方について、長期的視
点に立ち研究を進めます。

《経済６青年団体との意見交換研修》
○ 県、民間双方の発想や視点の共有、幅広い人脈づくりや相互の連携を

目的として、経済6青年団体（県商工会青年部連合会、県中小企業団
体中央会青年部、(公社)日本青年会議所九州地区長崎ブロック協議会、
県商工会議所青年部連合会、県漁協青壮年部連合会、県農協青年部協
議会）の役員と、本庁課長級職員による意見交換研修を開催
・第１回 令和元年8月23日（金）

テーマ「若者の地元定着」
参加者：6団体16名、県14名（計30名）

・第２回 令和2年1月23日（木）
テーマ「様々な連携による新しい価値の創造」
参加者：6団体17名、県16名（計33名）

※令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施

《公共サービスの多様な主体との連携・役割のあり方について、長期的
視点に立った研究を実施》
○平成28年度からクラウドファンディング事業者との意見交換や先進

地の視察及び取組の聴取等を実施し、導入に向けた制度構築を検討

《経済６青年団体との意見交
換研修》
○現場主義に基づき、関係者

とビジョンを共有しながら
実現していく職員を育成す
るため、県庁外のネットワ
－ク力の向上につながる研
修等を強化することにより、
民間企業等との連携が進み
やすい環境づくりを推進

[個別項目]
27 多様な主体との連携・協

働を支える仕組みづくり
30 職員のネットワ－ク力強

化

《公共私の連携による新たな
公共サービス提供の仕組みに
ついての研究》
○引き続き、人口減少下でも

公共私の連携により公共
サービスを共創する新たな
仕組みについて研究

[個別項目]
27 多様な主体との連携・協

働を支える仕組みづくり

- 21 -

- 21 -



番 号 ８ 所管部局 総務部、県民生活環境部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 県民、企業、ＮＰＯ等との協働の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
ＮＰＯ法人等と多様な主体
との協働を推進するため、
ＮＰＯ法人等や企業、市町、
県庁各部局からの協働に関
する問い合わせや相談への
対応をはじめ、情報提供の
充実、協働事業の企画提案
の受付、事業化検討の調整
など各種支援を行います。
また、県民参加による政策
企画の充実を図るため、政
策検討の初期において、広
聴による県民の意見等の検
証をプロセスとして組み入
れた事業構築の促進を図り
ます。さらに、人口減少を
踏まえ、公共サービスの多
様な主体との連携・役割の
あり方について、長期的視
点に立ち研究を進めます。

【県民生活環境部】
《協働サポートデスクによる、協働に関する相談対応や情報･意見交換会
の実施》
○平成28年度に設置した協働サポートデスクにより、NPO、県、企業

からの協働に関する相談や事業企画提案の受付を行うとともに、関連
情報の提供や助言、事業化に向けた情報･意見交換会の開催及び専門
家によるコーディネート支援などを実施

○毎年実施している庁内協働件数調査においても増加がみられており、
協働の推進に一定の成果があることが確認されている状況

（「概ね達成」とした理由）
●協働サポートデスクについては、情報･意見交換会まで至った件数の

目標（毎年5件）を達成し、庁内の協働件数も増加するなど取組効果
が確認されている。

●また、政策検討段階に県民の意見等を反映できるよう県政世論調査の
実施時期前倒しに取り組んだほか、幅広い人脈づくりや相互の連携を
目的とした民間団体との意見交換研修を行うことで、県民、企業等の
意見を活かした施策構築につながる機会を創出できた。

● 公共サービスの多様な主体との連携については、全庁的な導入には至
らなかったものの、クラウドファンディングの仕組みを活用した施策
1件を事業化することができたため。

【県民生活環境部】
《協働サポートデスクにおけ
るＮＰＯ、県、企業等からの
協働に関する相談や事業企画
提案への対応》
○引き続き協働サポートデス

クの活用により、関連情報
の収集・提供や助言、情報
・意見交換会の開催及び専
門家によるコーディネート
支援などを実施するととも
に、職員の協働意識醸成の
ための研修実施等により、
多様な主体との協働を推進

[個別項目]
27 多様な主体との連携・協

働を支える仕組みづくり

H28 H29 H30 R元 R2

相談件数 24件 21件 20件 38件 37件

情報・意見交換会 6件 5件 5件 17件 17件

庁内協働件数 83件 88件 100件 126件 129件
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番 号 9 所管部局 企画部、総務部、地域振興部、産業労働部(全庁) 達成状況 一部未達成

個別項目 民間企業等と連携したプロジェクト構築の促進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

社会経済情勢や市場ニーズ
等に敏感であり、かつ専門
分野でのノウハウを有する
民間企業等と連携し、社会
課題の解決や、戦略的・効
果的なプロジェクトの構築
を行います。

【企画部】
《地方創生の推進に関する包括連携協定の締結》
○民間企業との間で互いの強みを活かし、地域の活性化と県民サービス

の向上を図るため、地方創生の推進に関する包括連携協定を締結
（令和元年度：3件、令和2年度：2件）
・第一生命保険㈱
・東京海上日動火災保険㈱
・三井住友海上火災保険㈱
・日本郵便㈱
・メットライフ生命保険㈱

主な取組実績
・顧客や社員等に対する県政の情報発信・周知
・県が推進する取組（「ながさき健康長寿メイト」「WizConながさ

き」「ながさき移住コンシェルジュ」）への登録や普及啓発の協力
・健康経営や婚活、女性活躍推進に関するイベント・セミナーの開催
・社内における県産品物産展の開催

【企画部】
《地方創生にかかる包括連携
協定を締結した企業との連携
の促進》
○引き続き、民間企業との包

括的な連携に関する窓口の
役割を担うとともに、締結
した企業との情報交換や、
協定内容の庁内への周知等
を通じて、連携の深化や新
たな取組の構築等を促進

[個別項目]
27 多様な主体との連携・協

働を支える仕組みづくり
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番 号 9 所管部局 企画部、総務部、地域振興部、産業労働部(全庁) 達成状況 一部未達成

個別項目 民間企業等と連携したプロジェクト構築の促進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
社会経済情勢や市場ニーズ
等に敏感であり、かつ専門
分野でのノウハウを有する
民間企業等と連携し、社会
課題の解決や、戦略的・効
果的なプロジェクトの構築
を行います。

【総務部】
《経済６青年団体との意見交換研修》
○ 県、民間双方の発想や視点の共有、幅広い人脈づくりや相互の連携を

目的として、経済6青年団体（県商工会青年部連合会、県中小企業団体
中央会青年部、(公社)日本青年会議所九州地区長崎ブロック協議会、県
商工会議所青年部連合会、県漁協青壮年部連合会、県農協青年部協議
会）の役員と、本庁課長級職員による意見交換研修を開催
・第１回 令和元年8月23日（金）

テーマ「若者の地元定着」
参加者：6団体16名、県14名（計30名）

・第２回 令和2年1月23日（木）
テーマ「様々な連携による新しい価値の創造」
参加者：6団体17名、県16名（計33名）

※令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施

【総務部】
《経済６青年団体との意見交
換研修》
○現場主義に基づき、関係者

とビジョンを共有しながら
実現していく職員を育成す
るため、県庁外のネットワ
－ク力の向上につながる研
修等を強化することにより、
民間企業等との連携が進み
やすい環境づくりを推進

[個別項目]
27 多様な主体との連携・協

働を支える仕組みづくり
30 職員のネットワ－ク力強

化
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番 号 ９ 所管部局 企画部、総務部、地域振興部、産業労働部(全庁) 達成状況 一部未達成

個別項目 民間企業等と連携したプロジェクト構築の促進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
社会経済情勢や市場ニーズ
等に敏感であり、かつ専門
分野でのノウハウを有する
民間企業等と連携し、社会
課題の解決や、戦略的・効
果的なプロジェクトの構築
を行います。

【地域振興部】
《ながさき移住倶楽部の登録協力事業者を増やすための営業活動を実
施》
○本県への移住に関心がある方を対象に、民間事業者の協力により、

特典・サービスを提供する無料会員制度「ながさき移住倶楽部」を
創設（平成27年度～）

○5年間の実績

※実績値は各年度3月末の数値

【地域振興部】

※民間企業等との連携につい
ては全庁的な取組として引
き続き推進

ながさき移住倶楽部の登録
協力事業者を増やす取組に
ついては、移住施策の一環
として継続

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２

582組 661組 958組 1,247組 1,536組

1,196人 1,394人 1,913人 2,393人 2,907人

39社 44社 45社 75社 75社

移住倶楽部会員数

【目標値：Ｒ２末
1,600人】

(参考)協力事業者数
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番 号 ９ 所管部局 企画部、総務部、地域振興部、産業労働部(全庁) 達成状況 一部未達成

個別項目 民間企業等と連携したプロジェクト構築の促進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
社会経済情勢や市場ニーズ
等に敏感であり、かつ専門
分野でのノウハウを有する
民間企業等と連携し、社会
課題の解決や、戦略的・効
果的なプロジェクトの構築
を行います。

《新規にしまの産品を取り扱う飲食店等取扱店》
○平成29年度に離島地域に設置された地域商社と連携を図りながら、

本県のしまの産品の販路拡大を実施

（販路拡大）
・各地域商社と連携し、大消費地等の飲食店等向けに特化した商談会

や海がない埼玉県と連携した取組等を実施
①東京シーフードショー
②フードストアソリューションズフェア（大阪）
③大阪シーフードショー
④名古屋フードビジネスショー 等

※R元年度で事業終了。R2年度新規事業により取組継続

※民間企業等との連携につい
ては全庁的な取組として引
き続き推進

しまの産品の販路拡大につ
いては、これまでの取組の
課題を踏まえ、令和2年度
からは、新たに食品流通専
門の団体と連携し、しまの
事業者の製造から販売まで
を伴走型で一体的に支援す
る取組を推進

H28 H29 H30 R元
目標

（R元）

取扱店舗数（店舗） 38 228 434 512 500

売上の増加額（億円） 0.1 0.9 2.2 2.4 10
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番 号 ９ 所管部局 企画部、総務部、地域振興部、産業労働部(全庁) 達成状況 一部未達成

個別項目 民間企業等と連携したプロジェクト構築の促進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
社会経済情勢や市場ニーズ
等に敏感であり、かつ専門
分野でのノウハウを有する
民間企業等と連携し、社会
課題の解決や、戦略的・効
果的なプロジェクトの構築
を行います。

【産業労働部】
《スタートアップ創出・誘致件数》
◎目標（累計）令和2～7年度：18件

・令和2年度目標：3件
・令和2年度成果：3件（CO-DEJIMA入居者数の年度累計）

○交流スペースやワークスペースなど、質の異なる空間を用意し、企業
や大学、金融機関、社会人等の様々な人材の交流を促進し、革新的な
サービスの創出を推進
・スタートアップ創出イベント、セミナー、交流会等151回開催

参加者3,433名（令和3年3月末実績）
・CO-DEJIMA入居者数（令和3年3月末時点）

2社（3室空席）

○産業交流施設SHIBUYA QWS（渋谷スクランブルスクエア㈱）と連
携して、以下を実施
・「地域のもやもやを問いにデザインする」

日 時：令和2年10月2日（金）19:00～21:30
場 所：CO-DEJIMA
内 容：長崎市、雲仙市、島原市、五島市から、まちの特徴や生活

感等についてプレゼンを行ってもらい、そこからワーク
ショップを通じて新たな課題を抽出（参加者24名）

・「Q-reation」ワークショップ2020
日 時：令和2年12月14日（月）14:00～21:15
場 所：CO-DEJIMAおよびSHIBUYA QWS
内 容：前回の課題抽出イベントで、抽出された問いをさらに深堀

して、それに対する課題解決アイデアを生み出すワーク
ショップを実施（参加者17名）

【産業労働部】

※SHIBUYA QWSとの委託
事業はR2年度で終了。R3
年度からは、通常のQWS
会員として施設相互利用等
を行いながら、全庁的な取
組の一環として民間企業等
と連携したプロジェクト構
築の取組を継続
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番 号 ９ 所管部局 企画部、総務部、地域振興部、産業労働部(全庁) 達成状況 一部未達成

個別項目 民間企業等と連携したプロジェクト構築の促進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
社会経済情勢や市場ニーズ
等に敏感であり、かつ専門
分野でのノウハウを有する
民間企業等と連携し、社会
課題の解決や、戦略的・効
果的なプロジェクトの構築
を行います。

（「一部未達成」とした理由）
● 令和元年度以降、5件の地方創生の推進に関する包括連携協定を締結

し、締結後も県政の情報発信や、健康増進等における連携した取組が
推進されている。

● また、移住倶楽部の会員数やCO-DEJIMA入居者数は目標値に達して
いる。

● 一方、新規にしまの産品を取り扱う飲食店等取扱店について、店舗数
は目標を達成したものの、売上増加額については、年間を通じて安定
的な出荷が可能な加工食品の取引が十分でなく、しまの事業者の商品
力や品質管理体制等が不足していることにより、１店舗あたりの売上
高が低水準に留まったため。
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番 号 １０ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 わかりやすい情報の発信と情報公開の徹底

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

「長崎県広報戦略」に基づ
き、ターゲットに即した広
報を行うことで、県民の県
政への理解を深め、県内外
に積極的な情報発信を行い
ます。また、県民の県政へ
の参画を促進するため、情
報公開制度の活用に関する
職員の技術力向上を進め、
幅広い年齢層の県民に情報
公開制度の理解促進と利用
しやすい仕組みを構築しま
す。

《県政情報のわかりやすい発信と県外に向けた情報発信力の向上》
○全世帯広報誌等を活用し、全県民に対し県政情報を周知
○本県の認知度向上とイメージアップを推進し、一層の交流人口の拡大
を図るため、県外のマスコミを対象にパブリシティ活動を実施

※県外パブリシティ事業の（ ）内の数値は単年度の広告換算額

《県政情報の分かりやすい発
信》
○引き続き全世帯広報誌、テ
レビ、ラジオ、県ウェブサ
イト等で県政情報をわかり
やすく発信

[個別項目]
27 多様な主体との連携・協
働を支える仕組みづくり

H28 H29 H30 R元 R2

全世帯広報誌のアン
ケートで「わかりやす
い」と答えた人の割合
（％、目標：90％以
上）

94.8 91.6 95.6 96.2 95.9

県外パブリシティ事業
の広告換算額
（億円（累計）、目
標：5年間で合計100
億円以上）

21.0
58.9
(37.9)

124.1
(65.2)

165.3
(41.2)

175.5
(10.3)
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番 号 １０ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 わかりやすい情報の発信と情報公開の徹底

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
「長崎県広報戦略」に基づ
き、ターゲットに即した広
報を行うことで、県民の県
政への理解を深め、県内外
に積極的な情報発信を行い
ます。また、県民の県政へ
の参画を促進するため、情
報公開制度の活用に関する
職員の技術力向上を進め、
幅広い年齢層の県民に情報
公開制度の理解促進と利用
しやすい仕組みを構築しま
す。

《県職員に向けたｅ-ラーニングシステムによる職員研修の実施》
○全職員を対象とした、県の情報公開制度、個人情報保護制度に係る
ｅ-ラーニングシステムによる職員研修の運用を平成３０年３月に
開始し、また、令和２年１０月には、短時間で、制度の要点を自己
チェック形式で学習できるｅ-ラーニング（自己チェック編）の運用
を開始

○ポータルサイトのお知らせや職員研修会の機会を活用して、定期的に、
職員に対して研修受講を促し、情報公開制度の活用に関する職員の技
術力向上を促進

【受講完了者数】※令和３年３月末現在
・情報公開制度：５３２名
・個人情報保護制度：６２０名
・情報公開制度〈自己チェック編〉１３２名
・個人情報保護制度〈自己チェック編〉１５８名

（「概ね達成」とした理由）
●全世帯広報誌については目標とした「アンケートで『わかりやすい』
と答えた人の割合」が目標値の90％を達成するとともに、「県外パ
ブリシティ事業」の広告換算額についても目標値の100億円を達成。

●ｅ-ラーニングシステムについては、期間中に運用を開始し、これま
で延べ1,442名が受講しているが、より多くの職員の受講が必要であ
ることから「概ね達成」とした。

※ｅ－ラーニングシステムに
よる職員研修の運用を開始
し、情報公開制度の活用に
関する職員の技術力向上の
場を確保したことから、プ
ランには掲載せずに、今後
も、研修内容の見直し、改
善等を図りながら、引き続
き受講促進に向けた取組を
推進
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番 号 １１ 所管部局 企画部、総務部、地域振興部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 市町との役割分担と連携の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

市町村合併の進展・定着を
踏まえ、スクラムミーティ
ングの実施などを通じて市
町との連携を進めます。ま
た、権限移譲の推進や県業
務の委託の検討、人事交流
の拡大などにより、市町が
基礎自治体として役割をよ
り高めることを支援します。

【企画部】
《市町と連携した人口減少対策への取組》
○平成30年度から、県の関係職員で構成する「市町人口減少対策支援
チーム」を市町ごとに編成し、市町との意見交換により、共通課題や
各地域の実情に応じた事業の構築を市町と共に推進

・市町事業の構築支援（地方創生交付金活用事業）※内示ベース
令和元年度：事業数 96件、総額1,259百万円（全国5位）
令和２年度：事業数 104件、総額1,140百万円（全国6位）
令和３年度：事業数 111件、総額1,027百万円（全国7位）

・県と連携した主な取組
県と21市町が協働で設置した「ながさき移住サポートセンター」
を核とした移住者へのきめ細かな支援や高校生の県内就職促進に
向けたふるさとの魅力や県内企業の魅力の発信、「ながさき結
婚・子育て応援キャンペーン」による情報発信など市町と連携し
た全県的な取組を推進

【企画部】
《各市町の個別課題に応じた
事業構築の支援》
○市町との連携体制を強化し、
地域の実情に応じた人口減
少などの課題への取組を支
援

[個別項目]
28 市町との連携.・補完・支
援
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番 号 １１ 所管部局 企画部、総務部、地域振興部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 市町との役割分担と連携の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
市町村合併の進展・定着を
踏まえ、スクラムミーティ
ングの実施などを通じて市
町との連携を進めます。ま
た、権限移譲の推進や県業
務の委託の検討、人事交流
の拡大などにより、市町が
基礎自治体として役割をよ
り高めることを支援します。

【総務部】
《移譲事務に関する市町の意見を汲み取る場の設置》
○市町の権限移譲に対する考えや状況を把握するために、権限移譲を受
ける上で支障となる要因について、各市町へのアンケートや聞き取り
調査を実施

○市町の意見などを情報収集のうえ、関係各所属と情報共有しながら、
権限移譲を推進

〔権限移譲項目数〕

○21市町とともに「人口減少社会に適応した行政サービスの提供のあ
り方研究会」（令和元年）を設置し、さらに県と市町の連携による行
政サービスの向上や業務の効率化に向けた議論を進めるため、「県と
市町の協働・連携分科会」（令和２年）を設置したところであり、権
限移譲についても、市町の実態に応じて議論を進める予定

【総務部】
《市町の状況を踏まえた権限
移譲の推進》
○「人口減少社会に適応した
行政サービスの提供のあり
方研究会」での議論等を通
して、市町の状況に応じて
権限移譲を推進

[個別項目]
28 市町との連携・補完・支
援

年度 H28 H29 H30 R元 R2 期間計

移譲項目 3項目 6項目 4項目 1項目 0項目 14項目

移譲事務 ４事務 27事務 13事務 1事務 0事務 45事務
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番 号 １１ 所管部局 企画部、総務部、地域振興部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 市町との役割分担と連携の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
市町村合併の進展・定着を
踏まえ、スクラムミーティ
ングの実施などを通じて市
町との連携を進めます。ま
た、権限移譲の推進や県業
務の委託の検討、人事交流
の拡大などにより、市町が
基礎自治体として役割をよ
り高めることを支援します。

【総務部及び地域振興部】
《県及び市町職員の双方の人材育成の観点から、幅広い分野において県
と市町の人事交流を実施》
○県と市町との人事交流実績

《県から市町への職員派遣、及び市町から県への派遣職員双方に対して、
年１回の連絡調整会議を毎年度開催》
○連絡調整会議を毎年度２回開催
＜令和２年度の主な成果＞
派遣職員相互の情報交換や現状把握を行い、派遣職員が苦慮してい
る課題等を解消

・市町から県への派遣職員対象（7月14日開催）
・県から市町への派遣職員対象（10月9日開催）

【総務部及び地域振興部】
《県及び市町職員の双方の人
材育成の観点から、幅広い分
野において県と市町の人事交
流を実施》
○引き続き、県及び市町職員
の双方の人材育成の観点か
ら、幅広い分野において県
と市町の人事交流を実施

[個別項目]
28 市町との連携・補完・支
援

《県から市町への職員派遣、
及び市町から県への派遣職員
双方に対して、年１回の連絡
調整会議を毎年度開催》
○引き続き、県から市町及び
市町から県に派遣されてい
る職員相互の情報交換や現
状把握を図るため、連絡調
整会議を開催

[個別項目]
28 市町との連携・補完・支
援

年度 派遣者数（市町数） 受入者数（市町数）

H28 29名（11市5町） 36名（12市5町）

H29 25名（12市5町） 33名（12市5町）

H30 22名（11市5町） 31名（11市5町）

R元 22名（11市４町） 32名（11市5町）

R2 24名（12市3町） 33名（12市5町）
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番 号 １１ 所管部局 企画部、総務部、地域振興部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 市町との役割分担と連携の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
市町村合併の進展・定着を
踏まえ、スクラムミーティ
ングの実施などを通じて市
町との連携を進めます。ま
た、権限移譲の推進や県業
務の委託の検討、人事交流
の拡大などにより、市町が
基礎自治体として役割をよ
り高めることを支援します。

【地域振興部】
《スクラムミーティングの実施：毎年１回以上》
○県政を進めるにあたって、県と市町が互いの垣根を低くし、これまで
以上に連携を深め、それぞれの地域課題や取組の現状等について、知
事と全市町長が直接協議を行う「長崎！県市町スクラムミーティグ」
を毎年１回以上実施

○直近５年間の実施状況

【地域振興部】
《スクラムミーティングによ
る県・市町の連携推進》
○引き続き県と全市町長が直
接協議を行う「長崎！県市
町スクラムミーティング」
を実施

[個別項目]
28 市町との連携・補完・支
援

年度 開催日 主な協議テーマ

R2 7月20日 ・「国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭」の誘致

・新幹線開業に向けた取組

6月4日 ・観光プロモーション

・リモートワーク及び情報通信基盤の整備

R元 7月16日 ・2040年問題

・インバウンド対策

H30 7月19日 ・人口減少社会に向けた対策（集落・移住対策）

・消防の広域化

H29 5月26日 ・人口減少克服のための地方創生交付金の積極的活用

H28 8月17日 ・若者の県内定着促進

・長崎県内の近代化遺産を活かした地域活性化
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番 号 １１ 所管部局 企画部、総務部、地域振興部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 市町との役割分担と連携の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
市町村合併の進展・定着を
踏まえ、スクラムミーティ
ングの実施などを通じて市
町との連携を進めます。ま
た、権限移譲の推進や県業
務の委託の検討、人事交流
の拡大などにより、市町が
基礎自治体として役割をよ
り高めることを支援します。

《「人口減少社会に適応した行政サービスの提供のあり方研究会」の実
施》
○人口減少社会においても県・市町ともに行政サービスを安定的に提供
し続けることを目指し、将来の行政運営の面で生じる様々な課題に関
する調査・研究・議論を行う「人口減少社会に適応した行政サービス
の提供のあり方研究会」を実施

○緊急性の高い課題や早期に実現可能な「人材確保・育成」、「マイナ
ンバーカードの普及」、「ICT技術の活用・共同導入」、「県と市町
の協働・連携」の4つのテーマについて、分科会を設置し、具体的な
議論・研究を開始

（「概ね達成」とした理由）
●市町との連携の推進について、スクラムミーティングを毎年１回以上
開催し県と市が共通する課題等について情報を共有し議論するなど、
自治体間の連携と課題解決に資する効果的な政策の立案や市町事業に
必要な国予算の活用につながる取組を実施している。

●県と市町の人事交流も毎年度実施し、県から市町への職員派遣、市町
から県への派遣職員双方に対して、年１回の連絡調整会議を毎年度実
施している。

●「人口減少社会に適応した行政サービスの提供のあり方研究会」につ
いても、緊急性の高い課題や早期に実現可能なテーマについて、具体
的な議論、研究を開始する等目標を達成しているが、令和2年度に
「県と市町の協働・連携分科会」を設置し、さらなる県と市町の連携
による行政サービスの向上や業務の効率化に向けた具体的な議論は途
についたばかりであるため。

《「人口減少社会に適応した
行政サービスの提供のあり方
研究会」の実施》
○県と市町が協働・連携する
ことによる「行政サービス
の維持・向上」と「業務の
効率化」を実現するため、
取組を継続

[個別項目]
28 市町との連携・補完・支
援
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番 号 12 所管部局 企画部、総務部、地域振興部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 隣県や九州各県、大都市圏との連携の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

隣県と連携・協力して行政
課題に対応するとともに、
九州知事会などへの積極的
な提案を通じて新たな政策
連携に取り組み、九州各県
との連携を進めます。また、
大都市圏と本県がお互いの
特徴を活かした連携を行う
ことにより、それぞれを取
り巻く社会環境に対し、補
完し合う関係を構築すると
ともに、本県の各施策の効
果的な促進を図ります。

【企画部】
《佐賀県と連携した事業の実施》
①県境周辺地域の振興

両県及び関係市町、関係団体が参画する「肥前窯業圏」活性化推進協
議会において、陶磁器を核とした情報発信や、観光客受入体制づくり、
文化ツーリズム促進等を展開

②国内外からの観光客誘客
○九州新幹線西九州ルートの開業を見据え、両県の観光担当部局及び観

光連盟が参画する「佐賀・長崎観光振興推進協議会」を設立し、両県
の魅力を紹介するフリーマガジン「SとN」の発行や、関西等での共
同プロモーションを実施するとともに、令和4年秋の「佐賀・長崎デ
スティネーションキャンペーン」を効果的に展開するため、両県統一
推進組織を設立

○中国や台湾等からの誘客に向けて、旅行展の共同出展や、商品造成の
ための旅行会社招聘等を実施

○明治150年を契機に、幕末から明治期における佐賀藩と長崎とのつな
がりや本県の役割等について広く発信するとともに、両県への誘客促
進を実施

③両県ドクターヘリの相互応援の実施
【運航実績：令和2年度】
・佐賀 → 長崎 58回 ・長崎 → 佐賀 2回

④都市部からの移住促進
東京及び福岡での合同移住相談会の開催

【企画部】

※平成27年8月に締結した
「地方創生に係る佐賀・長
崎連携協定」に基づき各種
事業に取り組んでいること
から、プランには掲載せず
に、両県における連携した
取組を継続

- 36 -

- 36 -



番 号 12 所管部局 企画部、総務部、地域振興部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 隣県や九州各県、大都市圏との連携の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
隣県と連携・協力して行政
課題に対応するとともに、
九州知事会などへの積極的
な提案を通じて新たな政策
連携に取り組み、九州各県
との連携を進めます。また、
大都市圏と本県がお互いの
特徴を活かした連携を行う
ことにより、それぞれを取
り巻く社会環境に対し、補
完し合う関係を構築すると
ともに、本県の各施策の効
果的な促進を図ります。

〔市町が主体となった取扱（県は協議会等に参加）〕
⑤伊万里湾周辺自治体等（松浦市、伊万里市及び各市観光協会）におけ

る地域資源を活用した地域活性化
西九州自動車道の延伸に伴い、松浦市・伊万里市の2市連携による観
光物産フェアの開催や、観光プロモーション等を実施

⑥諫早市と太良町における長崎街道を活用した地域活性化
長崎街道や多良岳等の地域資源を活用し、交流イベントや観光プログ
ラムの開発等を実施

《必要に応じた新たな政策連合の提案と既存の政策連合項目の進捗管理
（九州各県)》
○九州各県と広域的な連携を行った方がより効果的・効率的と思われる

分野を中心に、連携に関する具体的な検討を実施
・九州各県と連携して新たな政策連合項目を案出
・政策連合のうち、九州地方知事会議（令和元年度）において連携が

進んだ事例として報告があった主な項目及び新規政策連合項目
「産業廃棄物税の広域的導入に伴う政策効果の検証」
「博物館、資料館、美術館など教育文化施設の連携」
「RWC2019日本大会のレガシーを活用したスポーツ振興・地域活性化」

《九州知事会などへの積極的
な提案を通じた新たな政策連
携》
○九州各県と広域的な連携を

行った方がより効果的・効
率的と思われる分野を中心
に、連携に関する具体的な
検討を実施・取組中の政策
連合項目について、これま
で以上の成果が上げられる
よう、機会を捉えて、九州
各県との連携を推進

[個別項目]
27 多様な主体との連携・協

働を支える仕組みづくり
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番 号 １２ 所管部局 企画部、総務部、地域振興部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 隣県や九州各県、大都市圏との連携の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
隣県と連携・協力して行政
課題に対応するとともに、
九州知事会などへの積極的
な提案を通じて新たな政策
連携に取り組み、九州各県
との連携を進めます。また、
大都市圏と本県がお互いの
特徴を活かした連携を行う
ことにより、それぞれを取
り巻く社会環境に対し、補
完し合う関係を構築すると
ともに、本県の各施策の効
果的な促進を図ります。

【総務部】
《九州各県と相互人事交流を実施》
○九州各県との相互人事交流実績

【総務部】
《九州各県と相互人事交流を
実施》
○引き続き、各県との連携を

図るため、九州各県と相互
人事交流を実施

[個別項目]
27 多様な主体との連携・協

働を支える仕組みづくり

年度 実 績

H28
福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、
鹿児島県 各１名

H29
福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県
各１名

H30
福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県
各１名

R元
福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県
各１名

R2
福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県
各１名
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番 号 １２ 所管部局 企画部、総務部、地域振興部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 隣県や九州各県、大都市圏との連携の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
隣県と連携・協力して行政
課題に対応するとともに、
九州知事会などへの積極的
な提案を通じて新たな政策
連携に取り組み、九州各県
との連携を進めます。また、
大都市圏と本県がお互いの
特徴を活かした連携を行う
ことにより、それぞれを取
り巻く社会環境に対し、補
完し合う関係を構築すると
ともに、本県の各施策の効
果的な促進を図ります。

【地域振興部】
《九州人材ネットワークの登録者数》
◎目標（令和2年度） ：150人（九州・山口全体）

実績（令和2年度） ：146人（九州・山口全体）
※ 達成率 約97％

○ 地域（集落）の維持・活性化を図るために、九州・山口各県で活躍し
ている人材をリストアップし、外部アドバイザーとして各県に派遣し
あう制度（地域活性化人材ネットワーク）を構築（九州地域戦略会議
安心安全な暮らしづくりPTの取組、本県は幹事県）
・九州・山口全体で146人を登録（うち本県分25人）
・九州各県の会議等において、登録人材の積極的な活用の働きかけを

実施

○首都圏から多くの人材を九州・山口地域に誘致し、移住してもらうた
めの合同説明会を開催
H29年度～令和2年度
＜九州・山口・沖縄ＩＪＵフェア＞ 場所：東京都

日 程 参加者
H29年6月11日（日） 376人
H30年6月10日（日） 311人
R元 年6月16日（日） 363人
R3 年2月27日（土） 853人（オンライン）

【企画部】
《九州知事会などへの積極的
な提案を通じた新たな政策連
携》
○引き続き、九州各県に人材

の登録を促しながら、会議
や研修等での積極的な活用
に向けた働きかけを実施す
るなど、九州・山口各県と
連携しながら取組を推進

[個別項目]
27 多様な主体との連携・協

働を支える仕組みづくり
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番 号 １２ 所管部局 企画部、総務部、地域振興部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 隣県や九州各県、大都市圏との連携の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
隣県と連携・協力して行政
課題に対応するとともに、
九州知事会などへの積極的
な提案を通じて新たな政策
連携に取り組み、九州各県
との連携を進めます。また、
大都市圏と本県がお互いの
特徴を活かした連携を行う
ことにより、それぞれを取
り巻く社会環境に対し、補
完し合う関係を構築すると
ともに、本県の各施策の効
果的な促進を図ります。

《首都圏との連携構築数：５連携》
◎目標（令和2年度末）：5連携

実績（令和2年度末）：5連携

○秩父市（埼玉県）との連携による商談会等の実施
埼玉県秩父市の商工会議所や地元商店街連合会との連携を強化し、離
島産品の販路拡大を図るため、商店街イベントへの出店等を実施

（平成29年10月他、平成31年2月、令和2年2月）

○春日部市（埼玉県）におけるPR出店
平成30年度は、新たに埼玉県春日部市の商工会議所と連携し、離島
産品の知名度向上を図るため、商店街イベントへ出店（平成30年10
月）

○ジェットスターと連携した首都圏からの移住促進
機内誌に先輩移住者の記事を掲載するとともに、成田～長崎間を移住
関係で利用した方にバウチャーを提供（令和元年）

○産業交流施設SHIBUYA QWS（渋谷スクランブルスクエア㈱）と連
携し、地域の課題抽出と解決アイデアを生み出すワークショップを実
施（令和2年10月、12月）

○首都圏から多くの人材を九州・山口地域に誘致するため、神奈川県鎌
倉市の株式会社カヤックと連携した九州・沖縄・山口合同移住フェア
を開催（令和3年2月）

※九州各県をはじめとする他
県との連携については引き
続き全庁的な取組として推
進
第2期まち・ひと・しごと
創生総合戦略の中で、令和
2年度から関係人口の創
出・拡大に向けた取組を関
係部局とも連携しながら展
開しているところであり、
首都圏との連携についても
こうした取組の中で継続・
充実

- 40 -

- 40 -



番 号 １２ 所管部局 企画部、総務部、地域振興部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 隣県や九州各県、大都市圏との連携の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
隣県と連携・協力して行政
課題に対応するとともに、
九州知事会などへの積極的
な提案を通じて新たな政策
連携に取り組み、九州各県
との連携を進めます。また、
大都市圏と本県がお互いの
特徴を活かした連携を行う
ことにより、それぞれを取
り巻く社会環境に対し、補
完し合う関係を構築すると
ともに、本県の各施策の効
果的な促進を図ります。

（「概ね達成」とした理由）
●佐賀県との連携については、平成27年8月に締結した「地方創生に係る

佐賀・長崎連携協定」に基づき、両県の関係部局及び関係市町、民間団
体等が、県境周辺地域の振興、国内外からの観光誘客等に関する新たな
政策連携に、継続的に取り組むことができている。

●九州各県とは、福祉、文化振興、産業振興などの幅広い分野で、毎年、
人事交流を実施するとともに、九州地方知事会での取組等により、
様々な分野で広域的に連携した施策の推進が一定図られているが、九州
人材ネットワークについては登録者数が目標にはわずかに届かなかっ
たため、「概ね達成」と判断。

●首都圏との連携構築数は目標値を達成している。

- 41 -

- 41 -



番 号 １３ 所管部局 総務部、県民生活環境部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 新県庁舎の情報発信・交流・協働機能の活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

新県庁舎が備える情報発
信・交流・協働機能を最大
限活用するための運用方法
を検討し、本県の魅力や情
報を県内外に幅広く発信で
き、また、県民が気軽に利
用できる庁舎とします。

【総務部】
《情報発信・交流・協働機能の運用方法の整備》
○新庁舎の職員運用マニュアルを作成し、各種機能及び利用方法につい
て、説明会を実施
平成29年8月（運用）・11月（使い方）
平成30年4月（転入者向け）
令和元年度、令和２年度はポータルサイトでの周知を実施

○マニュアルの改訂
平成31年2月7日付、令和2年4月16日付でマニュアルを改訂し、庁
内ポータルサイトのファイル集に掲載

○情報発信ゾーンを整備したうえで、その機能を最大限活用するため、
県の施策や観光物産等を計画的に情報発信する運用体制を整備
・情報発信ゾーン年間実施計画の作成
・展示品の更新（平成30年度～令和2年度）
県産品・イベントエリア 22回
文化観光情報エリア 9回

【総務部】

※新庁舎の機能の利用促進等
は一定浸透したことから、
プランには掲載せずに、運
用マニュアルの周知・徹底
に努め、今後も検証・改善
等を行いながら取組を継続

※情報発信ゾーンの利用促進
については一定浸透し、継
続的な活用が図られている
ことから、プランには掲載
せずに、引き続き関係各課
等と調整して年間実施計画
を作成し、魅力的な情報発
信を実施
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番 号 １３ 所管部局 総務部、県民生活環境部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 新県庁舎の情報発信・交流・協働機能の活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
新県庁舎が備える情報発信
・交流・協働機能を最大限
活用するための運用方法を
検討し、本県の魅力や情報
を県内外に幅広く発信でき、
また、県民が気軽に利用で
きる庁舎とします。

【県民生活環境部】
《情報発信・交流・協働機能の運用方法の整備》
○地域課題の解決のために、県民の皆様に参画いただくための「協働エ
リア」を県庁舎の各フロアに設置し、運用方法の決定や周知を実施

＜１階協働エリアの利用状況＞

※R2.3～新型コロナウイルスの影響により、利用数減少
（利用停止期間あり）

（「達成」とした理由）
●目標としていた「本県の魅力や情報を県内外に幅広く発信でき、また、
県民が気軽に利用できる庁舎」の整備に向けた新庁舎の職員運用マ
ニュアルの作成・周知を行うことができたため。

●協働エリアの運用マニュアルを作成し、ホームページや研修会などを
通じて、NPO等への周知を実施したことにより、利用団体が増え、県
民が気軽に利用できる庁舎として浸透したため。

【県民生活環境部】

※運用方法は一定整備したこ
とから、プランには掲載せ
ずに、1階協働エリアの利
用について、引き続き、
ホームページや研修会など
を通じて、NPO等への周
知を実施

年度
H29
(1～3月)

H30 R元 R2

利用日数 29日 169日 167日 78日

利用団体 35団体 217団体 210団体 75団体

- 43 -

- 43 -



番 号 １４ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 達 成

個別項目 人材育成の考え方の「見える化」

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

事業・業務プロセスの見直
しと併せ、各職階に求めら
れる能力・役割を明確化し、
それを踏まえた体制づくり
と意識の向上を推進します。
また、人事異動方針やジョ
ブローテーションの明確化
を図ります。

【知事部局】
《各職階ごとに求められる能力・役割を明確化し、職員に対し明示》
○平成28年3月に策定した職員の人材育成方針「新・ながさき人材育成
プラン21」において、各職階ごとに「責任感・倫理」「業務遂行」
「知識・技術」「協調性」「人材育成」において求められる能力・役
割を明示

《班内係長に部下を持たせ、マネジメントをさせるなど、職階構成の見
直し》
○平成29年4月人事異動から、積極的に班内職員の指導、育成、業務マ
ネジメント等を担うことで、役職に応じた班長を補佐する役割を実践
できるような人事配置を実施

○平成30年4月人事異動において、係長等の早い段階で班長業務を担う
職を設け、職場内の運営や職員の指導育成の意識付けといったマネジ
メント経験の早期化を図るよう、主管課体制の見直しを試行

【知事部局】
《人材育成意識の浸透》
《人材育成支援情報の一元的
な発信》
○令和3年3月に改訂した職
員の人材育成方針「新・な
がさき人材育成プラン
21」においても、各職階
ごとに求められる能力・役
割を引き続き明示

○管理職の人材育成意識と職
員自らがキャリア形成を図
る意識を高めるため、ポー
タルサイトなどを活用した
情報発信、幹部職員からの
メッセージ発信など、継続
的な意識啓発を実施
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番 号 １４ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 達 成

個別項目 人材育成の考え方の「見える化」

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
事業・業務プロセスの見直
しと併せ、各職階に求めら
れる能力・役割を明確化し、
それを踏まえた体制づくり
と意識の向上を推進します。
また、人事異動方針やジョ
ブローテーションの明確化
を図ります。

《人事異動方針やジョブローテーションを明確化し、職員に対しその内
容を提示》
○職員が人事異動の考え方を理解し、一人ひとりが高いモチベーション
を持って日々の業務遂行に臨めるよう、平成29年4月人事異動から
「人事異動方針」を各所属長あて通知し、職員への周知を依頼すると
ともに、庁内ポータルサイトに掲示し、職員に対し提示

○各分野において中核となり得る人材を育成するため、平成28年度に
改訂した部局別人材育成プログラムを庁内ポータルサイトを利用し職
員に対し提示し、求められる能力の向上及びキャリア形成のための標
準的なジョブローテーションの考え方やスキーム図を見える化

○平成29年度から人事評価説明会において、部局別人材育成プログラ
ム等の人材育成と人事評価を一体的に運用することを示したイメージ
図を作成し、職員へ説明

《人材育成意識の浸透》
《人材育成支援情報の一元的
な発信》
○人事異動方針やジョブロー
テーションの周知を引き続
き徹底

○管理職の人材育成意識と職
員自らがキャリア形成を図
る意識を高めるため、ポー
タルサイトなどを活用した
情報発信、幹部職員からの
メッセージ発信など、継続
的な意識啓発を実施

[個別項目]
33 人材育成に関する情報発信
と自律的なキャリア形成
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番 号 １４ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 達 成

個別項目 人材育成の考え方の「見える化」

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
事業・業務プロセスの見直
しと併せ、各職階に求めら
れる能力・役割を明確化し、
それを踏まえた体制づくり
と意識の向上を推進します。
また、人事異動方針やジョ
ブローテーションの明確化
を図ります。

【教育庁】
《人事交流が人材育成の機会であるとの認識を醸成するとともに、適材
適所の人材配置》
○本県教育水準の向上を図るため、教職員配置の適正化を通して、活気
に満ちた特色ある学校づくりを推進

○小中学校間の人事異動の実施による小中学校の連携推進の一層の強化
○制度化された高等学校における通級指導教室を拡充するため、専門的
な知見を持った教員を配置し指導方法を伝承

《職階ごとに求められる能力・役割を明確化》
○小・中学校事務職員の職務等に関する全国調査の実施結果をもとに、
職階ごとに求められる能力・役割の素案の作成

○国や他県の標準職務一覧表等を参考に素案のブラッシュアップを実施
○職階ごとに求められる能力・役割を明確化した市町立小中学校事務職
員の標準的職務一覧表を作成

（「達成」とした理由）
＜知事部局＞
●職員の人材育成方針「新・ながさき人材育成プラン21」において、各
職階ごとに求められる能力・役割を明示しており、また、人事異動方
針において、人事異動やジョブローテーションの考え方、班内係長等
の役割の見直しについて職員に明示した上で、人事配置を行っている
ため。
＜教育庁＞
●適正な教職員配置を実施したため。
●高等学校において通級指導の担当教諭を配置したため。
●事務職員がより主体的・積極的に校務運営へ参画できるよう「市町立
小中学校事務職員の標準的職務一覧表」を作成し、求められる能力・
役割の明確化が図られたため。

【教育庁】
《人事交流が人材育成の機会
であるとの認識を醸成すると
ともに、適材適所の人材配
置》
〇引き続き、教職員配置の適
正化を通して、活気に満ち
た特色ある学校づくりを推
進するとともに、より効果
的・効率的な人事配置がで
きるよう所属長からの綿密
な聞き取りを実施

[個別項目]
33 人材育成に関する情報発
信と自律的なキャリア形
成

※職階ごとに求められる能
力・役割の明確化について
は、「市町立小中学校事務
職員の標準的職務一覧表」
を作成したことから、プラ
ンには掲載せずに、今後は
作成した標準的職務一覧表
を活用した取組を実施
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番 号 １５ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 達 成

個別項目 核となる人材育成スキームの構築

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

各分野において中核となり
得る人材を育成するため、
部局別人材育成プログラム
を改訂するなど、育成方針
等の明確化を図ります。

【知事部局】
《各分野における中核人材の育成に向けた方策を盛り込む等、部局別人
材育成プログラムの内容を充実させる》
○将来的に各分野における中核となり得る人材を育成するため、平成

28年度に部局別人材育成プログラムの見直しを実施

○部局別に求める人材像や育成方針（キャリア形成の考え方、ジョブ
ローテーション、研修体系）を記載するとともに、スキーム図を作成

《部局別人材育成プログラムに部門別育成方針や人事異動方針を明記し、
職員に対しその内容を提示（見える化）する》
○平成28年度に改訂した部局別人材育成プログラムにおいて、分野や

職種ごとの人事異動方針やジョブローテーションの考え方を記載する
とともに、スキーム図を作成することで、職員に対し見える化を図っ
り、プログラムやスキーム図はポータルサイトに掲示し、職員に対し
提示

○平成29年度から人事評価説明会において、部局別人材育成プログラ
ム等の人材育成と人事評価を一体的に運用することを示したイメージ
図を作成し、職員に説明

【知事部局】
《分野別の人材育成プログラ
ムの充実》
○部局別人材育成プログラムに

より育成を図っているが、必
要な分野別の人材育成プログ
ラムに見直しを行うなど、さ
らなる充実を図ることにより
中核となりうる人材を育成

[個別項目]
31 核となる職員の育成

《分野別の人材育成プログラ
ムの充実》
《専門性向上等に向けた在職
期間の長期化》
○引き続き、人事異動方針や

ジョブローテーションの周知
を徹底するとともに、ジョブ
ローテーションの考え方や職
員の意向などを踏まえつつ、
在職期間の長期化なども行い
ながら、中核となり得る人材
を育成

[個別項目]
31 核となる職員の育成
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番 号 １５ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 達 成

個別項目 核となる人材育成スキームの構築

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
各分野において中核となり
得る人材を育成するため、
部局別人材育成プログラム
を改訂するなど、育成方針
等の明確化を図ります。

【教育庁】
《職階ごとに求められる能力・役割に対応した研修体系の策定》
○キャリアステージに応じた人材育成プログラムを構築し、基礎的業務

の定着と専門性の向上を図る研修を実施するために、平成30年3月に
新たな事務職員の研修体系を策定

《経験年数や職務内容に求められる専門事項や教育課題を踏まえた研修
の充実と改善》
○「長崎県教員等としての資質向上に関する指標」及び「長崎県教職員

研修計画」に基づき、教職員のキャリアステージに応じた体系的な研
修を実施

令和元年度実績：120講座、受講者5,391人
令和２年度実績： 93講座、受講者3,977人

○学校運営の中核として活躍できるミドルリーダー育成のための研修を
実施

令和元年度実績：３回実施、受講者113人
令和２年度実績：３回実施、受講者 59人（うち、1回は代替研修）

○女性のキャリアアップに対する不安を払拭し、今後の活躍に向けた意
欲の更なる向上を図るため、女性教職員のキャリアアップ研修等を実
施

令和元年度実績：2回実施、受講者109人
令和２年度実績：3回実施、受講者 16人

（「達成」とした理由）
＜知事部局＞
●人事異動方針や見直しを行った部局別人材育成プログラムについて、

庁内ポータルサイトを利用して人事異動やジョブローテーションの考
え方を職員に対して継続して提示しているため。

【教育庁】

※平成29年度に事務職員の
新たな研修体系を策定した
ことから、プランには掲載
せずに取組を終了

《経験年数や職務内容に求め
られる専門事項や教育課題を
踏まえた研修の充実と改善》
○引き続き、各キャリアス

テージにおける指標を踏ま
えた効果的な研修を実施

[個別項目]
31 核となる職員の育成
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番 号 １５ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 達 成

個別項目 核となる人材育成スキームの構築

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
各分野において中核となり
得る人材を育成するため、
部局別人材育成プログラム
を改訂するなど、育成方針
等の明確化を図ります。

＜教育庁＞
●平成30年3月に新たな事務職員の研修体系を策定し、その研修体系に

基づいた研修の実施ができているため。
●年間研修計画に位置付け、目的の達成に向けた研修実施と受講者の確

保に努めることができたため。
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番 号 １６ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 概ね達成

個別項目 職員研修の見直し・専門能力の向上

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

現在の職員研修を見直し、
人材育成プランや部局別人
材育成プログラム、人事評
価等と連動した効果の高い
職員研修を実施します。

【知事部局】
《人材育成プラン、部局別人材育成プログラム、人事評価と連動した研
修体系の見直し》
○人事評価（能力評価）結果を踏まえて、研修を選択・受講できるよう、

能力評価結果に対応した形で希望制研修を実施
・人事評価（能力評価）の個別結果に対応する形で研修体系を明確化
・各所属長は、評価結果や面談を踏まえ、職員が受講するべき研修を

助言

《職階ごとに求められる能力・役割に対応し、ジェネラリストやスペ
シャリストの効果的育成を見据えた研修体系の構築》
○各職階の指名研修において、階層ごとに求められる能力に応じた研修

を実施
＜研修内容＞
・マネジメントの向上
・ミーティングの活用

→各職階の指名研修で、ミーティングでの役割発揮の仕方を提示等

○行財政革推進プランの取組イメージの６つの段階に応じた研修体系を
明示
・課題設定・現状分析能力及び適確な企画提案能力の向上を目的とし

た研修科目を充実・強化し、各職階の指名研修で体系的・段階的に
実施

【知事部局】
《課題と目標、役割を共有し
てスタートする仕事の進め方
の浸透》
《褒める文化、失敗を生かす
文化の醸成》
○新たな時代に挑戦し、成果

を追求する職員を育成する
ため、コーチングスキルの
向上等に繋がる研修を実施

○若いうちからマネジメント
意識の浸透を図る研修のほ
か、部下の育成スキルの強
化に繋がる実践的な演習を
取り入れるなど、職階に応
じた計画的な研修の実施

[個別項目]
２ 挑戦し成果を追求する職員

の育成

《デジタル人材の育成》
○施策と庁内業務の両面から

デジタル改革を加速度的に
進めるため、職員に求めら
れるデジタル的発想や必要
なスキルを見える化し、そ
の能力開発を図るための職
員研修を実施

[個別項目]
32 デジタル改革と職員の能

力開発
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番 号 １６ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 概ね達成

個別項目 職員研修の見直し・専門能力の向上

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】

現在の職員研修を見直し、
人材育成プランや部局別人
材育成プログラム、人事評
価等と連動した効果の高い
職員研修を実施します。

《多様な人材の活躍推進》
○女性職員が多種多様な

フィールドにおいて、それ
ぞれの能力を最大限に発揮
して活躍できるよう、出
産・子育て期の早い段階か
ら計画的なキャリア形成に
努め、意識醸成のための研
修を実施

○会計年度任用職員の人材育
成に向けて、すべての会計
年度任用職員に対し、新規
採用職員が受講する基礎知
識等の研修を受講させると
ともに、各担当分野・業務
に応じた能力開発を図るた
め、各部局における研修実
施を奨励

[個別項目]
35 多様な人材の確保・活躍

推進
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番 号 １６ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 概ね達成

個別項目 職員研修の見直し・専門能力の向上

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】

現在の職員研修を見直し、
人材育成プランや部局別人
材育成プログラム、人事評
価等と連動した効果の高い
職員研修を実施します。

【教育庁】
《職階ごとに求められる能力・役割に対応した研修要綱の策定・実施：
研修を受講した充実度 （令和２年度：９０％）》
○事務職員の職階ごとに求められる能力・役割に対応し、マネジメント

力を強化するため、新たな事務職員の研修体系を策定し、その体系に
基づき研修を実施
研修受講の充実度（受講者アンケートによる満足度）

・令和元年度：98.6％
・令和２年度：98.8％

《人事評価結果を踏まえた研修を実施し、効果的な専門能力の向上を図
る》
○ 「長崎県教員等としての資質向上に関する指標」及び「長崎県教職員

研修計画」に基づき、教職員のキャリアステージに応じた体系的な研
修を実施

令和元年度実績：120講座、受講者5,391人
令和２年度実績： 93講座、受講者3,977人

○ 学校運営の中核として活躍できるミドルリーダー育成のための研修を
実施

令和元年度実績：3回実施、受講者113人
令和２年度実績：3回実施、受講者 59人（うち、1回は代替研修）

○ 女性のキャリアアップに対する不安を払拭し、今後の活躍に向けた意
欲の更なる向上を図るため、女性教職員のキャリアアップ研修等を実
施

令和元年度実績：2回実施、受講者109人
令和２年度実績：3回実施、受講者 16人

【教育庁】

※平成29年度に新たに策定
した事務職員の研修体系に
基づいた研修を実施してい
ることから、プランには掲
載せずに、今後も検証・改
善を行いながら取組を継続

《人事評価結果を踏まえた研
修を実施し、効果的な専門能
力の向上を図る》
○引き続き、各キャリアス

テージにおける指標を踏ま
えた効果的な研修を実施
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番 号 １６ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 概ね達成

個別項目 職員研修の見直し・専門能力の向上

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】

現在の職員研修を見直し、
人材育成プランや部局別人
材育成プログラム、人事評
価等と連動した効果の高い
職員研修を実施します。

○ 特別支援学級担任及び通級指導教室担当者の指導力向上のための研修
の充実
令和元年度実績：７回実施、受講者518人
令和２年度実績：３回実施、受講者531人

○「教育長と語る会」の開催
教育改革や教員の資質向上をはじめとして、現在抱えている教育の課
題について、教育長と学校で中心的に活躍している教員が直接懇談

○指導改善研修の実施
知識、技術、指導方法その他教員として求められる資質及び能力に課
題があるため、日常的に児童生徒への指導を行わせることが適当でな
い教諭等に対し、指導力改善のための研修を実施

（「概ね達成」とした理由）
＜知事部局＞
●令和元年度までは、人材育成プラン、部局別人材育成プログラム、人

事評価等と連動した研修を実施していたが、令和2年度においては、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、複数の職員研修の中止
や部局別人材育成プログラムに伴う研修等の未実施が多くあったため、
「概ね達成」と判断。

＜教育庁＞
●平成30年3月に新たな事務職員の研修体系を策定し、その研修体系に

基づいた研修を受講した充実度（受講者アンケートによる満足度）が
数値目標として設定した90％を達成。

●各種研修において職務内容に求められる研修を実施し目的を達成。

○引き続き、「教育長と語る
会」を毎年開催し、教員が
教育長と直接懇談すること
により、相互理解を深化

[個別項目]
31 核となる職員の育成
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番 号 １６ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 概ね達成

個別項目 職員研修の見直し・専門能力の向上

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】

現在の職員研修を見直し、
人材育成プランや部局別人
材育成プログラム、人事評
価等と連動した効果の高い
職員研修を実施します。

＜教育庁＞
●特別支援学校担任及び通級による指導担当者研修講座のテキストを改

訂し、研修講座の充実を図ることができた。
●「教育長と語る会」を毎年度開催し、教員が教育長と直接懇談する

ことにより、相互理解を深めることができた。
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番 号 １７ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 概ね達成

個別項目 人事評価の人材育成等への有効活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

人事評価制度を全ての職員
に導入し、人材育成や給与
への反映・活用を図ります。
また、人事・任用・分限等
への有効活用を図ります。

【知事部局】
《人事評価制度を、定期的な面談や評価結果のフィードバックにより、
職員の人材育成に活用する》
○毎年度、説明会や実施通知等において周知徹底を図り、各職場で定期

的な面談や評価結果のフィードバックの実施

《評価結果の給与への反映・活用を行う》
○平成28年度から、人事評価の結果について、給与への反映・活用の

あり方を検討した結果、平成30年度の人事評価結果から昇給及び勤
勉手当への反映を実施

《評価結果を昇任等の任用や分限等へ活用し、その手法を明確化する》
○人事評価結果について、任用や分限等への活用のあり方を検討

【知事部局】
《人事評価結果の給与への反
映及び活用》
《職場におけるコミュニケー
ションの充実》
○引き続き、説明会等を通し、

定期的な面談や評価結果の
フィードバックの実施を周
知徹底するとともに、より
効果的な手法等を検討

○上司に対して、コミュニ
ケーションの質を向上させ
るための取組を推進

○能力・実績に基づく人事管
理の徹底により、職員の人
材育成及びモチベーション
の向上を図り、組織の活性
化及び公務能率の向上につ
なげるため、全ての人事評
価結果に応じた給与反映を
推進

○人事評価結果の任用や分限
等への活用に向けても引き
続き検討

[個別項目]
2 挑戦し成果を追求する職員

の育成
34 人材育成の観点からの職

員が働きやすい活力ある
職場づくり
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番 号 １７ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 概ね達成

個別項目 人事評価の人材育成等への有効活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
人事評価制度を全ての職員
に導入し、人材育成や給与
への反映・活用を図ります。
また、人事・任用・分限等
への有効活用を図ります。

【教育庁】
《評価結果を活用した管理職員への登用及びミドルリーダー職員（主任
等）の任用・育成を推進する》

○職務を遂行した実績並びにその職務の遂行上見られた能力及び意欲・
姿勢について、適正に評価を実施

○平成28年4月から、評価者が当初面談において教職員の前年度の目標
管理への取組状況や勤務評価の結果等を踏まえて総合的に指導・助言
を行うとともに、中間面談において自己目標の進捗状況や勤務評価に
おける評価項目に基づいた指導・助言を実施

（「概ね達成」とした理由）
＜知事部局＞
●人事評価制度を全ての職員に導入し、職員の人材育成、給与、任用等

に活用することとしたが、引き続き、全ての人事評価結果の給与への
反映を進めるなど、能力・実績に基づく人事管理をさらに進めていく
必要があるため、「概ね達成」と判断。

＜教育庁＞
●人事評価の効果的な活用および人事評価にかかる管理職の能力向上を

図ることができた。
●評価者による目標管理への取組状況や面談が定着した。

【教育庁】
《評価結果を活用した管理職
員への登用及びミドルリー
ダー職員（主任等）の任用・
育成を推進》
○人材育成に向けた人事評価

の活用は浸透しており、
引き続き、評価結果を活用
し、学校の運営を担う教職
員を育成・主任等へ任用す
るとともに、教職員の自主
的な能力開発を促進

[個別項目]
2 挑戦し成果を追求する職員

の育成
34 人材育成の観点からの職

員が働きやすい活力ある
職場づくり
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番 号 １８ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 達 成

個別項目 効果的なＯＪＴによる組織力向上

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

組織目標を所属内で共有す
るための定期的なミーティ
ングを推進します。また、
キャリア目標を設定し、人
事評価における面談等を活
用したフォローアップを充
実させるとともに、職員の
自己啓発意欲を醸成します。

【知事部局】
《班単位、課単位、部単位など定期的なミーティングを実施》
○班、課、部レベルごとの定期的なミーティングを通じ、所属における

課題、業務の進捗状況等を共有し、効率的・効果的な業務遂行及び改
善・指導等を実施

《人材育成に向けたフォローアップを推進するため人事評価の面談にお
ける評価者用のマニュアルを作成し、内容を充実させる》
○人事評価の面談における評価者用のマニュアルを作成し、説明会等で

周知

○平成29年9月に評価者用の面談時チェックリストを作成し、活用を
通知

【知事部局】
《職場におけるコミュニケー
ションの充実》
○効果的なＯＪＴに向けたコ

ミュニケーションの充実の
ために、引き続き、班、課、
部単位などでの定期的な
ミーティングを実施

○人材育成に向けたフォロー
アップを推進するため、人
事評価の面談における評価
者用のマニュアル内容をさ
らに充実

[個別項目]
34 人材育成の観点からの職

員が働きやすい活力ある
職場づくり
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番 号 １８ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 達 成

個別項目 効果的なＯＪＴによる組織力向上

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
組織目標を所属内で共有す
るための定期的なミーティ
ングを推進します。また、
キャリア目標を設定し、人
事評価における面談等を活
用したフォローアップを充
実させるとともに、職員の
自己啓発意欲を醸成します。

《節目の年齢階層ごとに個人のキャリア目標を設定させる》
○平成28年度：キャリア目標の試行実施
○平成29年度：キャリア目標の本格実施

《エンゲージメントに関する
意識調査の実施》
○職員が自らのキャリアビ

ジョンと組織の目標を一致
させながら主体的に仕事や
組織に貢献する意欲や姿勢
を表すエンゲージメントに
ついて調査を実施し、その
結果を人事管理や人材育成
施策の改善に活用するなど、
エンゲージメントの向上を
推進

○キャリア目標制度の趣旨等
及び面談における適切な指
導・助言の実施について、
引き続き、周知を徹底

○職員が将来のキャリアプラ
ンをイメージできるよう支
援するとともに、主体的に
キャリアアップを図るよう、
学べる環境を整備し、自主
学習を支援

[個別項目]
34 人材育成の観点からの職

員が働きやすい活力ある
職場づくり
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番 号 １８ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 達 成

個別項目 効果的なＯＪＴによる組織力向上

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
組織目標を所属内で共有す
るための定期的なミーティ
ングを推進します。また、
キャリア目標を設定し、人
事評価における面談等を活
用したフォローアップを充
実させるとともに、職員の
自己啓発意欲を醸成します。

【教育庁】
《ＯＪＴに対する理解を高める》
○事務職員の資質能力は、主として日常の業務を通じて培われることか

ら、OJTの推進を実施
○本庁、地方機関、県立学校及び小・中学校等各種の職場において、採

用２年目の教育事務職員を対象として、総合的な人材育成の観点から
OJTを実施

H28：30名 H29：35名 H30：31名 R 元 ：34名
R2 ：34名

《自己目標における「数値指標」や「具体的な根拠設定」を徹底する》
○教職員は、年度当初に校長が示した学校経営方針や学校努力目標等を

踏まえて、自己目標や自己目標達成のための具体的方策を設定
その際、自己目標や具体的方策には、可能な限り数値指標を入れるよ
う、「人事評価制度の手引き」（一般教職員用）に明記しており、こ
のことについて各所属において従前から指導

【教育庁】
《ＯＪＴに対する理解を高め
る》
○引き続き、効果的なOJTの

推進や校種間等交流研修を
実施

[個別項目]
34 人材育成の観点からの職

員が働きやすい活力ある
職場づくり

《自己目標における「数値指
標」や「具体的な根拠設定」
を徹底する》
○引き続き、自己目標の「数

値指標」や「具体的な根拠
設定」について「人事評価
制度の手引き」に基づき指
導

[個別項目]
34 人材育成の観点からの職

員が働きやすい活力ある
職場づくり
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番 号 １８ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 達 成

個別項目 効果的なＯＪＴによる組織力向上

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
組織目標を所属内で共有す
るための定期的なミーティ
ングを推進します。また、
キャリア目標を設定し、人
事評価における面談等を活
用したフォローアップを充
実させるとともに、職員の
自己啓発意欲を醸成します。

《資質向上を目指し、目標達成を図るための面談内容を充実させる》
○平成２８年４月から、評価者が当初面談において教職員の前年度の目

標管理への取組状況や勤務評価の結果等を踏まえて総合的に指導・助
言を行うとともに、中間面談において自己目標の進捗状況や勤務評価
における評価項目に基づいた指導・助言を実施

（「達成」とした理由）
＜知事部局＞
●様々な単位で定期的なミーティングを実施し、効率的・効果的な業務

遂行が図られ、人事評価では、評価者用のマニュアルやチェックリス
トを作成し活用を図っているため。

●平成29年度に本格導入したキャリア目標制度は、対象職員全員がこ
れまでの経験や強み等を踏まえ、今後目指すべき姿をキャリア目標と
して設定しており、職員の自己啓発意欲の醸成に寄与しているため。

＜教育庁＞
●本庁、地方機関、県立学校及び小・中学校等各種の職場において、そ

れぞれの職場に応じたOJTの実施や校種間等研修交流を通じて、自己
啓発意欲の醸成が図られたため。

●自己目標の具体的方策を設定する際、「人事評価制度の手引き」に基
づき「数値指標」や「具体的な根拠設定」を入れるよう、各所属にお
いて指導を行い定着したため。

●評価者による面談の実施について定着したため。

《資質向上を目指し、目標達
成を図るための面談内容を充
実させる》
○引き続き、「人事評価制度

の手引き」に基づき、面談
における適切な指導・助言
を実施

[個別項目]
34 人材育成の観点からの職

員が働きやすい活力ある
職場づくり
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番 号 １９ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 達 成

個別項目 職員が働きやすい活力ある職場環境づくり

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

職場内のコミュニケーション
の活性化などによりメンタル
ヘルス対策やハラスメント対
策を一層推進します。
また、県民の信頼を継続して
得ていくため、コンプライア
ンス意識のさらなる徹底を図
ります。

【知事部局】
《精神科（心療内科）医師及び公認心理士によるストレス相談 月6回》
○職員や職場からの相談に適切に対応できるよう、原則、毎月第２及び

第4木曜日に心療内科医師、毎月第1月曜日に精神科医師、毎月第1、
第3、第5木曜日または第4月曜日に公認心理士により、毎月、計6回
（4月は月5回）の職員のストレス相談を実施

《労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施》
○7月に職員のストレスチェックを実施し、9月上旬に結果を職員に通

知。また、職場環境改善に資するため、集団分析を実施し、10月下
旬に職場に結果を通知

【知事部局】
《メンタルヘルス・ハラスメ
ント対策の推進》
○職員が働きやすい職場環境

づくりのため取組を継続す
ることとし、職員のこころ
の健康の維持と回復を推進

○ストレスチェックの集団分
析結果を活用した職場環境
改善の取組を推進

[個別項目]
26 職員が働きやすい活力あ

る職場づくり

＊相談実施状況 H28 H29 H30 R元 R2

心療内科医師 24 24 24 24 24

精神科医師 12 12 12 12 12

公認心理士 34 34 34 35 35 (回/年)

H28 H29 H30 R 元 R2

受検者数 4,469 4,691 4,630 4,608 4,863

集団分析

職場数
139 196 197 191 201
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番 号 １９ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 達 成

個別項目 職員が働きやすい活力ある職場環境づくり

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
職場内のコミュニケーション
の活性化などによりメンタル
ヘルス対策やハラスメント対
策を一層推進します。
また、県民の信頼を継続して
得ていくため、コンプライア
ンス意識のさらなる徹底を図
ります。

《職員元気回復事業（スポーツ・レクリエーション育成事業）の実施》
○職員の元気回復、健康増進及び職場のコミュニケーションを図るため、

スポーツ・レクリエーションを実施

※R2は新型コロナウイルス感染拡大防止のため縮小

《メンタル疾患発生の一次予防の強化のため関係所属との連携体制を構
築する》
○労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施するとともに、メン

タル疾患の未然防止に繋げるため、当該ストレスチェックの集団分析
結果、時間外勤務の実績、管理職アンケートの結果等を組み合わせた
分析を行い、職場環境の改善に向けた所属ヒアリングを実施

《職場におけるコミュニケー
ションの充実》
○職員の元気回復、健康増進

及び職場のコミュニケー
ションを図るため、引き続
きスポーツ・レクリエー
ションを実施

[個別項目]
26 職員が働きやすい活力あ

る職場づくり

《メンタルヘルス・ハラスメ
ント対策の推進》
○引き続き、ストレスチェッ

ク集団分析結果や管理職ア
ンケート等を活用したメン
タル疾患の未然防止策を実
施

[個別項目]
26 職員が働きやすい活力あ

る職場づくり

参加実績 球技大会 レクリエーション

H28 延べ 2,227名 延べ 3,459名

H29 延べ 2,486名 延べ 3,399名

H30 延べ 1,954名 延べ 3,254名

R元 延べ 1,756名 延べ 2,851名

R2 延べ 93名 延べ 401名
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番 号 １９ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 達 成

個別項目 職員が働きやすい活力ある職場環境づくり

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
職場内のコミュニケーショ
ンの活性化などによりメン
タルヘルス対策やハラスメ
ント対策を一層推進します。
また、県民の信頼を継続し
て得ていくため、コンプラ
イアンス意識のさらなる徹
底を図ります。

《コミュニケーションづくりのための定期的なミーティングの実施》
○管理職員に対する「活気あふれる職場づくりのためのチェックシー

ト」による意識啓発を毎年度実施するとともに、各所属における朝礼
やミーティングの励行を実施

《公務員に求められる倫理と規律を再確認するための職階に応じた研修
の実施》
○階層別研修における公務員倫理研修を実施するとともに、全職員（他

機関への派遣職員を除く。）を対象にコンプライアンスチェックシー
ト及びコンプライアンスに係る職場内ミーティングを実施
（平成28年度から令和2年度まで毎年度実施）

職場内ミーティングのテーマ
H28：職場におけるコミュニケーションの向上について
H29：飲酒運転の再発防止策について

パワー・ハラスメントの防止について
H30：職員としての行動・対応について
R元 ：職場でのハラスメントについて
R2 ：内部統制について

《職場におけるコミュニケー
ションの充実》
○引き続き、管理職員に対す

る「活気あふれる職場づく
りのためのチェックシー
ト」による意識啓発ととも
に、各所属における朝礼や
ミーティングの励行を実施

[個別項目]
26 職員が働きやすい活力あ

る職場づくり

《コンプライアンス意識のさ
らなる徹底》
○引き続き、階層別研修にお

ける公務員倫理研修を実施
するとともに、コンプライ
アンスチェックシートの活
用や、コンプライアンスに
係る職場内ミーティングに
よる各職員に対する意識啓
発を実施

[個別項目]
26 職員が働きやすい活力あ

る職場づくり
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番 号 １９ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 達 成

個別項目 職員が働きやすい活力ある職場環境づくり

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
職場内のコミュニケーショ
ンの活性化などによりメン
タルヘルス対策やハラスメ
ント対策を一層推進します。
また、県民の信頼を継続し
て得ていくため、コンプラ
イアンス意識のさらなる徹
底を図ります。

【教育庁】
《全ての県立学校及び教育庁等におけるストレスチェックの実施》
○メンタルヘルス不調の未然防止等を目的として、全ての県立学校及び

教育庁等においてストレスチェックを実施
平成28年度：受検者数4,133名（受検率87.2%）
平成29年度：受検者数4,027名（受検率83.1%）
平成30年度：受検者数4,355名（受検率92.7%）
令和元年度： 受検者数4,382名（受検率94.1%）
令和 2年度： 受検者数4,399名（受検率94.9%）

○職員自身による結果等の確認、医師等による検査結果の判定及び高ス
トレス者への面談指導（希望者）により職員のストレス不調の未然防
止の推進

○働きやすい職場環境づくりを推進するため、令和元年度から所属長が
職員に対して、職場ごとの集団分析結果についての説明を義務化

【教育庁】
《全ての県立学校及び教育庁
等におけるストレスチェック
の実施》
○全ての県立学校及び教育庁

等におけるストレスチェッ
クを引き続き実施

○職員自身による結果等の確
認、医師などによる検査結
果の判定、高ストレス者へ
の面談指導（希望者）によ
り、職員自らのストレスへ
の気付きを促すとともに、
集団分析結果を職場内で共
有することにより、風通し
の良い職場づくりを推進

[個別項目]
26 職員が働きやすい活力あ

る職場づくり

- 64 -

- 64 -



番 号 １９ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 達 成

個別項目 職員が働きやすい活力ある職場環境づくり

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
職場内のコミュニケーショ
ンの活性化などによりメン
タルヘルス対策やハラスメ
ント対策を一層推進します。
また、県民の信頼を継続し
て得ていくため、コンプラ
イアンス意識のさらなる徹
底を図ります。

《ハラスメントの防止等に関する要綱等を踏まえて、職員会議や校内研
修等の充実を通して、人権やハラスメントの正しい理解の推進と「ハラ
スメントは絶対に許さない」という意識の徹底》
○令和２年６月に「ハラスメントの防止等に関する要綱等の一部改正に

ついて」を各市町教育委員会及び県立学校に文書で通知し、方針の明
確化及びその周知・啓発、相談や対応の適切かつ迅速な体制の確立、
校内研修の充実など、あらゆるハラスメントの防止に向けた適切な対
応を依頼

○校長会等においてハラスメント防止に係る講話及び研修を実施すると
ともに、県立学校においては、各校ごとにハラスメント相談員を男女
各１名ずつ選出

（「達成」とした理由）
＜知事部局＞
●予定されていた取組について、コロナの影響で一部縮小したものも

あったが、毎年度確実に実施できた。また、ストレスチェックの集団
分析結果等をもとに所属ヒアリングを実施するなど、関係所属との連
携体制を構築したため。

＜教育庁＞
●毎年度全ての県立学校及び教育庁等においてストレスチェックを実施

し、受検率については平成28年度から令和2年度の5年間において
7.7%上昇したため。

●令和２年度にハラスメント防止について関係機関に周知・徹底を行っ
たため。

《ハラスメントの防止等に関
する要綱等を踏まえて、職員
会議や校内研修等の充実を通
して、人権やハラスメントの
正しい理解の推進と「ハラス
メントは絶対に許さない」と
いう意識の徹底》
○引き続き、ハラスメント防

止について周知を徹底

[個別項目]
26 職員が働きやすい活力あ

る職場づくり

- 65 -

- 65 -



番 号 ２０ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 多様な人材の確保・育成

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

多様な人材の確保に向け、
新たな採用手法の導入を検
討するとともに、海外派遣
や語学研修の目的や研修後
の活用方針を明確化し、効
果的な実施を図ります。ま
た、民間等との交流を一層
推進します。

《さらなる効率的・効果的な業務遂行に向けた人材確保の観点から新た
な採用手法の導入検討・実施》
○平成28年度には採用試験や面接のあり方など、より効果的な採用手

法について、面接時間の増加や大学卒業程度試験の大阪会場開催など
を実施

○平成30年度には行政（特別枠）試験において、令和元年度には民間
企業等職務経験者枠・海外活動等職務経験者枠試験において、企業で
広く利用されている試験方法（ＳＰＩ試験等）を導入

《海外派遣・語学派遣の目的や研修後の活用方針の職員への提示》
○海外派遣や語学派遣において、派遣の目的や研修後の活用方針を明示

し、モチベーション等を向上

《採用手法の見直し》
《採用区分等の見直し検討》
○引き続き、採用試験や面接

のあり方など、より効果的
な採用手法について、他県
や民間の事例等を踏まえ検
討し、改善を実施

○引き続き、今後の県の組織
のあり方に応じた職種区分
や職務内容の点検を行い、
必要な見直しを実施

[個別項目]
35 多様な人材の確保・活躍

推進

《グローバル人材の育成》
○引き続き、海外派遣や語学

派遣において派遣の目的や
研修後の活用方針を明示し、
モチベーション等を向上

○引き続き、職員の語学力向
上に向けた取組を実施

[個別項目]
31 核となる職員の育成
35 多様な人材の確保・活躍

推進

- 66 -

- 66 -



番 号 ２０ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 多様な人材の確保・育成

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
多様な人材の確保に向け、
新たな採用手法の導入を検
討するとともに、海外派遣
や語学研修の目的や研修後
の活用方針を明確化し、効
果的な実施を図ります。ま
た、民間等との交流を一層
推進します。

《職員の短期民間企業派遣の実施》
○民間企業の工夫ある取組等を実体験し、事業等の質の向上を図ること

を目的とした短期民間企業派遣を実施

〈短期民間企業派遣〉
平成２８年度実績： 4名派遣
平成２９年度実績：18名派遣
平成３０年度実績：58名派遣
令和元年度実績 ：49名派遣
※令和２年度は新型コロナウイルスの影響で実施見送り

○ 令和元年度に、新たに経済６青年団体と県の幹部職員による意見交換
を実施
・第１回 令和元年8月23日（金）

テーマ「若者の地元定着」
参加者：6団体16名、県14名（計30名）

・第２回 令和2年1月23日（木）
テーマ「様々な連携による新しい価値の創造」
参加者：6団体17名、県16名（計33名）

※令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施

（「概ね達成」とした理由）
●新たな試験方法を導入するとともに、人材育成方針に基づいて海外派

遣・語学派遣を効果的に実施したため。また、令和2年度は新型コロ
ナウイルス感染症の影響で実施見送りとなったものの、短期民間企業
派遣を拡充することなどにより、民間等との交流促進を図ることがで
きたため。

《職員の短期民間企業派遣の
実施》
○より多くの職員に民間企業

の工夫ある取組等を実体験
させるため、引き続き短期
民間企業派遣を実施

[個別項目]
30 職員のネットワーク力強

化
31 核となる職員の育成

○現場主義に基づき、関係者
とビジョンを共有しながら
実現していく職員を育成す
るため、県庁外のネットワ
－ク力の向上につながる研
修等を強化することにより、
民間企業等との連携が進み
やすい環境づくりを推進

[個別項目]
27 多様な主体との連携・協

働を支える仕組みづくり
30 職員のネットワーク力強

化

- 67 -

- 67 -



番 号 ２１ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 一部未達成

個別項目 さらなる女性登用に向けた人材育成

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

採用後からの計画的キャリ
ア形成による意識向上を図
るとともに、将来の登用に
つながるよう幅広い職場へ
の人事配置を推進します。

【知事部局】
《管理職に占める女性の割合》
◎目標（令和２年度）：14.0％

実績（令和２年度）：13.4％
○若手女性職員をできる限り本庁に配置して多様な経験を積ませるなど、

計画的なキャリア形成を実施
○意欲ある女性職員を国や他県、県内市町などの外部研修へ積極的に派

遣し、キャリアアップを支援
・国等への出向・派遣状況

H28：11名 H29：11名 H30： 8名
R元： 8名 R 2 ： 9名

○女性向け研修会の実施（平成29年～令和元年開催）
※令和２年度は新型コロナウイルスの影響で実施見送り

○希望降任制度の導入（平成29年12月施行）
○意欲と能力のある女性職員を本庁課長補佐や係長ポストに積極的に登

用し、将来指導的地位に成長していく人材の育成・確保を図るととも
に、女性職員の管理職への登用を推進
・係長ポスト以上の女性役職者の割合

H29.4：15.6％、H30.4：16.3％
H31.4：16.7％、R ２.4：18.0％
R  3.4：18.6％

・管理職に占める女性の割合
H29.4： 6.8％、H30.4： 8.5％
H31.4： 9.3％、R  2.4：13.4％
R  3.4：14.5％

【知事部局】
《採用後からの計画的キャリ
ア形成による意識向上》
《幅広い職場への人事配置の
一層の推進》
《女性職員の管理職員への登
用》
○引き続き、女性職員のキャ

リア形成・キャリアアップ
を支援するとともに、意欲
と能力のある女性職員を管
理職へ積極的に登用

[個別項目]
35 多様な人材の確保・活躍

推進

- 68 -

- 68 -



番 号 ２１ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 一部未達成

個別項目 さらなる女性登用に向けた人材育成

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
採用後からの計画的キャリ
ア形成による意識向上を図
るとともに、将来の登用に
つながるよう幅広い職場へ
の人事配置を推進します。

【教育庁】
《管理職に占める女性の割合》
◎目標（令和2年度）：16.0％

実績（令和2年度）：11.1％

○校長会等において、女性登用の在り方について、優秀で意欲のある人
材をまずは学年主任等のミドルリーダ－に充てるよう、具体的に説明

○県立学校において、平成28年度から「女性教職員による学校経営研
修会」を開催

○女性のキャリアアップに対する不安を払拭し、今後の活躍に向けた意
欲の更なる向上を図るため、小・中学校において、平成29年度女性
教職員のキャリアアップ研修を実施

○小・中学校（県立中含む）における女性管理職員の状況
・平成28年4月：8.5％ ・平成29年4月：7.7％
・平成30年4月：7.2％ ・平成31年4月：8.3％
・令和 2年4月：8.6％ ・令和 3年4月：9.8％

○県立学校（県立中除く）における女性管理職員の状況
・平成28年4月：10.8％ ・平成29年4月：13.1％
・平成30年4月：14.9％ ・平成31年4月：15.9％
・令和 2年4月：19.7％ ・令和 3年4月：19.9％

（「一部未達成」とした理由）
＜知事部局＞
●管理職に占める女性の割合の目標は達成できなかったものの、毎年上

昇し、目標の約96％まで到達。

【教育庁】
《女性の管理職登用の推進》
○引き続き、女性教職員の

キャリア形成、キャリア
アップを支援しながら、意
欲と能力のある人材を管理
職に積極的に登用

[個別項目]
31 核となる職員の育成
35 多様な人材の確保・活躍

促進

- 69 -

- 69 -



番 号 ２１ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁 達成状況 一部未達成

個別項目 さらなる女性登用に向けた人材育成

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
採用後からの計画的キャリ
ア形成による意識向上を図
るとともに、将来の登用に
つながるよう幅広い職場へ
の人事配置を推進します。

＜教育庁＞
●管理職に占める女性の割合は、小・中学校、県立学校とも着実に増加

しているが、小・中学校における割合が目標に達していないため、
「一部未達成」と判断。

- 70 -

- 70 -



番 号 ２２ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 財政の健全性の維持

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

中期財政見通し（Ｈ２７年
９月策定）では、Ｈ２８年
度、Ｈ２９年度の両年度に
おいて財源不足が生じ、財
源調整３基金※の最終残高
もＨ２９年度末時点で２０
０億円まで減少することが
見込まれています。このた
め、適正な基金規模として
４００億円を１０年程度で
目指すこととし、中期財政
見通しから毎年度、約１０
億円の収支改善を進めてま
いります。具体的には、Ｈ
２７年度から実施している
「さらなる収支改善対策」
の拡充を図るとともに、最
新の中期財政見通しを踏ま
え、毎年度の予算編成等に
おいて取組内容の見直しを
実施していきます。また、
実質的な公債費負担や将来
の財政負担に係る財政指標
については、全国中位の健
全性を維持します。

※財源調整３基金：財政調整基
金、退職基金、県債管理基金の
ことで、年度によって生じる財
源不足を補填するために、活用
するもの。

《財源調整のための基金残高：４００億円》
○各年度、中期財政見通し等を踏まえ、追加収支改善対策の必要性の有

無等を検討のうえ当初予算を編成
○平成28年度から退職手当債の発行基準が見直され、一般財源による

対応を余儀なくされたことや、財源調整のための基金等を活用しつつ
累次の新型コロナウイルス感染症対策予算を積極的に編成したことな
どから、財源調整のための基金残高は、令和2年度末で203億円

《さらなる収支改善対策の拡充に新たな項目を追加した収支改善目標
額：３８３億円》
○さらなる収支改善対策を含めた平成27年度から令和2年度までの収支

改善目標額383億円に対し、実績額516億円（＋133億円）の見込
み（さらなる収支改善対策を除く平成28年度から令和2年度まででは、
目標額338億円に対し、実績額459億円（＋121億円）の見込み）

《実質公債費比率・将来負担比率：全国中位を維持》
○令和元年度の実質公債費比率は11.2％

（平成30年度比 △0.7％）
令和元年度の将来負担比率は198.3％
（平成30年度比 ＋1.5％）とそれぞれ全国中位を維持
（実質公債費比率24位、将来負担比率25位）

（「概ね達成」とした理由）
●国の制度改正や新型コロナウイルス感染症の影響等により、財源調整

のための基金残高は令和２年度末で203億円と減少しているが、収支
改善目標額や財政健全化指標については目標を達成しているため。

《選択と集中による事務事業
の見直し》
○毎年度9月頃に最新の中期

財政見通しを策定

○中期財政見通しを踏まえ、
歳入の見込みに応じて既存
事業を見直し、優先度の高
い施策への選択と集中を図
ることなどにより、当初予
算を編成

[個別項目]
10 施策の重点化・業務の効

率化による歳出の見直し
13 公債費や県債残高の適正

管理

- 71 -

- 71 -



番 号 ２３ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 普通建設事業に係る国予算の確保と県単独事業の選択と集中

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

普通建設事業については、
他県の状況を踏まえ、国予
算の確保を図るとともに、
県単独事業の選択と集中を
進めます。

《国予算の確保》
○厳しい財政状況の中、激甚化・頻発化する自然災害から県民の生命・

財産を守るため、国の「防災・減災、国土強靭化緊急３か年対策」や
緊急自然災害防止対策事業及び緊急浚渫推進事業等の有利な財源措置
を活用することにより、積極的に事業費を確保

《県単独事業の選択と集中》
○これまで、普通建設単独事業を一定規模維持してきた構造が基金取崩

しの主な要因となっていることから、枠内の普通建設単独事業につい
てシーリングを実施するなど、事業の選択と集中を一層推進

（「達成」とした理由）
●国の「防災・減災、国土強靭化緊急３か年対策」など国予算の積極的

な確保を図るとともに、県単独事業についてはシーリングを実施する
など事業の選択と集中を実施したため。

《国庫補助金や交付金等の有
利な財源の有効活用》
○毎年度の予算編成において、

国庫補助金等の有利な財源
の有効活用を推進

《選択と集中による事務事業
の見直し》
○限られた財源を有効に活用

し施策の重点化を図るため、
必要性や効果等の検証によ
り、事業の選択と集中を推
進

[個別項目]
10 施策の重点化・業務の効

率化による歳出の見直し
12 歳入の確保
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番 号 ２４ 所管部局 企画部、総務部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 総合計画への事業の重点化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

Ｈ２８年度からの次期総合
計画においても、引き続き、
施策の進捗状況などから翌
年度重点的に取り組むべき
施策等を検討し、予算の重
点化を図っていきます。

【企画部】
《長崎県重点戦略の策定》
○長崎県総合計画の実現に向けて、各年度の「実施計画」として「長崎

県重点戦略」を策定、公表

○「令和３年度長崎県重点戦略」策定、公表
新たな総合計画である「長崎県総合計画チェンジ&チャレンジ２０２５」に
掲げる基本理念の実現に向けた、総合計画・総合戦略の体系ごとの施
策、重点的に取り組む施策、政策横断プロジェクト、県民所得向上対
策、人口減少対策に関する施策等の取りまとめ

【企画部】
《目標を設定・共有し、政策
形成や事業構築につなげる仕
組みの強化》
○全庁的に目標を設定・共有

しながら重点的な方針を策
定し、総合的及び分野横断
的な観点から政策形成や事
業構築を行うとともに、成
果につなげる不断の見直し
を実施

[個別項目]
3 政策形成機能の充実・強化
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番 号 ２４ 所管部局 企画部、総務部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 総合計画への事業の重点化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
Ｈ２８年度からの次期総合
計画においても、引き続き、
施策の進捗状況などから翌
年度重点的に取り組むべき
施策等を検討し、予算の重
点化を図っていきます。

【総務部】
《総合計画への事業の重点化》
○事業の効果的・効率的な実施のために、従来個別事業単位で行ってい

た事務事業評価を、総合計画の施策の下に位置づけられる事業群単位
で実施

○事業群を構成する事業を、事業群単位で並べて俯瞰して見ることによ
り、中核となる事業の見極めや、類似事業の整理、統合及び新たな事
業構築などに活用し、毎年度の予算編成において重点化を実施

（「達成」とした理由）
●各年度において重点戦略を策定し、重点的に取り組む施策を取りまと

めたため。
●予算編成において、事業群評価等を活用し、施策の進捗状況などから

翌年度重点化すべき施策等を検討し、予算の重点化を実施したため。

【総務部】
《政策形成過程の中で、次年
度の新規事業等とスクラップ
の両面を議論する仕組みづく
り》
○毎年度の予算編成において、

事業群評価等を活用し、施
策の進捗状況などから翌年
度重点化すべき施策等を検
討し、予算の重点化を実施

[個別項目]
4 事業のスクラップアンドビ

ルドの徹底
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番 号 ２５ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 業務の外部化やＩＣＴ化による効率化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

業務の外部化やＩＣＴ化を
積極的に進め、財政面での
効率化を図ります。なお、
外部化にあたっては、財政
面での効果と事業・業務プ
ロセスへの影響、サービス
の質の確保などを総合的に
検討します。

《さらなる業務の集約化、費用対効果を踏まえた外部化、ＩＣＴ活用の
取組》
○本来、重点的に取組むべき要素に注力するため、「長崎県庁働き方改

革」の一環として、平成28年度から「業務見直しチャレンジ」に取
組み、各所属において業務の集約化や外部化を実施

○業務の集約化
・地方機関や教育庁の庶務事務の集約化

（地方機関の旅費、教育庁の手当・旅費の庶務事務について総務
事務センターへ集約）

・新庁舎移転に伴う庶務事務の集約化
（文書発送等の庶務事務を主管課へ集約）

・令和2年4月から「債権管理室」を新設し、各部局の長期延滞と
なっている税外未収金の管理・回収業務を集約 など

○業務の外部化
・防災推進養成講座運営の外部委託

（参加者受付、実績書作成、会場仕切り等の業務削減）
・砂防の土砂災害警戒区域設定照査業務の一部外部委託

（区域指定に向けたチェックを外部委託）
・総務事務の集約を図りながら外部化を検討

（令和2年度に外部化を含む業務見直しに向けた調査委託を実施）
など

《総務事務を中心に、さらな
る集約範囲野拡大を検討》
○費用対効果等を検証のうえ

さらなる業務の集約化や外
部化について検討

[個別項目]
5 業務のさらなる集約化・外

部化
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番 号 ２５ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 業務の外部化やＩＣＴ化による効率化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
業務の外部化やＩＣＴ化を
積極的に進め、財政面での
効率化を図ります。なお、
外部化にあたっては、財政
面での効果と事業・業務プ
ロセスへの影響、サービス
の質の確保などを総合的に
検討します。

○業務のICT化
・新テレビ会議システムやスカイプ、モバイルワーク用ノートパソコ

ン・タブレットを導入
・事務処理の効率化への取組として、RPA・AI会議録の新しい技術

を導入
・RPA 令和2年1月に導入

大量かつ、単純なパソコン操作の自動化
導入効果：時間短縮、業務ミスの低減など

・AI会議録 令和2年8月から本格運用開始
導入効果：会議録作成に要する時間短縮など

《共通様式のシステム化》
○臨時職員雇用システム運用開始（平成28年5月）

・紙ファイルの共有で行っていた臨時職員の雇用に係る事務をシステ
ム化したことにより事務量を削減

○人事評価システム（課長補佐級以下）運用開始（平成28年11月）
・エクセルファイル管理としていた人事評価に係る事務をシステム化

したことにより所要時間を削減
○出退勤システム運用開始（令和2年9月）

・システムでパソコンを操作した時間を記録したことにより職員の勤
務時間を確実に把握

（「概ね達成」とした理由）
●知事部局以外の部局も含めて業務集約化が進捗し、また、外部化に向

けた業務調査委託など効率的な実施に向けた検討を行っているため。
また、新型コロナへの対応も契機としながら、ハード・ソフト両面に
おいて業務でのＩＣＴ活用が一定図られており、共通様式のシステム
化も着実に進められているため。

《ICTを活用した行政事務の
効率化》
〇行政のデジタル改革を推進

するため取組を継続するこ
ととし、庁内業務のプロセ
ス改善とデジタル化を推進

[個別項目]
18 行政手続のオンライン化

促進
20 ICTを活用した県民サー

ビスの充実
21 業務の標準化・最適化
22 ICTを活用した行政事務

の効率化

《共通様式のシステム化》
○行政のデジタル改革を推進

する中で、中小規模システ
ム維持管理の新規受入れ、
既存システムの改修等を推
進

[個別項目]
21 業務の標準化・最適化
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番 号 ２６ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 県単独補助金の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

引き続き、県の関与の必要
性、支援方法の妥当性、費
用対効果等について、補助
金ごとに検討を行うととも
に、重点化・効率化等によ
る補助金の見直しを実施し
ていきます。

《重点化・効率化等による県単独補助金の見直し》
○県の関与の必要性、支援方法の妥当性、費用対効果等について、補助

金ごとに検討し、同一目的又は類似補助金の統一化や、補助効果が乏
しい補助金の廃止・縮小など、重点化・効率化等による補助金の見直
しを実施

○収支改善額（H28～R2累計）については、県単独補助金等の見直
し計画約35億円に対し、約52億円の収支改善の見込み

（「達成」とした理由）
●毎年度の予算編成において、県の関与の必要性、支援方法の妥当性、

費用対効果等の検討を行い、収支改善目標額を達成しているため。

《県単独補助金等の見直し》
○重点化・効率化等による補

助金等の見直しを検討

[個別項目]
10 施策の重点化・業務の効

率化による歳出の見直し

- 77 -

- 77 -



番 号 ２7 所管部局 総務部 達成状況 達 成

個別項目 公債費の平準化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

健全な財政運営を維持する
ため、過年度発行の県債に
ついて公債費の平準化を実
施します。

《県債借入において、交付税の理論算入と合わせた償還期間を設定する
ことにより、交付税措置と一致した公債費の平準化を実施（Ｈ２７
～）》
○施設の耐用年数等を勘案の上、交付税の理論算入と合わせた償還期間

を設定し、交付税措置と一致した公債費の平準化を実施

（「達成」とした理由）
●各年度において、公債費の平準化を実施したため。

《県債借入において、交付税
の理論算入と合わせた償還期
間を設定することにより、交
付税措置と一致した公債費の
平準化を実施》
○引き続き、公債費の平準化

に取り組み、公債費や県債
残高を適正に管理

[個別項目]
13 公債費や県債残高の適正

管理
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番 号 ２８ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 内部管理経費の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

両面印刷等の徹底、紙資料
のデータ化、電子決裁シス
テム利用促進等によるペー
パーレス化の推進や会議シ
ステムの活用、パック旅行
やＬＣＣ※の積極的利用に
よる旅費の見直しなど、各
種の内部管理経費について、
様々な工夫や手法を検討し
経費削減に取り組みます。

※LCC：ローコストキャリア
の略称で、効率的な運営により
低価格の運賃で運行サービスを
提供する航空会社。

《毎年度の予算編成において実施》
○ 各種の内部管理経費について、様々な工夫や手法を検討し、経費削減

の取組を実施
・複合機の経費節減に有効な機能について庁内へ周知
・カラーコピー抑制のため、庁内の全ての複合機に印刷単価を記載し

たシールを貼付、カラーコピーの利用基準の設定、プリンタドライ
バの基本設定の白黒印刷徹底について周知及び調査を実施

・複合機の使用実績、電子決裁の利用促進について、文書関係事務に
かかる説明会や主管課長会議等で周知、また総務文書課が行う本庁
各課の文書巡回指導時に指導

・旅費の航空券手配に係る法人契約オンライン手配サービスの導入及
び利用の徹底（H28～）

・旅行代金を旅行業者へ直接支払う制度の導入（R2.8～）

○収支改善額（H28～R2累計）については、内部管理経費の見直し
計画約33億円に対し、約34億円の収支改善の見込み

（「達成」とした理由）
●内部管理経費の見直しについて、計画以上の収支改善が図られる見込

みであるため。

《ICT等を活用した内部管理
経費の縮減》

[個別項目]
10 施策の重点化・業務の効

率化による歳出の見直し
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番 号 ２９ 所管部局 総務部(全庁)、交通局、教育庁、警察本部 達成状況 概ね達成

個別項目 公共施設等総合管理の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

施設の長寿命化や保有資産
の総量適正化等を図るため、
「長崎県公共施設等総合管
理基本方針」に沿って、総
合的かつ計画的な管理を実
施し、財政負担の軽減・平
準化を図ります。また、全
庁的に情報を共有し、進捗
管理を行います。

【知事部局】
《施設類型ごとの個別施設計画の策定》
○ 公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統

廃合・長寿命化などを計画的に行うため、施設類型ごとに個別施設の
具体的な対応方針を盛り込んだ個別施設計画を策定

○ 全28施設類型のうち、事後保全型管理のため策定しない３施設類型
を除く下記25施設類型を策定済み（総務部関係）

【知事部局】
《長崎県公共施設等総合管理
基本方針に個別施設計画の内
容を反映》
○令和３年度に個別施設計画

の内容を反映した公共施設
等総合管理基本方針の見直
しを実施

[個別項目]
16 公共施設等総合管理の推

進

《予防保全型管理による施設
の長寿命化》
○策定が完了した個別施設計

画に基づいた対策を適宜実
施し、施設の長寿命化等を
推進

［個別項目］
16 公共施設等総合管理の推

進

県営住宅 県立大学

橋梁 ダム

舗装 海岸（水産）

トンネル 庁舎、学校及び警察施設

流域下水道 職員公舎

都市公園 海岸（土改）

森林公園 空港

農業水利（土改） 河川水門等

林道橋梁 自然公園

交通局 海岸（土改）

港湾 地すべり（土改）

農道（土改） 治山施設

漁港
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番 号 ２９ 所管部局 総務部(全庁)、交通局、教育庁、警察本部 達成状況 概ね達成

個別項目 公共施設等総合管理の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
施設の長寿命化や保有資産
の総量適正化等を図るため、
「長崎県公共施設等総合管
理基本方針」に沿って、総
合的かつ計画的な管理を実
施し、財政負担の軽減・平
準化を図ります。また、全
庁的に情報を共有し、進捗
管理を行います。

【交通局】
《施設類型ごとの個別施設計画の策定》
○「長崎県公共施設等総合管理基本方針」に沿って、安全性や利便性を

確保しつつ、予防保全型の更新・長寿命化による投資費用の低減や平
準化を図るため、平成28年7月に「交通局施設等の維持管理・更新計
画」を策定

○計画策定後、車両や営業所、ターミナル等の維持更新等については、
社会経済状況や新型コロナウイルス感染症の影響、経営状況を踏まえ
総合的・計画的に判断して実施

【交通局】
《計画に基づく施設の維持更
新》
○車両や営業所、ターミナル

などバスの運行に必要不可
欠な施設の維持更新等につ
いて、総合的・計画的に実
施

《各種環境の変化に対応した
計画の見直し》
○将来のバス路線網の状況や

新型コロナウイルス感染症
が経営に与える影響等を注
視し、今後の交通局の業務
の変化に対応した計画の見
直し等を実施

[個別項目]
16 公共施設等総合管理の推

進
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番 号 ２９ 所管部局 総務部(全庁)、交通局、教育庁、警察本部 達成状況 概ね達成

個別項目 公共施設等総合管理の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
施設の長寿命化や保有資産
の総量適正化等を図るため、
「長崎県公共施設等総合管
理基本方針」に沿って、総
合的かつ計画的な管理を実
施し、財政負担の軽減・平
準化を図ります。また、全
庁的に情報を共有し、進捗
管理を行います。

【教育庁】
《施設類型ごとの個別施設計画の策定》
○平成27年12月に「長崎県公共施設等総合管理基本方針」を策定した

ところであり、知事部局及び警察本部と連携しながら、また、文部科
学省が作成した「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」を踏ま
えながら、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計
画的に行うため施設類型ごとの個別施設計画を策定

○令和2年度までに策定した個別施設計画（教育庁関係）
①庁舎、学校
②職員公舎

【教育庁】
《予防保全型管理による施設
の長寿命化》
○長期的な維持管理コストの

低減を図るため、個別施設
計画に基づいた予防保全型
管理による施設の長寿命化
を推進

[個別項目]
16 公共施設等総合管理の推

進
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番 号 ２９ 所管部局 総務部(全庁)、交通局、教育庁、警察本部 達成状況 概ね達成

個別項目 公共施設等総合管理の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
施設の長寿命化や保有資産
の総量適正化等を図るため、
「長崎県公共施設等総合管
理基本方針」に沿って、総
合的かつ計画的な管理を実
施し、財政負担の軽減・平
準化を図ります。また、全
庁的に情報を共有し、進捗
管理を行います。

【警察本部】
《施設類型ごとの個別施設計画の策定》
○長期的な視点を持って、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行う

ため、警察庁が策定した「警察庁インフラ長寿命化計画」も踏まえ、
知事部局及び教育庁と連携しながら、施設類型ごとに個別施設の具体
的な対応方針を盛り込んだ個別施設計画を策定

○警察本部が関係する下記2施設類型を策定済み
・庁舎、学校及び警察施設
・職員公舎

（「概ね達成」とした理由）
● 施設類型ごとに個別施設の具体的な対応方針を盛り込んだ個別施設計

画を策定済み。「交通局施設等の維持管理・更新計画」に基づいた施
設の維持更新等については、新型コロナウイルス感染症等の影響によ
り、経営状況や投資の必要性を勘案し実施することとし、財政負担の
軽減や平準化を図ったため、概ね達成と判断。

【警察本部】
《予防保全型管理による施設
の長寿命化》
○個別施設計画の策定が完了

したことから、引き続き、
計画に基づいた施設の長寿
命化を図るとともに、計画
的な管理を実施し、財政負
担の軽減・平準化を推進

［個別項目］
16 公共施設等総合管理の推

進
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番 号 ３０ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 新県庁舎移転による維持管理経費の縮減

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

新県庁舎移転に伴う省エネ
機器の導入や庁舎借り上げ
の解消などにより、県庁舎
の維持管理経費の縮減に努
めます。

《維持管理業務の集約及び経費縮減》
○維持管理業務の集約及び経費を縮減
・光熱水費を含む維持管理経費全体で約3９百万円の減額を達成
（旧庁舎/平成28年度と新庁舎/令和2年度の比較）
・新県庁舎関連の委託業務のうち、設備等保守19業務を、6業務に
集約（令和2年度）

《データの収集分析、機器の調整や運用、管理仕様の見直し》
○空調の運転状況を検証するため機能性能試験を発注（平成28年）
・専門家を含めた機能性能試験会議を4回実施
・空調機器の運転データの収集・分析を実施（平成30年2月～）

○運用方法の見直し等により、目標を達成
・省エネ目標：標準庁舎の40%削減、光熱水費：旧庁舎以下

○保守点検業務内容の見直しを実施
・点検グレード及び点検頻度等を含めた仕様見直しを実施

（「達成」とした理由）
●業務集約化と省エネ効果の検証を実施し、維持管理経費の縮減が確認
できたため。

※庁舎移転を完了したことか
ら、次期プランには掲載せ
ずに、維持管理費の縮減と
委託業務の集約化の取組を
継続

※省エネルギーに向けた取り
組みは目標を達成しており、
今後もその効果が継続する
ことから、次期プランには
掲載せずに、データの収集
分析、運用の見直し等の取
組を継続
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番 号 ３１ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 県出資団体の経営健全化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

県が団体との出資関係を継
続する必要性を毎年度検討
し、検討結果を公表します。
また、健全な経営を前提に、
公共性と企業性を併せ持つ
出資団体と連携して、施策
の推進を図ります。

《引き続き、出資関係を継続する必要性を検討し、検討結果を公表》
○県が出資している全ての団体について、今後も出資を継続する必要性
を検討し、検討結果をホームページで公表

※平成28年度は、全出資団体104団体中、県の関与が大きい団体（44
団体）についてのみ実施

※平成29年度以降は、全ての出資団体について実施
※令和元年度に、団体の解散により、1団体減少
※令和２年度検討結果：103団体の調査を実施 出資の継続必要と判断

（「達成」とした理由）
●出資団体の見直し状況や運営状況について、毎年度調査を実施し、全
ての出資団体に対して、今後も出資を継続する必要性があるという検
討結果であり、調査結果の整理がなされているため。

※見直し状況や運営状況につ
いて調査結果の整理がなさ
れているため、プランには
掲載せずに、今後も継続的
に必要な調査・見直し等を
実施

H28 H29 H30 R元 R2

調査実施団体 44 104 104 103 103
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番 号 ３２ 所管部局 土木部 達成状況 概ね達成

個別項目 地方公社の経営健全化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

引き続き、土地開発公社、
住宅供給公社、道路公社の
経営改善化のために適切な
指導・監督に努めます。

（道路公社）
《運営資金借入残高の返済（Ｒ元）》
◎目標（令和元年度）残高：0百万円
実績（令和元年度）残高：0百万円
※令和元年度までに完済済み

《建設資金（国・機構）借入残高の返済（Ｒ２）》
◎目標（令和２年度）残高：333百万円
実績（令和２年度）残高：221百万円
※返済実績（令和２年度）：226百万円

○以下の取組を実施
・標識や案内板の整備など「有料道路の魅力向上に向けた取組」
・回数券委託販売先の拡大など「誘客活動」
・ホームページやパンフレット配布など「情報発信・PR活動」
・正職員の退職不補充、再雇用・嘱託職員の活用など「人件費の抑制」
・トンネル内照明のLED化など「電気代の節約」
・ながさき出島道路全線でのETCの整備など「サービスの向上」
・定期点検・計画的な補修など「道路の安全・安心の確保」

（道路公社）

《建設資金（国）借入残高の
返済》
○道路公社の経営健全化のた
め取組を継続

[個別項目]
15 地方公社、林業公社の経
営健全化
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番 号 ３２ 所管部局 土木部 達成状況 概ね達成

個別項目 地方公社の経営健全化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
引き続き、土地開発公社、
住宅供給公社、道路公社の
経営健全化にために適切な
指導・監督に努めます。

（住宅供給公社）
《県・市からの借入金残高の返済》
○長崎市からの借入金は平成29年度に完済
○県からの借入金は返済計画に基づき返済

※平成17年3月の特定調停成立時に県から借り入れた金融機関への一括
弁済資金は、平成30年度に完済

○賃貸管理事業で安定した利益を計上

《諫早西部団地の販売》
○東－１地区：平成29年度完売
○西－１地区：平成28年度、イオンタウン㈱と952百万円で契約

平成30年9月引渡し完了
○東－２地区：平成30年度完売

令和元年度に引渡し完了

（住宅供給公社）
《県からの借入金残高の返
済》
○令和９年度末の目標残高0
円を達成するため、返済計
画に基づき返済

[個別項目]
15 地方公社、林業公社の経
営健全化

単位：百万円 H28 H29 H30 R元 R2

県への返済額 215 220 325 336 320

市への返済額 0 224 0 0 0

残額 3,068 2,624 2,299 1,963 1,643
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番 号 ３２ 所管部局 土木部 達成状況 概ね達成

個別項目 地方公社の経営健全化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
引き続き、土地開発公社、
住宅供給公社、道路公社の
経営健全化のために適切な
指導・監督に努めます。

（土地開発公社）
《時津第10工区埋立事業の工事完了（Ｒ２）、販売完了（Ｒ３）》
○販売状況は、商業用地の一部を除き販売済

（単位：ｈa）

《現計画の検証と経営改善計画の策定（H28）》
○平成28年3月に策定した、「経営改善計画（H28～Ｒ３）」に基づ
いて事業を実施

○経営改善への取組の基本方針
・自己資本比率を上げ、負債比率を下げることによる健全化の推進
・将来にわたる財務見通しを設定し、組織体制と人員管理の適正化を
図ることによる経営管理の強化

《長期保有土地の県による買戻し》
○神ノ島工業用地及び大村臨海工業用地の買戻しを要請され、神ノ島工
業用地は平成30年3月に買戻し完了

（土地開発公社）
《時津第10工区埋立事業の販
売完了（R7）》
○２工区－７商業用地を住宅
用地へ用途変更し、インフ
ラ整備を行い、R７に販売完
了するよう進捗管理を実施

[個別項目]
15 地方公社、林業公社の経
営健全化

《現計画の検証と経営改善計
画の策定（R3）》
○引き続き、経営改善計画が
着実に推進されるよう指
導・監督を実施

[個別項目]
15 地方公社、林業公社の経
営健全化

《長期保有土地の県による買
戻し》
○大村臨海工業用地について、
引き続き買戻し協議を実施

[個別項目]
15 地方公社、林業公社の経
営健全化

全 体 販売済 販売率 備 考

１工区：住宅用地 3.0 3.0 100%

〃 ：商業用地 2.3 1.9 83% 0.4haはリース中

２工区：住宅用地 2.2 2.2 100%

〃 ：商業用地 12.2 10.0 82%

〃 ：工業用地 3.0 3.0 100%

木場崎（住宅） 0.5 0.5 100%

計 23.2 20.6 89%
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番 号 ３２ 所管部局 土木部 達成状況 概ね達成

個別項目 地方公社の経営健全化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
引き続き、土地開発公社、
住宅供給公社、道路公社の
経営健全化のために適切な
指導・監督に努めます。

（「概ね達成」とした理由）
●住宅供給公社、道路公社の経営健全化に係る各詳細目標については、
達成した。一方で、土地開発公社の経営健全化に係る詳細目標のうち、
「長期保有土地の県による買戻し」について、神ノ島工業用地は買戻
しが完了したが、大村臨海工業用地の買戻し協議が引き続き実施と
なっているため、三公社全体の達成状況としては「概ね達成」とした。
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番 号 ３３ 所管部局 農林部 達成状況 概ね達成

個別項目 林業公社の経営健全化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

引き続き、分収造林契約変
更を促進するとともに、有
利な木材販売や有利子負債
の削減等による林業公社の
経営改善のために適切な指
導・監督に努めます。

※分収造林契約：造林者が、
民有地または市町有地に木
を植えて一定期間育て、成
林後に立木を販売し、その
収益を土地所有者と造林者
とで一定の割合で分収する
契約。

《分収造林契約変更》
○長伐期施業を円滑に進め収支改善に繋げるため、分収造林契約期間の

延長について、土地所有者との交渉を粘り強く重ねた結果、83件
364ha、契約変更率4.6ポイントの進捗。なお、契約解除31件
249ha、所在不明6件38haの合計37件287haが契約変更不可能と
判明したことから、変更を進める対象を整理

《有利な木材販売等による収支改善や県・市町の無利子貸付継続による
有利子負債削減》
○より一層の経営改善に取り組むため、現在の木材価格の動向を注視し

ながら、協定販売や海外輸出、木質バイオマス材等への新たな需要拡
大等の環境変化を踏まえた新たな7次経営計画を平成28年度に策定し、
経営改善計画の着実な実行に向けた取組を実施

○有利な木材販売等の取組を継続するとともに、県から無利子60年据
置の事業資金を貸付

（「概ね達成」とした理由）
●分収造林契約変更率98%及び公庫借入残高40億円の目標値を、双方

ともほぼ達成することができたため。

※目標に近づけることができ、
変更交渉を進めるべき対象
を整理したことから、プラ
ンには掲載せずに、今後は
契約に至らない原因を分析
し、契約終期等を考慮して、
優先順位をつけて土地所有
者との交渉を実施

《県及び市町からの無利子貸
付を継続し、合わせて林業公
社が有利な木材販売等の収入
拡大対策を行うことにより公
庫借入金を計画的に返済》
○日本政策金融公庫借入残高

は目標の40億円をほぼ達
成しているが、利息総額は
5億円に達しており、更な
る公庫資金借入額の削減が
望まれるため、取組を継続

[個別項目]
15 地方公社、林業公社の経

営健全化

H27 H28 H29 H30 R元 R2

変更契約率（％） 93.0 94.5 94.9 95.4 97.5 97.6

H27 H28 H29 H30 R元 R2

日本政策金融公庫借入
残高（億円）

57.5 54.0 50.1 46.2 43.0 40.1
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番 号 ３４ 所管部局 県民生活環境部、水産部、土木部、交通局 達成状況 一部未達成

個別項目 公営企業の経営健全化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

公営企業については、サー
ビスの提供を将来にわたり
安定的に継続するため、経
営状況の改善に努め、経営
基盤の強化等に取り組みま
す。また、港湾整備事業会
計については、Ｈ３２（R
２）年度の会計閉鎖に向け、
未売却地の販売促進や非売
却地の移管促進に取り組み
ます。
大村湾南部流域下水道事業
については、より計画的で
安定した経営が継続できる
ように中期的な経営計画の
策定を行うとともに、関連
市への移管や公営企業の導
入に向けた取組に努めます。

（流域下水道事業）
《中長期的な経営計画の策定に向けた検討、関連市への移管及び公営企
業会計の導入》
○ 大村湾南部流域下水道事業として、サービスの提供を安定的に継続す

ることが可能となるよう、経営戦略を策定（平成29年３月）

○ 令和元年度に、公営企業会計適用のための条例を制定し、関係規則の
改正を行うとともに、出納取扱金融機関の指定等の移行事務手続きを
実施

○ 流域関連市や関係部局との調整を行いながら、組織体制の確立、会計
事務の検討、企業会計システムの構築等を行い、令和２年度より公営
企業会計へ移行

○ 事業の移管については、大村湾南部流域下水道事業連絡協議会におけ
る協議と文書による意見照会を実施。流域市からは、建設事業完了
（R12年度予定）後の移管について、将来の負担増につながらないこ
とを前提に、具体的な協議に応じる旨の回答を得ている状況

（流域下水道事業）
《大村湾南部流域下水道事業
の安定経営の維持》
○経営戦略の着実な実行と必

要に応じた見直しにより、
経営の安定を維持

[個別項目]
14 環境変化に対応した公営

事業サービスの提供
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番 号 ３４ 所管部局 県民生活環境部、水産部、土木部、交通局 達成状況 一部未達成

個別項目 公営企業の経営健全化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
公営企業については、サー
ビスの提供を将来にわたり
安定的に継続するため、経
営状況の改善に努め、経営
基盤の強化等に取り組みま
す。また、港湾整備事業会
計については、Ｒ２年度の
会計閉鎖に向け、未売却地
の販売促進や非売却地の移
管促進に取り組みます。
大村湾南部流域下水道事業
については、より計画的で
安定した経営が継続できる
ように中期的な経営計画の
策定を行うとともに、関連
市への移管や公営企業の導
入に向けた取組に努めます。

（長崎魚市場）
《経営計画の策定》
○生産性向上及び運営効率化を図るため、高度衛生化施設整備計画の全

体的な見直しを実施

○経営計画策定に向けた経営改善の取組みを実施
・高度衛生管理施設の整備の推進

東棟1期建設工事完了（平成28年度）
西棟1期建設工事完了（平成29年度）
東棟2期建設工事完了（令和元年度）
西棟2・3期建設工事完了（令和2年度）

・委託業務の見直し等、効率的な運営の取組
業務内容に応じた委託先への振り分けを実施
（監視と施設修繕を区別）

・卸売業者と連携した水揚げ増加対策の協議
魚価の向上に資するため、長崎魚市場衛生品質管理協議会を10回
開催、衛生管理マニュアルの検討を行うとともに、市場活性化に
ついて協議

・用地占用料負担の見直し
新施設は公共事業で整備するため、負担を免除

・指定管理制度先進地の調査
（一社）佐世保魚市場協会を訪問のうえ、指定管理の実態を調査
し、比較検討を実施

・新たに整備した施設使用料の徴収
新冷蔵庫・西棟事務所の供用開始、使用料を徴収

○高度衛生化施設整備計画の見直しに伴う完成時期の変更により、経営
計画の策定は令和3年度に見送り

（長崎魚市場）
《経営計画の策定》
○経営効率化に向けた検討を

継続することとし、変更し
た施設のトータルのランニ
ングコストを踏まえた経営
計画策定のための取組を推
進

[個別項目]
14 環境変化に対応した公営

事業サービスの提供
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番 号 ３４ 所管部局 県民生活環境部、水産部、土木部、交通局 達成状況 一部未達成

個別項目 公営企業の経営健全化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
公営企業については、サー
ビスの提供を将来にわたり
安定的に継続するため、経
営状況の改善に努め、経営
基盤の強化等に取り組みま
す。また、港湾整備事業会
計については、Ｒ２年度の
会計閉鎖に向け、未売却地
の販売促進や非売却地の移
管促進に取り組みます。
大村湾南部流域下水道事業
については、より計画的で
安定した経営が継続できる
ように中期的な経営計画の
策定を行うとともに、関連
市への移管や公営企業の導
入に向けた取組に努めます。

（港湾整備事業）
《事業概成による港湾整備事業会計の閉鎖（Ｒ２）》
○ 未売却地（分譲用地）の売却促進

◆売却実績 単位：千円 ※（ ）内は件数

・売却促進会議等による連携強化
・未売却地の利便性向上
・効果的な宣伝活動の実施
・新たな販売促進策の開始
・資産の有効活用等の検討

※売却率（令和２年度末）：96.８％

○ 非売却地（法面・道路・水路等）の適正な管理者への移管
・移管に向けた整備（受入条件等の協議を実施）
・閉鎖対策検討会議における移管協議（県関係部局）
・関係部署等の個別協議（長崎市、県関係部局等）

※移管実績 ・H14～R２：28件 34,575.61㎡

○ 自主財源による運営の確保
・売却促進による運営経費の確保

※預金残高 H28末：16億64百万円 → R２末 ：22億97百万円

（港湾整備事業）

※令和2年度に港湾整備事業
会計を閉鎖したことから、
プランには掲載せずに、今
後は長崎県港湾整備事業財
産管理基金において残余の
財産の処分を促進

年 度
H28 217,883 （41） 304,696 （１）
H29 30,382 （２） 415,401 （７）
H30 64,248 （２） 484,954 （２）
R元 38,670 （３） 183,703 （２）
R2 27,305 （１） 0 （０）

水 産 部 土 木 部
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番 号 ３４ 所管部局 県民生活環境部、水産部、土木部、交通局 達成状況 一部未達成

個別項目 公営企業の経営健全化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
公営企業については、サー
ビスの提供を将来にわたり
安定的に継続するため、経
営状況の改善に努め、経営
基盤の強化等に取り組みま
す。また、港湾整備事業会
計については、Ｒ２年度の
会計閉鎖に向け、未売却地
の販売促進や非売却地の移
管促進に取り組みます。
大村湾南部流域下水道事業
については、より計画的で
安定した経営が継続できる
ように中期的な経営計画の
策定を行うとともに、関連
市への移管や公営企業の導
入に向けた取組に努めます。

（港湾整備事業）
《利用率の向上（Ｒ２）》
◎目標（令和２年度末） ： 75％

実績（令和元年度末） ： 75％

○港湾施設用地において、利用率の向上を図るとともに、未利用となっ
ている用地の土地利用計画を変更し売却

《売却率の向上（Ｒ２）》
◎目標（令和2年度末）： 75％

実績（令和2年度末）： 70％
Ｒ2売却実績 ： 25,000千円（１件）

（長期活用※を含めると、売却率は83％）
※参考：売却予定地の一部については、長期貸付等により活用

・長崎港：駐車場
・福江港：メガソーラー用地等

○売却予定地のPRを促進するとともに、地元市町に対し売却交渉を実
施

（港湾整備事業）
《利用率の向上》
◎目標（令和7年度末）：

75％以上
○ふ頭用地の利用改善を図る

ため未利用地等の利用を促
進

[個別項目]
14 環境変化に対応した公営

事業サービスの提供

《売却及び長期貸付率の向
上》
◎目標（令和7年度末）：

90％
○未売却地について、引き続

き地元市町に対する売却交
渉を行い、未売却用地の売
却を実施

[個別項目]
14 環境変化に対応した公営

事業サービスの提供
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番 号 ３４ 所管部局 県民生活環境部、水産部、土木部、交通局 達成状況 一部未達成

個別項目 公営企業の経営健全化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
公営企業については、サー
ビスの提供を将来にわたり
安定的に継続するため、経
営状況の改善に努め、経営
基盤の強化等に取り組みま
す。また、港湾整備事業会
計については、Ｒ２年度の
会計閉鎖に向け、未売却地
の販売促進や非売却地の移
管促進に取り組みます。
大村湾南部流域下水道事業
については、より計画的で
安定した経営が継続できる
ように中期的な経営計画の
策定を行うとともに、関連
市への移管や公営企業の導
入に向けた取組に努めます

（交通事業）
《中期経営計画の着実な推進》
○交通局においては、高齢者のバス利用促進や交流人口増加の取組など

を盛り込んだ中期経営計画を策定し、満65歳以上の高齢者を対象とし
たフリー定期券「プラチナパス65」の創設やシャトルバスの増便等、
経営の健全性を保ちながら、「地域生活路線の維持・確保」及び「本
県の観光振興への貢献」を推進

○令和2年度にコロナ禍による減収等に対し、人件費の見直し等の各種
改善策を実施するとともに、長期的視点で経営再建策を策定

（「一部未達成」とした理由）
●長崎魚市場について、経営健全化の取組を進めたが、高度衛生化施設

整備計画の変更により、経営計画策定を完了できなかったため。
●交通事業について、平成27年度から平成29年度は経営的に概ね順調

に推移するも、平成30年度以降は、軽油価格の高騰や貸切収入の減
少、新型コロナウイルスの影響等により赤字幅が拡大しているため。

（交通事業）
《中期経営計画の推進と経営
の健全化》
○コロナ禍からの再建を図る

ため、利用実態に合ったダ
イヤ編成や資産の活用、事
務の効率化等を柱とする収
支改善策を着実に実施し、
経営の健全化を推進

○行政・バス事業者と連携し、
地域公共交通の維持方策を
構築

○修学旅行の受入拡大等の観
光振興の取組を推進

[個別項目]
14 環境変化に対応した公営

事業サービスの提供

H27 H28 H29 H30 R元
R2

（見込）

収益的収支の税抜収支
（単位：百万円）

68 △25 753 △266 △271 △603

プラチナパス65の各年
度末時点での所有者数
（単位：人）

－ － 711 1,058 1,247 1,155

高速シャトルバスの利用
者数（単位：千人）

468 531 560 645 683 611
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番 号 ３５ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 総合計画推進に対応した組織体制の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

「長崎県総合計画 チャレ
ンジ２０２０」を総合的に
推進するとともに、個別課
題に的確に対応するため、
必要な組織体制の見直しを
実施します。組織体制の見
直しに当たっては、事業群
に対応した連携の仕組みを
検討します。

《事業群に対応した連携の仕組みの構築》
○平成29年度に、特に困難な部局横断的な政策課題に取り組むため、
組織規則の一部を改正し、新たに３政策監を配置（離島・半島・過疎
対策担当、国際戦略担当、産業人材育成・県内定着促進・働き方改革
担当）

○平成30年度に、部局横断的な観点から全ての県の施策について横串
を通して見直し、必要な施策については積極的に対応策を講じるため、
新たに統轄監を配置

○取組の加速化や進捗を促すとともに、各部局における具体的な施策の
検討と実施につなげるため、5つの重点テーマを設定し、ＰＴを設置
（雇用の場の確保と若者の県内定着対策の強化、移住促進対策の強化、
結婚・出産・子育て支援の強化、インバウンド対策の強化、集落維
持・活性化対策の強化）

※事業群に対応した連携の仕
組みについては一定構築で
きたことから、プランには
掲載せずに、組織体制につ
いては、今後も必要な見直
しを随時実施
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番 号 ３５ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 総合計画推進に対応した組織体制の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
「長崎県総合計画 チャレ
ンジ２０２０」を総合的に
推進するとともに、個別課
題に的確に対応するため、
必要な組織体制の見直しを
実施します。組織体制の見
直しに当たっては、事業群
に対応した連携の仕組みを
検討します。

《組織体制の見直し》
○総合計画を推進するとともに、個別課題に的確に対応するため、組織
体制を見直し

【平成29年度の主な組織改正】
・国際観光振興室の設置

【平成30年度の主な組織改正】
・統轄監（ポスト）の設置
県政全般に関して、人口減少に歯止めをかける視点から、施策全
体に横串を通して見直し、必要な施策に積極的に対応策を講じる
ため、新たな職を設置

・産業労働部の再編
新産業創造の推進に関する業務の一元化や若者の県内定着促進等
に関する推進体制を強化

【令和元年度の主な組織改正】
・ＩＲ推進室のＩＲ推進課への改組

【令和2年度の主な組織改正】
・企画振興部の再編
重要施策等の企画立案及び連携体制並びに推進体制を強化する
ため、「企画振興部」を「企画部」と「地域振興部」に再編

【令和3年度の主な組織改正】
・農林部内の改組
令和３年度からの「第３期ながさき農林業・農山村活性化計画」
の推進のため、体制を強化

（「概ね達成」とした理由）
●政策監・統轄監の配置、統轄監PTの設置など必要な組織体制を一定
構築するとともに、総合計画の推進、県政を取り巻く環境変化への
的確な対応のため、組織体制の所要の見直しを随時実施できたため。

※組織体制については、個別
事項としてプランへの掲載
はしないが、必要な見直し
を随時実施
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番 号 ３６ 所管部局 総務部、教育庁、交通局 達成状況 達 成

個別項目 人員・給与の適正管理

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

県民サービスの維持・向上
に努めつつ、事業のスク
ラップの徹底、業務の外部
化、事務の効率化などによ
り、引き続き適正な職員配
置に取り組みます。また、
職員給与については、今後
も、県民の理解が得られる
ように、人事委員会勧告や
国・他県の状況等を踏まえ、
引き続き適正に管理します。

《適正な職員配置》
○「長崎県行財政改革推進プラン」期間中の職員数の状況

※教育庁及び交通局については、現行水準以内での対応を行う

《適正な定員管理》
【総務部及び教育庁】
○多様化する行政需要等に対

応した適正な定員管理を実
施

【交通局】
○「地域生活路線の維持・確

保」及び「本県の観光振興
への貢献」を推進するため、
路線バスの効率化や業務見
直しを行い、適正な職員配
置等を実施

[個別項目]
11 人員・給与の適正管理

知事部局等 教育庁 交通局

Ｈ27.4 4,167 333 364

Ｈ28.4 4,139 332 355

Ｈ29.4 4,119 331 363

Ｈ30.4 4,105 330 357

H31.4 4,078 330 351

R2.4 4,052 330 334

R3.4 4,038 330 320

削減数 ▲129 ▲3 ▲44

削減目標※ ▲100 － －
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番 号 ３６ 所管部局 総務部、教育庁、交通局 達成状況 達 成

個別項目 人員・給与の適正管理

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
県民サービスの維持・向上
に努めつつ、事業のスク
ラップの徹底、業務の外部
化、事務の効率化などによ
り、引き続き適正な職員配
置に取り組みます。また、
職員給与については、今後
も、県民の理解が得られる
ように、人事委員会勧告や
国・他県の状況等を踏まえ、
引き続き適正に管理します。

【総務部及び教育庁】
《人事委員会報告・勧告等を踏まえた給与制度改定》
○毎年の人事委員会報告・勧告を踏まえつつ、地域の民間給与等の状況、

国、他県の状況等を勘案して給与改定を実施
・ラスパイレス指数（R2.4.1）：98.2（全国42位）

《等級別基準職務表に基づく適正な格付け・公表》
○職務の複雑、困難及び責任の度に応じた等級別基準職務表に基づき、

適正な格付けを実施
・等級別基準職務表を条例化
・等級ごとの職員数について公表を実施

《諸手当の支給について不断の点検を行い、不適正な支給を是正》

○毎年、諸手当の支給要件を継続的に満たしているか確認を行い、制度

の適正な運用を実施

（令和2年度の実施状況）

・知事部局：事後確認を実施（R2.7～12）

・教育庁 ：事後確認を実施（R2.7～12）

（「達成」とした理由）
● 人員については、組織や業務の見直し、事務の効率化等により、目標

を達成することができたため。
● 知事部局等及び教育庁の給与関係については、給与の適正管理のため、

人事委員会報告・勧告等を踏まえ、必要な給与改定を行うとともに、
等級別基準職務表に基づく適正な格付け・公表及び諸手当の事後確認
を実施したため。

【総務部及び教育庁】
《人事委員会報告・勧告等を
踏まえた給与制度改定》
○給与制度の適正な運用を図

るため、人事委員会報告・
勧告等を踏まえ、給与改定
を実施
《等級別基準職務表に基づく
適正な格付け・公表》
○給与制度の適正な運用を図

るため、等級別基準職務表
に基づき、適正な格付け、
公表を実施
《諸手当の支給に係る点検の
実施及び不適正な支給を是
正》
○給与制度の適正な運用を図

るため、諸手当の事後確認
を実施
《人事評価結果の給与への活
用》
○能力・実績に基づく人事管

理の徹底を図るため、全て
の人事評価結果に応じた給
与反映を推進

[個別項目]
11 人員・給与の適正管理
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番 号 ３７ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 臨時職員、非常勤職員の配置見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

業務の外部化の検討状況や
新県庁舎における仕事の仕
方の変革を踏まえ、臨時職
員や非常勤職員の配置を見
直します。

《新県庁舎移転に伴う臨時職員及び非常勤職員の見直し実施》
○新県庁舎の環境に応じた適正な配置の実施
新県庁舎移転によるオープンフロア化に伴い、これまで各所属で行っ
ていた文書発送や物品管理などの総務事務の集約化・効率化を図り、
臨時職員の配置見直しを実施
※見直し人数
・臨時職員：24名分

○教育部門と知事部局との総務事務の共同実施
教育部門の旅費事務等について、新県庁舎への移転を機に、総務事務
センターで共同実施
※支出事務：H30.4～事務集約
手当認定・旅費事務：H30.10～事務集約

○臨時職員及び非常勤職員の雇用状況実態調査の実施
雇用状況の実態等について、毎年、関係部局へのヒアリングを実施し、
配置の必要性を精査

（「達成」とした理由）
●新県庁舎の移転を契機として、オープンフロア化の特徴を活かして文
書発送など総務事務の効率化を図ることができたため。

※新県庁舎の移転（平成30
年1月）を契機とした取組
であり、臨時職員等の見直
しを実施したことから、次
期プランには掲載せずに、
毎年度、必要性を精査しな
がら配置の見直しを継続
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番 号 ３８ 所管部局 総務部(地域振興部)(全庁) 達成状況 一部未達成

個別項目 本土振興局の再編

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

「長崎県地方機関再編の基
本方針」（Ｈ２０年３月策
定）に沿って、本土振興局
の再編を進めます。具体的
には、本土振興局のあるべ
き組織体制の検討や、庁舎
の確保に向けた検討を実施
し、基本方針における最終
形の実現を目指します。

《基本方針における最終形の実現》
○「長崎県地方機関再編の基本方針」に基づく振興局見直しの方向性に

ついて
：基本方針における最終形の実現に向け、庁舎の建替えも含めての今

後の方向性について、現時点での県の考え方をとりまとめ、公表
（令和元年12月）

○その他、県南地域事務所（仮称）の建設を予定している諫早市、長崎
地区・島原地区の関係市町、関係団体に対して、県の考え方について
説明し、意見を聴取

（「一部未達成」とした理由）
●振興局見直しの方向性について考え方を取りまとめ、関係市町・関係

団体の意見聴取を行うなど、基本方針における最終形の実現に向けた
検討を進めているものの、組織体制を整理した再編の実施案の策定等
には至らなかったため。

《県南地区振興局の再編》
○庁内関係部局との協議、関

係市町や団体の意見等を踏
まえ、県南地区再編の実施
案を策定のうえ、振興局の
集約に必要な庁舎の建設を
進め、県南地区の県民サー
ビス提供の拠点かつ防災拠
点となる庁舎を確保

[個別項目]
7 県南地区振興局の再編
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番 号 ３９ 所管部局 総務部(地域振興部)(全庁) 達成状況 一部未達成

個別項目 離島振興局の市町との役割分担の整理

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

市町村合併や地方分権改革
の進展を踏まえ、離島振興
局において実施している県
業務を市町が実施すること
について、市町との協議を
進め、役割分担を整理しま
す。

《県業務の離島市町での実施》
○県と市町がともに効率化を図る視点から、また、定住人口確保の視点
から、県業務を市町へ委託すること等の可能性について、庁内で検討
を実施するとともに、令和元年度に設立した「人口減少社会に適応し
た行政サービスの提供のあり方研究会」において、県・市町を含む自
治体行政の様々な課題の調査・研究・議論を実施

※参考
「人口減少社会に適応した行政サービスの提供のあり方研究会」に
ついて
○離島に限らず、人口減少社会においても県・市町ともに行政サー
ビスを安定的に提供し続けることを目指し、将来の行政運営の面
で生じる様々な課題に関する調査・研究・議論を行う「人口減少
社会に適応した行政サービスの提供のあり方研究会」を設置

（「一部未達成」とした理由）
●県業務の市町への委託等の検討のほか、「人口減少社会に適応した行
政サービスの提供のあり方研究会」を設立し、市町との連携・協働等
について議論を進めているものの、離島振興局の市町との役割分担な
ど具体的な整理については引き続き検討を進める必要があるため。

《市町との連携・補完・支
援》
○「人口減少社会に適応した
行政サービスの提供のあり
方研究会」での議論等を通
して、県業務の離島市町で
の実施等を検討

[個別項目]
28 市町との連携・補完・支
援
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番 号 ４０ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁、警察本部 達成状況 概ね達成

個別項目 総務事務のさらなる集約化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

職員の旅費や給与などの総
務事務の集約化を図り、よ
り効果的・効率的に事務を
実施できる体制を検討しま
す。

【知事部局及び教育庁】
《総務事務集約の検討・実施》
○教育庁、警察本部、各振興局等の業務量調査及び集約業務の協議検討
○総務事務等の集約を実施している先進県の実態調査
○旅費事務の集約

・平成30年4月に知事部局地方機関の旅費事務を総務事務センター
に集約

・平成30年10月に教育庁の旅費事務を総務事務センターに集約
・令和３年4月に議会事務局の旅費事務を総務事務センターに集約

○支出事務及び手当認定事務の集約
・平成29年2月に長崎地区地方機関の手当認定事務を総務事務

センターに集約（既に集約済の長崎振興局を除く）
・平成30年4月に教育庁の支出事務を総務事務センターに集約
・平成30年10月に教育庁の手当認定事務を総務事務センターに

集約
・令和3年4月に議会事務局の支出事務及び手当認定事務を総務事務

センターに集約
○契約事務の集約

・令和2年4月に上五島福祉事務所の庁舎管理、消耗品等の単価契約
事務を五島振興局上五島支所に集約

《外部化の検討》
○官公庁に実績がある人材派遣会社の訪問調査
○総務事務の集約を図りながら外部化を検討

（令和2年度に外部化を含む業務見直しに向けた調査委託を実施）

【知事部局及び教育庁】
《総務事務を中心に、さらな
る集約範囲野拡大を検討》
○集約した事務の検証及びさ

らなる事務の集約について
検討

[個別項目]
5 業務のさらなる集約化・外

部化

《業務の外部化》
○引き続き集約した事務の検

証を行いながら、外部化を
具体的に検討

[個別項目]
5 業務のさらなる集約化・外

部化
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番 号 ４０ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁、警察本部 達成状況 概ね達成

個別項目 総務事務のさらなる集約化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】

職員の旅費や給与などの総
務事務の集約化を図り、よ
り効果的・効率的に事務を
実施できる体制を検討しま
す。

【警察本部】
《総務事務集約の範囲の検討》
○一部所属間における旅費、給与、物品等の総務事務の集約化を試行し、

現場警察活動に支障が生ずることのないシステムの構築について検討
を実施

（「概ね達成」とした理由）
● 知事部局・教育庁については、段階的に業務集約化を進めるとともに、

外部化に向けた業務調査委託など効率的な実施に向けた検討を行って
いるため、「概ね達成」と判断。

● 警察本部では、一部所属間において、総務事務の集約化を試行し、実
施体制について検討を実施している。

【警察本部】
《業務のさらなる集約化・外
部化》
○旅費、給与、物品等の総務

事務の効率化・平準化によ
る適正な業務運営を推進す
るため、総務事務の集約の
試行所属を拡大し、現場警
察活動に支障が生ずること
のないシステムの構築を引
き続き検討

[個別項目]
5 業務のさらなる集約化・外

部化
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番 号 ４１ 所管部局 県民生活環境部、産業労働部、水産部、農林部 達成状況 概ね達成

個別項目 試験研究機関の運営の効率化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

現場や地域社会のニーズの
把握、外部資金の獲得、研
究分野の重点化、試験研究
機関間や大学との連携強化
を進めるなど、効率的な運
営を図ります。

（環境保健研究センター)
《学官連携共同研究の件数》
○大学等試験研究機関と当センターのお互いの利点を活かした質の高い

研究成果を目指すため、連携協力の拡充・強化を推進
○経常研究等4件については、すべて大学等試験研究機関との共同研究

であり、効率的な研究推進に寄与

※共同研究件数の目標と実績

○ 共同研究の相手方（令和2年度）：長崎大学 ４件
○ 共同研究の内容（令和2年度）

①長崎県における熱中症発生の地域特性と気象との関連性に関する研
究（新規：R2～R4（経常研究））

②調整池及び周辺流入河川における淡水二枚貝の生息場拡大手法の開
発に関する研究（継続：H30～R2（経常研究））

③国際感染症対策としての技術交流モデルの構築
（継続：R元～R３（経常研究））

④食中毒起因化学物質の迅速分析法の確立
（新規：R2～R4（経常研究））

（環境保健研究センター)
《試験研究機関の運営の効率
化（環保）》
○ 試験研究機関の運営・取組

の改善のため取組を継続す
ることとし、大学等研究機
関とセンターのお互いの利
点を活かした質の高い研究
成果を目指すため、連携協
力の拡充・強化を推進

[個別項目]
9 試験研究機関の運営・取組

の改善

H28 H29 H30 R元 R2

目標（件数） 4 4 4 4 4

実績（件数） 4 4 4 4 4
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番 号 ４１ 所管部局 県民生活環境部、産業労働部、水産部、農林部 達成状況 概ね達成

個別項目 試験研究機関の運営の効率化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
現場や地域社会のニーズの
把握、外部資金の獲得、研
究分野の重点化、試験研究
機関間や大学との連携強化
を進めるなど、効率的な運
営を図ります。

（工業技術センター及び窯業技術センター）
《産学官連携による共同研究数》
○産業ニーズの把握と県内企業への技術支援を行うため、技術相談、現

地技術支援、企業訪問等を実施

○産業ニーズのうち高度な専門性が求められる研究テーマや単独の県研
究機関だけでは解決が困難な研究テーマについて、大学や県内研究機
関及び国等の研究機関と連携した研究を実施

《外部資金応募件数》
○経常研究、戦略プロジェクト研究、共同研究から応用研究に発展させ

ていくため外部資金の獲得を推進

○技術相談、現地技術支援、企業訪問等を実施しながら、応用研究に繋
げていくため外部資金の獲得を推進

（工業技術センター及び窯業
技術センター）
《試験研究機関の運営の効率
化（工技・窯技）》

○現場や地域社会のニーズの
把握、外部資金の獲得、研
究分野の重点化、試験研究
機関間や大学との連携強化
を進めるなど、引き続き、
効率的な運営を推進

○大学や企業等との連携強化
による共同研究体制の構築
や、研究員の資質の向上を
図るとともに、外部資金の
積極的な応募・活用を推進

[個別項目]
9 試験研究機関の運営・取組

の改善

H28 H29 H30 R元 R2 合計

産学官連携による
共同研究数

目標値 84 106 107 99 93 488

実績値 113 96 88 95 115 507

外部資金応募件数
目標値 10 11 12 13 11 56

実績値 16 15 ８ 10 ６ 55
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番 号 ４１ 所管部局 県民生活環境部、産業労働部、水産部、農林部 達成状況 概ね達成

個別項目 試験研究機関の運営の効率化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
現場や地域社会のニーズの
把握、外部資金の獲得、研
究分野の重点化、試験研究
機関間や大学との連携強化
を進めるなど、効率的な運
営を図ります。

（総合水産試験場）
《現場や地域社会のニーズの的確な把握》
○現場ニーズの的確な把握と研究への反映

・移動水産試験場（研修会）
・関係機関（漁業者等）との意見交換会

《試験研究の重点化》
〇水産業振興基本計画に基づく試験研究への取組

・海況予測、赤潮防除、全雄養殖トラフグ、水産物発酵、養殖マアジ
餌付に関する新たな技術を開発

《現場への成果提供の充実化》
〇漁業者等が分かり易く、利用し易い成果情報発信

・移動水産試験場（研修会）
・ホームページを通じた新たな成果情報の発信

※実績と目標

（総合水産試験場）

※ニーズの把握、研究の重点
化、成果の提供については
プランには掲載しないが、
研究機関の基本的な責務で
あり、水産業振興基本計画
（R3～R7）試験研究の取
組方針に基づき、新たな現
場ニーズの把握、研究課題
の重点化、効率的な技術開
発、技術の普及と現場定着
を引き続き実施

H28 H29 H30 R元 R2

実績 8 11 9 8 6

目標 8 8 8 8 8

実績 1 1 1 1 1

目標 1 1 1 1 1

実績 8 14 23 30 37

目標 7 15 21 30 37

研修会の
開催数

意見交換会の
実施回数

成果情報発信
(H28から累計)
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番 号 ４１ 所管部局 県民生活環境部、産業労働部、水産部、農林部 達成状況 概ね達成

個別項目 試験研究機関の運営の効率化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
現場や地域社会のニーズの
把握、外部資金の獲得、研
究分野の重点化、試験研究
機関間や大学との連携強化
を進めるなど、効率的な運
営を図ります。

（総合水産試験場）
《共同研究実施件数》
◎目標：18件／年
○大学、国の研究機関等との連携強化

・共同研究実施件数の維持
・長崎水産研究三機関連絡会議（大学・国・県）の実施
・連携活動、情報交換の場の維持拡大
・「ながさき水産科学フェア」の開催

※実績と目標

（総合水産試験場）
《試験研究機関の運営の効率
化（水試）》

〇大学、国の研究機関等との
連携強化

・共同研究実施件数
様々な新たな課題に対応

するためには専門性の高い
外部機関との共同研究は重
要であるため、取組を継続
することとし、研究の効率
化を推進

・長崎水産研究三機関連絡会
議等の連携活動の実施

水産研究・教育機構水産
技術研究所、長崎大学海洋
未来イノベーション機構が
隣接する好条件を活かし連
携を強化するため、取組を
継続することとし、研究の
効率化を推進

[個別項目]
9 試験研究機関の運営・取組

の改善

H28 H29 H30 R元 R2
実績 25 19 21 18 18
目標 18 18 18 18 18
実績 3 3 3 3 2
目標 3 3 3 3 3
実績 1 1 1 1 0
目標 1 1 1 1 1

共同研究実施
件数

三機関連絡
会議の開催
科学フェア
の開催
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番 号 ４１ 所管部局 県民生活環境部、産業労働部、水産部、農林部 達成状況 概ね達成

個別項目 試験研究機関の運営の効率化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
現場や地域社会のニーズの
把握、外部資金の獲得、研
究分野の重点化、試験研究
機関間や大学との連携強化
を進めるなど、効率的な運
営を図ります。

（農林技術開発センター）
《競争的資金・戦略プロジェクト・産学官連携による共同研究実施課題
数》
○農業者等のニーズを踏まえ、農家の所得向上や農林業を取り巻く情勢

に対応した研究開発を効率的かつ有効に進めるため、アグリイノベー
ション研究開発プラットフォーム等を活用し、大学や企業等との連携
による現地実証型の研究にも対応した競争的資金及び戦略プロジェク
ト研究等の産学官連携事業を実施

○特に、R元年度からは、スマート農業に関する国の競争的資金である
現地実証型プロジェクトに３課題採択
・温州みかんの生産から出荷をデータ駆動でつなぐスマート農業技術

一貫体系の実証（R元～２）
・びわの品質を保証する生産から出荷までのスマート農業技術の実証

と農福連携の推進（R2～３）
・中山間地におけるブロッコリーの生産から出荷をつなぐスマート農

業システム（R2～３）

（「概ね達成」とした理由）
＜工業技術センター及び窯業技術センター＞
●目標値に達しなかった年度もあるが、実績値及び合計値とも概ね高い

数値であるため。

（農林技術開発センター）
《試験研究機関の運営の効率
化（農技）》
○試験研究機関や大学との連

携強化による、Society5.0
や中山間地域の維持・活性
化等の研究分野の重点化、
及び競争的研究資金等の外
部資金獲得による、効率的
な運営が図られるため取組
を継続

[個別項目]
９ 試験研究機関の運営・取組

の改善

H28 H29 H30 R元 R2

共同研究実施課題数 35 35 39 27 33

各年目標数 35 35 35 39 39
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番 号 ４１ 所管部局 県民生活環境部、産業労働部、水産部、農林部 達成状況 概ね達成

個別項目 試験研究機関の運営の効率化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
現場や地域社会のニーズの
把握、外部資金の獲得、研
究分野の重点化、試験研究
機関間や大学との連携強化
を進めるなど、効率的な運
営を図ります。

＜農林技術開発センター＞
●R元年度から国の競争的研究資金が、研究機関連携型から生産者や企

業とのコンソーシアムによる現地実証型にシフトし予算枠が縮小した。
しかしそのような中でも、本県の重要施策であるスマート農業に関す
る３課題が採択されるなど効率的に研究に取り組むことができたため。

- 110 -

- 110 -



番 号 ４２ 所管部局 福祉保健部 達成状況 一部未達成

個別項目 こども医療福祉センターの地域への機能移行と効率的な運営

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

こども医療福祉センターに
ついては、地域の中核的な
療育支援機関に対する集中
的な支援や質の高い療育を
提供する事業所を増やす取
組などにより、療育体制の
機能強化・分担を進めると
ともに、こども医療福祉セ
ンターが有する機能の地域
への移行を促進し、効率的
な運営を図ります。

《児童発達支援センター等の中核的療育支援機関の増加》
○巡回療育相談を実施し、障害児の地域生活支援を行った。また併せて

地域で療育に携わる保健師、保育士等の療育関係者や保護者への研修
会を開催

○児童発達支援センターをはじめとする地域の療育支援機関等に対し技
術支援を実施

○新規開設事業所に対する施設整備への助成を行い、5年間で7件の児
童発達支援センターが開設（既存2件が閉所したため差引5件の増）

（「一部未達成」とした理由）
●巡回相談及び技術支援はR2年度においては新型コロナウイルスの影

響で回数が減少したが、その他の年度については、一定の成果をあげ
ることができた。
数値目標としていた児童発達支援センターの設置数については、施設
整備の助成等により設置を促進できたが、一方で既存のセンターが閉
所し、目標としていた17件を達成しなかったため。

《児童発達支援センター等の
中核的療育支援機関の増加》
○地域の中核的療育支援機関

の増加のため技術支援や施
設の整備に対する優先的な
補助の取組を継続すること
とし、こども医療福祉セン
ターが有する機能の地域へ
の移行を推進

[個別項目]
1 環境変化に対応した柔軟か

つ機動的な組織体制・運営
への見直し

H27 H28 H29 H30 R元 R2

巡回療育相談実施回数 21 21 21 21 19 9

技術支援回数 254 347 389 373 304 189

児童発達支援センター数
（目標）

6 8 10 12 14 17

児童発達支援センター数
（実績）

6 6 9 11 11 11
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番 号 ４３ 所管部局 産業労働部、農林部 達成状況 概ね達成

個別項目 高等技術専門校、農業大学校の運営体制の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

運営体制を見直し、効率的
な運営を図ります。

（高等技術専門校）
《高等技術専門校の運営体制の見直し》
（協議の実施）
〇各校における運営協議会（Ｈ７年度～）の開催（毎年度各1回）

→ 各科における訓練の見直し等へ反映
○企業訪問等による訓練ニーズ等の把握及び訓練内容等の継続的な

見直し、充実・強化（毎年度実施）
→ 訓練内容、就職（県内）・定着、指導員研修、募集等へ反映

（具体的見直し内容）
〇（H29年度～）長崎校及び佐世保校の自動車整備科にて、最新技術

への対応を目的とし民間企業等からの外部講師を活用
→ 安全運転支援システム等新技術・ノウハウ習得の訓練実施

○（H30年度～）佐世保校OAビジネス科にて、「秘書検定2級」の
合格率向上を目的として訓練強化

→ 合格率（H30）84.2%（R元）80.0%（R2）93.7%
○（R元年度～）佐世保校の訓練科名変更

→ 「塗装技術科」を「自動車塗装科」へ科名変更
関連する板金基礎講習実施等、自動車板金訓練を強化

○（R２年度～）佐世保校の訓練科名変更
→ 「OAビジネス科」を「オフィスビジネス科」へ科名変更

販売・接客・営業の訓練強化＝即戦力養成の訓練内容へ変更

（高等技術専門校）
《高等技術専門校の運営体制
の見直し》
○「第11次長崎県職業能力

開発計画（R3～R7）」の
策定（10月公表予定）を
踏まえ、訓練内容等（訓練
課程、訓練期間、定員、取
得資格等）の見直し、入校
生確保対策及び指導員等の
効率的な運営体制について
検討

[個別項目]
8 高等技術専門校、農業大学

校の運営体制の見直し
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番 号 ４３ 所管部局 産業労働部、農林部 達成状況 概ね達成

個別項目 高等技術専門校、農業大学校の運営体制の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
運営体制を見直し、効率的
な運営を図ります。

（農業大学校）
《農業大学校の運営体制の見直し》
○ながさき農業オープンアカデミーの実施及びカリキュラム見直し

・若手農業者の経営発展ステージに合わせた経営力向上のための高度
な研修を提供。外部講師を積極的に活用するとともに、離島部や天
候等への対応策として、令和元年度よりＴＶ会議システムで実施す
るなどの開催方法を見直すことにより、計画的な運営、参加しやす
い環境づくりを提供

○計画的な整備の検討
・施設整備については、農林技術開発センターと農業大学校の効率的

な運営にむけあり方を検討。施設の老朽化が進み、先進的な農業
教育を提供する観点から施設整備の検討がなされ、学生寮の建設を
先行して行い（R4年8月運用）、本校整備についても一体的、
計画的に整備を推進

（「概ね達成」とした理由）
＜高等技術専門校＞
●各校運営協議会等における企業団体等の意見を訓練内容に反映した

訓練内容の見直し及び民間外部講師による講習（資格取得・新技術
実技講習）を毎年実施した結果、修了生の県内就職率を90％以上
に維持することができたため。
（H30）93.1％、（R元）96.0％ （R2）97.6％

（農業大学校）
《農業大学校の運営体制の見
直し》
○農業者の経営ステージに合

わせた農業教育を進めるた
め、農林技術開発センター
との連携を図りながら、研
究と教育の総合拠点として
実践的な教育を推進

[個別項目]
8 高等技術専門校、農業大学

校の運営体制の見直し

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２
講座受講生(人) 35 24 40 46
ＴＶ会議 未導入 未導入 導入 導入
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番 号 ４３ 所管部局 産業労働部、農林部 達成状況 概ね達成

個別項目 高等技術専門校、農業大学校の運営体制の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
運営体制を見直し、効率的
な運営を図ります。

＜農業大学校＞
●農業者に対する研修講座のあり方について、外部講師の積極的活用、

TV会議システムの導入による効率的な運営が引き続き図られたため。
●施設整備については、農林技術開発センターと連携した運営体制にむ

け、学生寮を先行して整備し、他施設においても予算確保に向けた取
組を継続したため。
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番 号 ４４ 所管部局 水産部 達成状況 達 成

個別項目 漁業取締船・調査船の効率的な運航

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

漁業取締船については、取
締能力の維持や安全運行の
面を考慮しながら、より効
率的・効果的な取締体制に
ついて検討します。調査船
については、機能の維持を
図りながら、より効率的な
運航体制について検討しま
す。

《取締船の効率的な取締体制の確立》
○更新時期を迎える「かいりゅう」（平成5年進水）については、
H30・R2年度の船体強度検査結果を基に、引き続き安全航行のため
の必要な維持補修を行なうことで現取締船の使用を継続
また、代船建造の必要性について、他県や水産庁の事例を参考に検討
を開始

○悪質密漁（狩りさし網、潜水器）等を対象に、違反の実態に対応した
夜間取締体制を構築し、取締を実施した結果、被害漁協から「密漁船
を見かけなくなった」と評価を得ており、違反の抑止効果を確認

《調査船の効率的な運航体制の検討》
○調査船については、H30年度までの2隻から、調査船「鶴丸」（H21
年進水）１隻での調査体制に変更

（「達成」とした理由）
●取締船の効率的な取締体制の確立については、代船建造に向けた検討
を進めつつ、船体強度検査結果に基づき「かいりゅう」の安全航行を
確保し、取締能力の維持が図れた。また悪質密漁の効果的な取締体制
が構築できたため。

●調査船はR元年度から1隻体制とし、調査船の効率的な運航体制を維
持できたため。

※令和2年度の法定検査（定
期検査）に合格し引き続き
「かいりゅう」の安全航行
を確保したことから、プラ
ンには掲載せずに、代船建
造の必要性についても検討
を継続

※調査船2隻を1隻体制に変
更し、効率的な運航や必要
に応じた用船で調査体制を
維持していることから、プ
ランには掲載せずに、取組
を終了

年度 H28 H29 H30 R元 R2

鶴丸の年間稼働日数 105 110 123 120 133
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番 号 ４５ 所管部局 教育庁 達成状況 達 成

個別項目 県立高等学校改革の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

「第二期長崎県立高等学校
改革基本方針」（H２１年３
月策定）に基づき、高校教
育改革を推進します。

《第二期長崎県立高等学校改革基本方針に基づく高校教育改革の推進》
○平成28年9月に長崎県立高等学校教育改革第8次実施計画を策定
・離島留学制度の更なる拡充を図るため、新たに平成30年度に五島南
高校・奈留高校に導入

・時代が求める人材を育成するため、口加高校に平成29年度に普通科
のグローカルコース（グローバルな視野で物事を考える能力を持ち、
地域の発展に情熱と愛情を注ぐことのできる人材の育成を目指す
コース）及び平成31年度に福祉科を設置

・定時制課程における多様な生徒への教育支援の充実を図るため、平
成30年度に佐世保中央高校夜間部に午後から学べるエンカレッジ
コースを設置

○「第二期長崎県立高等学校改革基本方針」が令和2年度をもって終了
することから、令和３年度から10年間を計画期間とする「第三期長
崎県立高等学校改革基本方針」を策定・周知啓発

（「達成」とした理由）
●上記のとおり、第二期長崎県立高等学校改革基本方針に基づき第8次
実施計画を策定し、計画の推進のための取組を実施したため。

※県立高等学校改革の推進に
ついては、令和３年度から
「第三期長崎県立高等学校
改革基本方針」に基づき児
童生徒の増減や社会・地域
の教育ニーズ等を考慮して
実施していくものであるた
め、プランには掲載せずに、
今後は第三期方針に基づい
た高校教育改革の推進に向
けた取組を継続
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番 号 ４６ 所管部局 教育庁 達成状況 達 成

個別項目 特別支援学校の適正配置

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

県全体の児童・生徒数が減
少する一方で、特別支援学
校で学ぶ児童・生徒の数は
年々増加しており、引き続
き、「長崎県特別支援教育
推進基本計画（Ｈ２３年
１０月策定）に基づき、特
別支援学校の適正配置を推
進します。

《「長崎県特別支援教育推進基本計画」に基づく適正配置の推進》
○「長崎県特別支援教育推進基本計画第3次実施計画」に基づく特別支
援学校の適正配置
・平成28年度 長崎特別支援学校への高等部の設置
・平成29年度 川棚特別支援学校への高等部の設置
・平成30年度 大村特別支援学校西大村分教室（小・中学部）の設置
・平成30年度 諫早特別支援学校みさかえ分教室の廃止と訪問教育へ

の移行

○「長崎県特別支援教育推進基本計画第4次実施計画」に基づく特別支
援学校の適正配置
・平成31年度 ろう学校佐世保分校の分教室化
・令和 3年度 佐世保特別支援学校北松分校の設置

（「達成」とした理由）
●「長崎県特別支援教育推進基本計画第３次及び第４次実施計画」に基
づき、特別支援学校の計画的な配置を行ったため。

※「長崎県特別支援教育推進
基本計画」の計画期間が令
和3年度をもって終了。今
後はプランには掲載せず、
令和4年度以降の特別支援
教育の基本方針や施策の方
向性を示す「第二期長崎県
特別支援教育推進基本計
画」を令和3年度中に策定
し、本基本計画に基づき、
児童生徒数の見込みや地域
の教育的ニーズを踏まえた
特別支援学校の適正配置を
引き続き推進
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番 号 ４７ 所管部局 警察本部 達成状況 達 成

個別項目 警察署における運転免許証即日交付拡大の検討

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

警察署における運転免許証
の即日交付の拡大について、
施設面や人的体制面、費用
対効果などを考慮しながら
検討します。

《長崎市内での即日交付を実施》
○長崎市内における運転免許証の即日交付施設の整備
令和２年４月１日、長崎警察署に併設する運転免許証の即日交付施設
である長崎運転免許センターを開設し、長崎市内における運転免許証
の即日交付を行った結果、令和２年度中は更新免許証の即日交付率
71.2%（前年比＋14ポイント）となり、全国平均と同程度の水準に
向上

更新免許証の即日交付件数

注：警察庁統計
（「達成」とした理由）
●令和2年4月1日から、長崎運転免許センターが開庁したことにより、
即日交付率についても、全国平均水準となったため。

※即日交付率について、全国
平均水準となったことから
プランには掲載せず、県下
の免許人口の推移を踏まえ
継続的な検討を実施

単位：件

H28 H29 H30 R元 R２

運転免許試験場 78,523 77,967 76,915 79,160 74,271

長崎運転免許センター － － － － 33,646

西海警察署 3,541 3,535 3,376 4,086 3,484

南島原警察署 5,461 5,692 5,509 6,238 5,474

平戸警察署 4,786 5,063 5,196 5,817 4,692

五島警察署 5,260 4,887 4,598 5,133 5,287

新上五島警察署 2,375 2,283 2,274 2,448 2,464

壱岐警察署 3,869 3,672 3,430 3,678 3,880

対馬南警察署 4,060 3,502 3,262 3,588 3,547

更新免許証の即日交付件数 107,875 106,601 104,560 110,148 136,745

更新免許証の総交付件数 195,166 189,299 183,653 192,667 192,089

長崎県の即日交付率 55.3% 56.3% 56.9% 57.2% 71.2%

即日交付率の全国平均 79.6% 80.0% 80.4% 80.3% 78.6%
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番 号 ４８ 所管部局 総務部、県民生活環境部(全庁) 達成状況 未達成

個別項目 各種審議会等の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

各種審議会等については、
設置の必要性、効果の検証、
類似審議会の統合等を毎年
度検討し、検討結果を公表
します。また、委員の任命
にあたっては、公募委員や
女性委員の積極的な登用に
努めていきます。

【総務部】
《設置の必要性、効果の検証、類似審議会の統合等を検討した結果を
ホームページで公表》
○平成28年度から、例年行っている附属機関等の状況公表にあたって

の調査様式について、設置の必要性、効果の検証、類似審議会の統合
等の検討結果を明記するよう改正し、各審議会等所管課に検討を依頼

○毎年度、附属機関等の状況についての調査結果を取りまとめ、12月～
1月頃に全審議会等の検討結果をホームページに公表

《公募委員の登用促進》
○公募委員の拡充を図るため、委員改選の年かつ公募委員導入率が20％

に達していない附属機関等の所管課に対し、毎年度、2回程度公募委
員の増員の検討を依頼
（公募委員率は、令和2年3月31日時点で前年度から0.5ポイント増
加の14.3％）

※公募委員については、「附属機関等の設置及び運営に関する要綱」に
おいて、委員数の概ね20％を公募により選任するよう努めることと
している。

【総務部】

※附属機関等の状況公表にあ
たっての調査において、設
置の必要性等の検討がなさ
れていることから、プラン
には掲載せずに、取組を継
続

《公募委員の登用促進》
○引き続き、増員の検討依頼

を行うなど、公募委員の積
極的な登用を促進

[個別項目]
27 多様な主体との連携・協

働を支える仕組みづくり
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番 号 ４８ 所管部局 総務部、県民生活環境部(全庁) 達成状況 未達成

個別項目 各種審議会等の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
各種審議会等については、
設置の必要性、効果の検証、
類似審議会の統合等を毎年
度検討し、検討結果を公表
します。また、委員の任命
にあたっては、公募委員や
女性委員の積極的な登用に
努めていきます。

【県民生活環境部】
《審議会等委員への女性登用促進》
○「審議会等の委員への女性登用促進要綱」に基づき、女性委員の登用

計画を策定し、ポータルサイト掲載により情報共有
・計画期間：平成28～令和2（平成32）年度（5年間）
・対 象：法律又は条例に基づく附属機関
・目 標：女性委員登用率 40.0%
・女性委員の登用実績等

○委員改選時における事前協議等の実施
・委員改選時に各審議会担当部局から県民生活環境部へ事前協議を行

い、女性委員登用に係る助言等を実施
・女性委員登用率向上に向けた部局内調整や、公募委員についてはそ

の総数の1/2以上を女性委員の登用に努めるなど、女性が参画する
機会の確保を関係部局へ依頼

○これまでの取組の結果、令和２年４月1日現在で37.3％の登用率とな
り、基準年から2.7ポイント増加したが、目標としている令和3年4月
1日現在で40％には達しない見込み

（「未達成」とした理由）
●公募委員の導入可能な機関については既に一定の公募委員を導入済で

あり、大幅な上積みが難しい状況であるため、公募委員率の目標であ
る「概ね20％」が達成できていない。

【県民生活環境部】
《審議会等委員への女性登用
促進》
○女性委員登用率が目標を達

成できない見込みであるた
め、令和3年度から7年度
を期間とする新たな登用計
画を策定し、引き続き、改
選時の事前協議の実施等に
より、女性委員の登用を促
進

[個別項目]
27 多様な主体との連携・協

働を支える仕組みづくり

審議会数 委員数 うち女性 登用率

基準値:H28.4.1 61 1,107 383 34.6%

現 状:   R2.4.1 60 1,063 396 37.3％

目 標: R3.4.1 61 1,080 432 40.0%
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番 号 ４８ 所管部局 総務部、県民生活環境部(全庁) 達成状況 未達成

個別項目 各種審議会等の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
各種審議会等については、
設置の必要性、効果の検証、
類似審議会の統合等を毎年
度検討し、検討結果を公表
します。また、委員の任命
にあたっては、公募委員や
女性委員の積極的な登用に
努めていきます。

●また、審議会等委員への女性登用については、委員が行政機関の長等
の指定がある場合、そのポストに女性が少ないこと、関係団体からの
推薦の場合、代表・役員のポストに女性が少ないなどの理由により、
女性委員の登用が計画どおりには進まなかったため。
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番 号 ４９ 所管部局 総務部 達成状況 達 成

個別項目 県税の徴収率の向上

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

県税の未収額の解消に努め、
徴収率の向上を図ります。
給与の一斉差押や預貯金を
中心とした債権の差押など
の滞納処分を積極的に実施
するとともに、特に未収額
の多い個人県民税について
は、「長崎県地方税回収機
構」及び県の直接徴収のよ
り一層の活用や支援が必要
な市町に対する取組の強化、
特別徴収制度の定着などに
より、未収額の解消に努め
ます。

《徴収率９８％以上（毎年度）》

○給与の一斉差押や預貯金を中心とした債権の差押などの滞納処分の積

極的な実施

○特に未収額の多い個人県民税については、「長崎県地方税回収機構」
及び県の直接徴収のより一層の活用や支援が必要な市町に対する徴収
技術の助言及び研修の実施

○徴収率（実績）

（「達成」とした理由）
●徹底した財産調査による滞納処分の強化及び地方税回収機構を活用し

た市町との連携による個人県民税の未収額の縮減により、目標を達成
する見込みであるため。

《未収額の８割を占める個人
県民税の未収額の縮減》
○給与の一斉差押や預貯金を

中心とした債権の差押など
の滞納処分を積極的に実施
するとともに、特に未収額
が多い個人県民税について
は、「長崎県地方税回収機
構」及び県の直接徴収のよ
り一層の活用や支援が必要
な市町に対する取組の強化
などにより、徴収率を向上

[個別項目]
12 歳入の確保

年度 徴収率

H28（基準年） 98.5％

H29 98.7％

H30 98.8％

R元 98.8％

R2（見込み） 98.８％
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番 号 ５０ 所管部局 企画部、総務部 達成状況 一部未達成

個別項目 ふるさと納税の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

ふるさと納税制度の趣旨を
踏まえつつ、一層の活用を
図り、ＰＲ活動やお礼の品
の見直しなどによる寄付額
の増加に取り組みます。ま
た、平成２８年度から導入
予定の「企業版ふるさと納
税」についても、全国の企
業への効果的・効率的なア
ピール展開を図り、地方創
生事業に対する企業からの
寄付の促進に取り組みます。

【企画部】
《企業版ふるさと納税》
○寄附目標及び実績（単位：千円）

○寄附金額の目標達成に向け、以下の取組等を実施
・長崎県ゆかりの企業への企業版ふるさと納税に関する案内状の送付
・企業訪問や各地区県人会・長崎県ゆかりの交流会等でのPR

（R2はコロナ禍のため、訪問や県人会等でのPRができなかった）
・制度改正に伴う対象プロジェクトの拡充（R2～）

○寄附をいただいた企業のPRのため、以下の取組等を実施
・県ホームページでの寄附企業の紹介
・寄附企業を掲載したリーフレットの作成
・制度周知と寄附企業PRを兼ねたポスターの作成

（長崎空港、バスターミナル等へ掲出）
・交通広告を空港線リムジンバスへ掲出

【企画部】
《寄附額増収へ向けた取組》
○企業からの「企業版ふるさ

と納税」を活用した寄附を
促進するため、本県ゆかり
の企業等に対する制度周知
やプロジェクトへの支援依
頼のための文書送付・企業
訪問等の活動や寄附をいた
だいた企業のPR活動を継
続して実施

[個別項目]
12 歳入の確保

H28 H29 H30 R元 R2 累計

目標額 26,000 39,000 50,000 50,000 50,000 215,000

実績額 32,800 29,600 27,300 15,500 31,800 137,000

達成率 126% 76% 55% 31% 64% 64%
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番 号 ５０ 所管部局 企画部、総務部 達成状況 一部未達成

個別項目 ふるさと納税の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
ふるさと納税制度の趣旨を
踏まえつつ、一層の活用を
図り、ＰＲ活動やお礼の品
の見直しなどによる寄付額
の増加に取り組みます。ま
た、平成２８年度から導入
予定の「企業版ふるさと納
税」についても、全国の企
業への効果的・効率的なア
ピール展開を図り、地方創
生事業に対する企業からの
寄付の促進に取り組みます。

【総務部】
《個人版ふるさと納税》
○寄附目標（毎年20,000千円以上）及び実績（単位：千円）

○寄附金額の目標達成に向け、以下の取組み等を実施
・寄附に対するお礼の品の追加と充実
・旅行クーポン及びふるさと定期便等を追加し、返礼品を充実
・令和３年3月31日現在：246品目
・寄附受付サイトの増設

従来の「ふるさとチョイス」「さとふる」に加え「ふるぽ」の受付
を令和元年10月1日から開始し、3つの受付サイト体制に拡大

○管理システムの構築による業務の効率化（平成30年10月1日導入）

○ふるさと長崎応援寄附金基金の創設
寄附金の使途として各部局が選定したプロジェクトについて、効率的
に寄附金を活用するために基金を創設

【総務部】
《寄附額増収へ向けた取組》
○プロジェクト担当課が主体

的に増収に取組む仕組みづ
くりにより寄附額の増加を
促進

○税務課、プロジェクト担当
課及び関係部局と連携した
ふるさと納税のＰＲを実施

○寄附に対するお礼の品の追
加と充実

[個別項目]
12 歳入の確保

H28 H29 H30 R元 R2 累計

目標額 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000

実績額 32,469 45,738 73,780 150,512 144,564 447,063

達成率 162% 229% 369% 753% 723% 447%
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番 号 ５０ 所管部局 企画部、総務部 達成状況 一部未達成

個別項目 ふるさと納税の推進

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
ふるさと納税制度の趣旨を
踏まえつつ、一層の活用を
図り、ＰＲ活動やお礼の品
の見直しなどによる寄付額
の増加に取り組みます。ま
た、平成２８年度から導入
予定の「企業版ふるさと納
税」についても、全国の企
業への効果的・効率的なア
ピール展開を図り、地方創
生事業に対する企業からの
寄付の促進に取り組みます。

（「一部未達成」とした理由）
●企業版ふるさと納税について、本県ゆかりの企業や新たな誘致企業等

に、文書送付・企業訪問等を行ったことにより、目標額(累計)の64％
(137百万円)の寄附をいただいた。しかしながら、企業にとっても、
継続した寄附が難しい場合や、制度改正のタイミング、コロナ禍の影
響への懸念等から寄附を見送られるケースもあり、目標額には至らな
かったため。
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番 号 ５１ 所管部局 産業労働部 達成状況 達 成

個別項目 企業誘致への積極的な取組

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

市町や関係機関と連携し、
自動車関連企業や金融・保
険関係の企業等をはじめと
した、製造業及びオフィス
系企業の誘致を推進するた
め、企業ニーズに合った支
援体制の構築と積極的な誘
致活動に取り組み、企業の
立地及び投資の促進と良質
な雇用の場の創出を図りま
す。

《誘致企業による雇用計画数》
○長崎県産業振興財団、市町と連携し、民間を活用した情報収集、トッ
プセールス、集中訪問の実施など積極的な企業誘致を実施し、各年度
の雇用創出目標を達成

○企業誘致の受け皿確保のため、市町による工業団地整備への支援及び
民間オフィスビル整備を促進
・平戸市工業団地（平戸市） H31.3分譲開始
・第２大村ハイテクパーク（大村市） H31.4分譲開始
・佐世保相浦工業団地（佐世保市） R元.10分譲開始
・長崎市企業立地用地（長崎市）
・大島地区工業団地（西海市）
・南諫早産業団地（諫早市）
・クレインハーバー長崎ビル（長崎市） H29.12竣工
・長崎BizPORT（長崎市） H31.1竣工

（「達成」とした理由）
●目標（累計）2,700人に対し、実績（累計）4,070人で目標を達成
したため。

※総合計画において具体的な
施策として数値目標を掲げ
ていることから、次期プラ
ンには掲載せずに、今後も
検証・改善等を行いながら
取組を継続
【参考】
総合計画における目標値

目標値
雇用計画数

企業誘致による
立地企業件数

誘致企業による
雇用計画数

H28 ４２０人 １０件 １，００３人

H29 ４２０人 ９件 ４４７人

H30 ６２０人 ９件 ９５０人

R元 ６２０人 １３件 ５５９人

R２ ６２０人 ９件 １，１１１人

計 ２，７００人 ５０件 ４，０７０人

目標値
雇用計画数

目標値
立地企業件数

R３ ５００人 １０件

R４ ５００人 １０件

R５ ５００人 １０件

R６ ５００人 １０件

R７ ５００人 １０件

計 ２，５００人 ５０件
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番 号 ５２ 所管部局 総務部 達成状況 達 成

個別項目 特定目的基金の規模の適正化、統合及び特別会計繰越金等の活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

特定目的基金について、基
金の適正規模、他県の保有
状況等を勘案し、取崩や統
合を促進するとともに、特
別会計の繰越金について、
制度見直しや今後の事業規
模等を踏まえ、一般会計へ
の繰入を実施します。

《毎年度の予算編成で検討》
○特定目的基金について取崩等を促進し、特別会計の繰越金について、

今後の事業規模等を踏まえ、一般会計への繰入を実施

○収支改善額（H28～R2累計）については、特定目的基金及び特別会
計繰越金等の活用計画約35億円に対して、約42億円の収支改善の見
込み

（「達成」とした理由）
●毎年度の予算編成において、特定目的基金について取崩等を促進し、

特別会計の繰越金について一般会計への繰入を実施し、収支改善目標
額を達成見込みであるため。

《特定目的基金等の有効活
用》
○特定目的基金等について、

基金の適正規模、他県の保
有状況等を勘案し、取崩や
統合等により一般会計への
繰入を検討

[個別項目]
12 歳入の確保
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番 号 ５３ 所管部局 総務部 達成状況 達 成

個別項目 貸付金の回収

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

関係団体に対する長期貸付
金について、返還額の見通
しを収入へ反映していきま
す。

《収支状況を勘案し回収額を検討》
○関係団体の収支状況を勘案したうえで、返還額の見通しを確認して長

期貸付金の回収を検討し、一部の長期貸付金においては、繰上償還を
実施

○収支改善額（H28～R2累計）については、貸付金の回収計画約8.8
億円に対して、繰上げ償還等により約12.3億円の実績見込み

（「達成」とした理由）
●収支状況を勘案のうえ回収額を検討し、収支改善目標額を達成見込み

であるため。

《貸付金の回収》
○引き続き関係団体の収支状

況を勘案しながら、貸付金
回収を検討

[個別項目]
12 歳入の確保
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番 号 ５４ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 税外未収金の適正な管理

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

関係部局で構成する「未収
金対策検討会議」において
現状分析や課題整理、情報
共有等を行うとともに、
サービサー※への回収事務
委託を検討するなど未収金
の縮減に向けた全庁的な取
組を一層推進します。

併せて、債権管理が徹底さ
れても回収不能な未収金は、
不納欠損も含め適切に対応
してまいります。

※サービサー：全国規模の
ネットワークや専門的知
識を活かし、債権の管理
や回収業務を行う民間の
債権回収専門業者。

《未収金対策検討会議等の実施》
○各部局の債権管理の現状分析、債権管理に係る研修の実施、債権管理

規程の適切な運用に係る周知徹底、各部局の取組方針の策定等、全庁
的な取組を実施

《未収金の縮減に向けた新たな取組みの実施》
○平成30年度の包括外部監査の指摘などを踏まえ、令和2年度から「債

権管理室」を新設し、各部局で長期滞納となっている税外未収金の管
理･回収業務を移管

未収金残高推移（単位：百万円）

（「達成」とした理由）
●未収金対策会議を継続して開催。会議における議論を基に、全庁的な

債権管理の指針としての債権管理マニュアル策定を実現。
●R2年度の債権管理室の設置により、同室への移管分を中心として、

22件の債権を放棄した（議決分9件、専決分13件※それまでは計画
期間内で5件）。
効率的であり適正かつ公正な債権管理体制が整えられたため。

《税外未収金の適正な管理》
○適正な債権管理のための取

組を継続
○債務者等へ積極的な接触を

図り、回収すべき債権は回
収し、回収できない債権は
法律上適切に放棄等を実施

[個別項目]
12 歳入の確保

H27 H28 H29 H30 R元

税外未収金 1,719 1,703 1,692 1,684 1,667
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番 号 ５５ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 達 成

個別項目 使用料・手数料の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

使用料・手数料については、
引き続き受益の度合いに応
じた適正な負担を求めるた
め、その費用や受益に見
合った見直しを行います。
また、減免措置等を行って
いる場合は、その必要性や
減免率などについても検証
し、見直しを行います。

《他県との均衡及びコスト等の観点から見直しを実施》
○当初予算査定時において、前回の単価改定から一定期間の経過、他県

との均衡及びコスト等の観点から見直しを実施

○令和元年10月1日からの消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う改
定を実施

（「達成」とした理由）
● 前回の単価改定から一定期間を経過したもの等について見直しを実施

したため。

《使用料・手数料の見直し》
○引き続き適正な単価となる

よう見直し等を検討

[個別項目]
12 歳入の確保

※見直し件数 （単位：件）

予算 新設分 改定分 消費税率引上げ分

H29当初 60 90 －

H30当初 9 217 －

R元当初 5 89 245

R2当初 13 9 －

R3当初 106 132 －
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番 号 ５６ 所管部局 県民生活環境部、産業労働部、水産部、農林部 達成状況 概ね達成

個別項目 試験研究における外部資金の活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

大学や企業等との連携強化
による共同研究体制の構築
や、研究員の資質の向上を
図るとともに、外部資金の
積極的な応募・活用に努め
ます。

（環境保健研究センター)
《競争的外部資金応募件数》
○ 外部資金の獲得を目指し、体制整備や競争的外部資金の応募を推進
○ 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への全研究員登録及び情報

収集
○ 外部資金応募に必要な内部規程（法令遵守）等の整備

※競争的外部資金応募件数の目標と実績

○ 競争的外部資金応募件数：2件（令和2年度）
①令和2年度諫早湾周辺地域環境保全推進委託事業（植物プランクト
ンに関する調査と山田川調査）

②令和2年度の厚生労働科学研究費（「公衆浴場におけるレジオネラ
症対策に資する検査・消毒方法等の衛生管理手法の開発のための研
究」に継続申請）

（環境保健研究センター)
《試験研究機関の運営の効率
化（環保）》

○ 試験研究機関の運営・取組
の改善のため取組を強化す
ることとし、目標として外
部資金の応募件数だけでな
く、獲得件数も加えたもの
にステップアップ

[個別項目]
9 試験研究機関の運営・取組

の改善

H28 H29 H30 R元 R2

目標（件数） － － 1 2 2

実績（件数） 2 2 2 3 2

（採択件数） 1 2 2 2 2
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番 号 ５６ 所管部局 県民生活環境部、産業労働部、水産部、農林部 達成状況 概ね達成

個別項目 試験研究における外部資金の活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
大学や企業等との連携強化
による共同研究体制の構築
や、研究員の資質の向上を
図るとともに、外部資金の
積極的な応募・活用に努め
ます。

（工業技術センター及び窯業技術センター）
《外部資金応募件数》
○経常研究、戦略プロジェクト研究、共同研究から応用研究に発展させ

ていくため外部資金の獲得を推進
○技術相談、現地技術支援、企業訪問等を実施しながら、応用研究に繋

げていくため外部資金の獲得を推進

（工業技術センター及び窯業
技術センター）
《試験研究機関の運営の効率
化（工技・窯技）》

○現場や地域社会のニーズの
把握、外部資金の獲得、研
究分野の重点化、試験研究
機関間や大学との連携強化
を進めるなど、引き続き、
効率的な運営を推進

○大学や企業等との連携強化
による共同研究体制の構築
や、研究員の資質の向上を
図るとともに、外部資金の
積極的な応募・活用を推進

[個別項目]
9 試験研究機関の運営・取組

の改善

H28 H29 H30 R元 R2 合計

外部資金応募件数
目標値 10 11 12 13 11 56

実績値 16 15 ８ 10 ６ 55
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番 号 ５６ 所管部局 県民生活環境部、産業労働部、水産部、農林部 達成状況 概ね達成

個別項目 試験研究における外部資金の活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
大学や企業等との連携強化
による共同研究体制の構築
や、研究員の資質の向上を
図るとともに、外部資金の
積極的な応募・活用に努め
ます。

（総合水産試験場）
《学術研究機関としての文部科学大臣指定》
○外部資金獲得の増大に向けた内部体制の整備

・文部科学大臣から学術研究機関に指定（H30年）
競争的資金の内部監査を実施

・農林水産技術会議の研究資金策定の前提となる、ガイドラインに基
づく、「コンプライアンス教育」、「研究倫理教育」を実施

○競争的資金の活用実績

※競争的資金の採択実績

（総合水産試験場）

※外部資金獲得の増大に向け
た内部体制の整備

平成30年に文部科学大臣
から学術研究機関の指定を
受けたことから、プランに
は掲載せずに、取組を終了

なお、競争的資金の内部
監査、コンプライアンス教
育、研究倫理教育は継続し
て実施

《試験研究機関の運営の効率
化（水試）》

○競争的資金の活用実績
研究内容の高度化を図り、
研究予算を確保するため取
組を継続することとし、試
験研究機関の運営の効率化
の項目において、外部資金
の獲得を推進

[個別項目]
9 試験研究機関の運営・取組

の改善

H28 H29 H30 R元 R2
実績 10 8 12 9 10
応募件数 10 8 12 10 10

競争的資金の
活用実績件数

- 133 -

- 133 -



番 号 ５６ 所管部局 県民生活環境部、産業労働部、水産部、農林部 達成状況 概ね達成

個別項目 試験研究における外部資金の活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
大学や企業等との連携強化
による共同研究体制の構築
や、研究員の資質の向上を
図るとともに、外部資金の
積極的な応募・活用に努め
ます。

（農林技術開発センター）
《競争的資金採択率》
○大学や民間企業などの外部機関と連携を図り、本県の特性や課題に対

応した新技術や新商品開発並びに現場ニーズの迅速な対応を目指し、
国等が公募する外部資金の更なる獲得に向けた取組を推進

○５ヵ年を通じて高い採択率を維持し、大学や企業との連携効果による
効率的な研究開発を実現

（「概ね達成」とした理由）
●工業技術センター及び窯業技術センターについては、目標値に達しな

かった年度もあるが、概ね高い実績値で推移しており、5年間の実績
値の合計は、目標値の合計の98％と高い達成率であるため。

●農林技術開発センタ－については、国等の公募に対し積極的に応募し、
競争的研究資金採択率の目標値50％を、５ヵ年のうち４ヵ年で達成
したため。 ※Ｒ元年度も目標に対し84％の達成率

（農林技術開発センター）
《試験研究機関の運営の効率
化（農技）》

○試験研究機関や大学との連
携強化による、Society5.0
や中山間地域の維持・活性
化等の研究分野の重点化、
及び競争的研究資金等の外
部資金獲得による、効率的
な運営が図られるため取組
を継続

[個別項目]
９ 試験研究機関の運営・取組

の改善

H28 H29 H30 R元 R2

競争的研究資金
採択率（％）

59 59 62 42 51

（採択課題数/応募
課題数）

(16/27) (13/22) (13/21) (11/26) (21/41)

目標値（％） 50 50 50 50 50
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番 号 ５７ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 新たな資金調達の検討

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

インターネットを通じたク
ラウドファンディングなど
の新たな資金調達の仕組み
の導入について、研究を進
めます。

※クラウドファンディング：イ
ンターネットを通じて多数の資
金提供者から小額ずつ資金を集
める仕組み。

《クラウドファンディングによる資金調達の実施》
○平成28年度からクラウドファンディング事業者との意見交換や先進
地の視察及び取組の聴取等を実施し、導入に向けた制度構築を検討

○平成30年度に「健康長寿日本一の長崎県づくり推進事業費」の財源
として、クラウドファンディングによる支援金を活用
・支援実績：1,010千円

○さらなる資金調達を図るため、効果的な手法の検討を実施

（「概ね達成」とした理由）
●全庁的な導入には至らなかったものの、クラウドファンディングの仕
組みを活用した施策1件を事業化することができたため。

《公共私の連携による新たな
公共サービス提供の仕組みに
ついての研究》
○引き続き、人口減少下でも
公共私の連携により公共
サービスを共創する新たな
仕組みについて研究

[個別項目]
27 多様な主体との連携・協

働を支える仕組みづくり
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番 号 ５８ 所管部局 総務部 達成状況 達 成

個別項目 県税の徴収方法の多様化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

クレジット収納の導入やコ
ンビニ収納の拡大などによ
る徴収方法の多様化に取り
組みます。

《クレジット収納の導入》
○自動車税及び個人事業税の口座振替納付、自動車税及び不動産取得税
のコンビニ納付が既に可能となっており、平成28年度からは自動車
税のクレジットカード納付を開始して、納税機会を拡大

《コンビニ収納の拡大》
○個人事業税を含む全税目のコンビニ納付については、平成29年度に
おいて県税総合システムを改修し、平成30年4月1日から開始すると
ともに、利用促進のための広報を実施

《モバイル決済の導入》
○スマートフォンで簡単に納付手続きができるモバイル決済を導入
令和元年9月30日から PayPay を導入

令和元年12月から LINE Pay を導入

（「達成」とした理由）
●クレジット収納及びモバイル決済の新規導入及びコンビニ収納の全税
目への利用拡大が図れたため。

※クレジット収納及びモバイ
ル決済の新規導入、コンビ
ニ収納の全税目への利用拡
大が図れたことから取組を
終了
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番 号 ５９ 所管部局 総務部、教育庁、警察本部 達成状況 概ね達成

個別項目 職員公舎の集約化及び長寿命化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

職員公舎については、積極
的な集約化を図るとともに、
不要公舎の有効活用や売却
を推進します。また、今後
も継続して使用する公舎に
ついては、予防保全的な改
修などによる長寿命化を図
ります。

【知事部局】
《職員公舎数》
◎目標 （令和23年度）：1,103戸

実績 （令和 2 年度）：1,278戸 ← 平成28年度1,355戸）
○『公舎（知事部局）の集約化及び維持改修に関する基本方針』及び

『公舎の整備・維持管理計画』に基づき、不要公舎については廃止す
るとともに、長寿命化する公舎については、予防保全的な改修を実施

○計画と実績に乖離が生じていたため、基本方針及び整備・維持管理計
画の見直しを令和２年度に実施
・改修実績

○空き公舎の有効活用については、市町等への貸付のほか、所管換え、ＵＩ
ターン移住希望者へのお試し住宅や外国人留学生の共同住宅として活用
・空き公舎等の有効活用（市町等への貸付）

・不要公舎の解体・売却・所管換え等

【知事部局】
《職員公舎の集約化等による
保有資産の総量適正化》
《予防保全型管理による施設
の長寿命化》
○不要公舎については、廃止

するとともに、長寿命化
（使用年数65年）する公
舎については、予防保全的
な改修を実施
職員数の減少や地方機関の
再編、職員公舎のあり方に
よっては、使用年数に拘わ
らず、さらなる集約化を推
進

◎目標公舎戸数
令和7年度：1,207戸

○空き公舎の有効活用
（貸付・所管換等）

○不要な公舎の解体・売却

［個別項目］
16 公共施設等総合管理の推

進
17 県有財産の有効活用

年度 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ2
外壁 7棟 3棟 2棟 2棟 2棟
屋上 4棟 4棟 2棟 1棟 3棟
室内 8戸

年度 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ2
貸付件数 15 20 16 29 20

貸付金額（千円） 4,584 4,832 3,606 3,887 3,433

年度 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ2
解体 1棟 2棟
売却 5件 5件 7件 3件 1件

所管換え 3棟 1棟 4棟 1棟
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番 号 ５９ 所管部局 総務部、教育庁、警察本部 達成状況 概ね達成

個別項目 職員公舎の集約化及び長寿命化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
職員公舎については、積極
的な集約化を図るとともに、
不要公舎の有効活用や売却
を推進します。また、今後
も継続して使用する公舎に
ついては、予防保全的な改
修などによる長寿命化を図
ります。

【教育庁】
《教育庁職員公舎数》
◎目標（令和23年度）：750戸

実績（令和2年度） ：931戸
○『公舎の集約化及び維持補修に関する基本方針』に基づき、不要公舎

については、集約化を図るとともに、長寿命化する公舎においては、
保全的な改修を実施

○『公舎の集約化及び維持補修に関する基本方針』の見直しを令和2年
度に実施

○空き公舎の有効活用については市町等への貸付のほか、所管換え、
UＩターン移住希望者へのお試し住宅や知的障害者のグループホーム
として活用

【教育庁】
《庁舎や職員公舎などの集約
化等による保有資産の総量適
正化》
《予防保全型管理による施設
の長寿命化》
○当面は将来的に維持すると

した公舎等について、長寿
命化対策（45年→65年）
を実施し使用していくとと
もに、老朽化した公舎につ
いては順次廃止し、集約化
を進めるとともに、必要戸
数を維持

○《目標公舎戸数》
令和7年度：904戸

[個別項目]
16 公共施設等総合管理の推

進
17 県有財産の有効活用

・改修実績
年度 Ｈ２８  Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２
外壁 2棟 1棟
屋上 2棟 1棟
室内 16戸 ４戸 4戸

・空き公舎等の有効活用（市町等への貸付）

年度 Ｈ２８  Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２
貸付件数 7 8 8 6 7

貸付金額（千円） 2,682 2,940 3,354 2,609 2,682

・不要公舎の解体・売却・所管換え等

年度 Ｈ２８  Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２
解体 ５棟 ７棟 ２棟 ３棟
売却 ４件 ２件 ２件 ３件

所管換え １棟
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番 号 ５９ 所管部局 総務部、教育庁、警察本部 達成状況 概ね達成

個別項目 職員公舎の集約化及び長寿命化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
職員公舎については、積極
的な集約化を図るとともに、
不要公舎の有効活用や売却
を推進します。また、今後
も継続して使用する公舎に
ついては、予防保全的な改
修などによる長寿命化を図
ります。

【警察本部】
《公舎の整備・集約化》
○平成28年4月1日現在：1,227戸

平成29年4月1日現在：1,219戸
平成30年4月1日現在：1,211戸
平成31年4月1日現在：1,196戸
令和 2年4月1日現在：1,170戸
令和 3年4月1日現在：1,140戸（87戸減）

○「公共施設等総合管理基本方針」に基づき、不要公舎にあっては集約
化を図るとともに、長寿命化する公舎にあっては保全的な改修を実施

・改修実績

○不要公舎の解体・売却・所管換え等

（「概ね達成」とした理由）
●教育庁及び警察本部は不要公舎の解体・売却等が進んでおり、知事部

局についても、令和23年度に向けた公舎戸数の集約化が概ね順調に
進んでいるほか、空き公舎の有効活用や不要公舎の解体・売却等につ
いても一定の取組が図れているため。

【警察本部】
《庁舎や職員公舎などの集約
化等による保有資産の総量適
正化》
《予防保全型管理による施設
の長寿命化》
○不要公舎については、廃止

するとともに、長寿命化
（使用年数65年）する公
舎については予防保全的な
改修を実施

○不要な公舎の解体・売却

［個別項目］
16 公共施設等総合管理の推

進
17 県有財産の有効活用

H28 H29 H30 R元 R2
解体 ４棟 ３棟 ３棟 ４棟 ２棟
売却 ２件 ２件 １件 ２件 ４件
所管換

H28 H29 H30 R元 R2
外壁 ３棟 １棟 ２棟 １棟
屋上 １棟
屋内 ８戸 ８戸
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番 号 ６０ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁、警察本部 達成状況 達 成

個別項目 県有財産の有効活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

県有財産については、未利
用地の活用やネーミングラ
イツ※制度・広告掲出制度
の拡大、会議室の有効活用、
ＰＰＰ／ＰＦＩ※をはじめ
とする民間活力の活用の検
討などにより有効な活用を
図ります。

※ネーミングライツ：県有施設
に企業名や商品などを冠した愛
称を付与し、施設の名称として
使用する権利。

※PPP/PFI：PPPとは、行政
と民間が連携してお互いの強み
を活かしながら最適な公共サー
ビスの提供を図る手法の総称。
PFIはPPPの代表的な手法の一
つで、従来、国や地方自治体が
提供してきた公共施設等の建設、
維持管理、運営等に民間の資金、
経営能力及び技術的能力を活用
することにより、公共部門が直
接実施するよりも効率的・効果
的に実施する手法。

《県有財産管理運用本部会議を年３回開催し、未利用地等の活用につい
て協議・検討》
【知事部局】
○県有財産管理運用本部会議を年3回開催し、未利用地等の活用につい

て協議・検討した結果、売却等による処分を目指す「処分等予定地」
について令和2年度までに32件処分

【教育庁】
○県有財産管理運用本部会議に参加し、未利用地等の活用について協

議・検討した結果、売却等による処分を目指す「処分等予定地」につ
いて令和2年度までに11件処分

【警察本部】
○県有財産管理運用本部会議に参加し、未利用地等の活用について協

議・検討した結果、「処分等予定地」の16件を処分
・処分件数（件）

《未利用地の活用や売却》
【知事部局】
○県有財産の有効活用のため、

取組を継続し、未利用地の
活用と売却を推進

【教育庁】
○県有財産管理運用本部会議

に参加し、未利用地等の活
用を推進し、活用のない土
地については売却を促進

【警察本部】
○引き続き、県有財産の有効

活用のため、取組を継続し、
未利用地の処分を推進

年度 知事部局 教育庁 警察本部 年度計

H28 11 2 3 16

H29 4 3 2 9

H30 6 1 5 12

R元 7 2 2 11

R2 4 3 4 11

計 32 11 16 59
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番 号 ６０ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁、警察本部 達成状況 達 成

個別項目 県有財産の有効活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
県有財産については、未利
用地の活用やネーミングラ
イツ※制度・広告掲出制度
の拡大、会議室の有効活用、
ＰＰＰ／ＰＦＩ※をはじめ
とする民間活力の活用の検
討などにより有効な活用を
図ります。

※ネーミングライツ：県有施設
に企業名や商品などを冠した愛
称を付与し、施設の名称として
使用する権利。

※PPP/PFI：PPPとは、行政
と民間が連携してお互いの強み
を活かしながら最適な公共サー
ビスの提供を図る手法の総称。
PFIはPPPの代表的な手法の一
つで、従来、国や地方自治体が
提供してきた公共施設等の建設、
維持管理、運営等に民間の資金、
経営能力及び技術的能力を活用
することにより、公共部門が直
接実施するよりも効率的・効果
的に実施する手法。

【知事部局】
○平成27年度に策定した「ネーミングライツの導入に関する基本方

針」に基づき、県立総合運動公園陸上競技場の愛称等を決定
・愛称：トランスコスモススタジアム長崎
・パートナー：トランス・コスモス株式会社
・期間：平成28年8月から令和6年７月まで
・命名権料：年額10,500千円（税別）

○県有施設のエレベーターや壁面を広告場所として貸付
平成30年度：23件、1,492千円
令和 元 年度：26件、1,798千円
令和 2  年度：27件、1,796千円

【警察本部】
○運転免許試験場における広告掲出制度の拡大

平成28年度：４件、296千円
平成29年度：6件、432千円
平成30年度：４件、311千円
令和 元年度：４件、314千円
令和 ２年度：３件、238千円

○広告付案内板設置場所貸付
運転免許試験場及び長崎運転免許センター
令和2年度：3か所、1,584千円（3年間 4,752千円）

【知事部局】
《広告掲出事業の実施》
○新たなネーミングライツ導

入の検討

○広告掲出の募集を実施

［個別項目］
17 県有財産の有効活用

【警察本部】
《広告掲出事業の実施》
○県有財産の有効活用のため、

広告掲出の募集を実施

［個別項目］
17 県有財産の有効活用
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番 号 ６０ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁、警察本部 達成状況 達 成

個別項目 県有財産の有効活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
県有財産については、未利
用地の活用やネーミングラ
イツ※制度・広告掲出制度
の拡大、会議室の有効活用、
ＰＰＰ／ＰＦＩ※をはじめ
とする民間活力の活用の検
討などにより有効な活用を
図ります。

※ネーミングライツ：県有施設
に企業名や商品などを冠した愛
称を付与し、施設の名称として
使用する権利。

※PPP/PFI：PPPとは、行政
と民間が連携してお互いの強み
を活かしながら最適な公共サー
ビスの提供を図る手法の総称。
PFIはPPPの代表的な手法の一
つで、従来、国や地方自治体が
提供してきた公共施設等の建設、
維持管理、運営等に民間の資金、
経営能力及び技術的能力を活用
することにより、公共部門が直
接実施するよりも効率的・効果
的に実施する手法。

【総務部】
《ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の推進》
○平成29年3月に「長崎県PPP／PFI手法導入優先的検討規程」を策定

施設整備費10億円以上の公共施設整備事業についてはPPP／PFI手
法導入を検討する仕組みに見直し

○長崎県PPP／PFI地域プラットフォームを設置
平成29年度から「長崎港元船地区の港湾施設」「県営住宅」への
PPP／PFI手法導入の検討を進め、平成30年度に民間事業者へのアン
ケート調査を実施。令和元年度にはマーケットサウンディングを実施

【総務部】
《ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の
推進》
○引き続き、地域プラット

フォームを運営することで、
PPP／PFI手法の導入検討
を促進

［個別項目］
17 県有財産の有効活用
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番 号 ６０ 所管部局 総務部(全庁)、教育庁、警察本部 達成状況 達 成

個別項目 県有財産の有効活用

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
県有財産については、未利
用地の活用やネーミングラ
イツ※制度・広告掲出制度
の拡大、会議室の有効活用、
ＰＰＰ／ＰＦＩ※をはじめ
とする民間活力の活用の検
討などにより有効な活用を
図ります。

※ネーミングライツ：県有
施設に企業名や商品などを
冠した愛称を付与し、施設
の名称として使用する権利。

※PPP/PFI：PPPとは、行政
と民間が連携してお互いの強み
を活かしながら最適な公共サー
ビスの提供を図る手法の総称。
PFIはPPPの代表的な手法の一
つで、従来、国や地方自治体が
提供してきた公共施設等の建設、
維持管理、運営等に民間の資金、
経営能力及び技術的能力を活用
することにより、公共部門が直
接実施するよりも効率的・効果
的に実施する手法。

（「達成」とした理由）
●目標としていた「県有財産管理運用本部会議を年3回開催し、未利用

地等の活用について協議・検討」を達成し、未利用地の有効活用や処
分を進めるとともに、平成29年度以降、長崎県PPP／PFI地域プラッ
トフォームの運営を継続し、地域協議会の開催、マーケットサウン
ディングを実施したため。

●県立総合運動公園陸上競技場にネーミングライツを導入したほか、新
たに運転免許試験場及び長崎運転免許センターに公告付案内板（デジ
タルサイネージ）の設置場所を貸付け、県有財産の有効活用を図るこ
とができたため。
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番 号 ６１ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 公の施設の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

各施設の設置目的や市町に
おける類似施設等の設置状
況を踏まえて、施設設置の
意義や県民ニーズがあるか
といった視点から、全ての
公の施設のあり方を総点検
し、施設の廃止を含めた見
直しを行います。

《対象施設の把握及び総点検》
○施設ごとに、
・施設設置当初からの目的を既に果たし必要性が薄れていないか
（必要性）、

・施設の稼働や利用者の状況の変化から有効に機能しているか
（有効性）、

・市町や民間等の類似施設等が設置されているなど代替となる施設や
県に代わる運営主体が存在しないか（代替性）

といった視点で点検を行い、施設の更新や大規模な改修などの経費面や時
期などを踏まえ、将来的な個々の施設のあり方についてヒアリングを実施
＜対象施設＞ H30.3時点
・指定管理者制度導入施設：50施設
・直営施設 ：17施設

《施設ごとの具体的方針の決定》
○ヒアリング等の結果を踏まえ、以下の施設について見直し方針を決定
・施設の廃止・統合 2施設
佐世保技能会館、県営住宅（一部）

・市町又は民間への移譲 13施設
論所原野営場、福江港ターミナルビル、県営住宅（一部）、
上五島海洋青少年の家 等

・指定管理者制度の導入 2施設
長崎魚市場、長崎港プロムナード

※実施へ向けた検討中の施設を含む

＜期間中に廃止等を行った施設（H28年度～R2年度）＞
・施設の廃止 3施設
佐世保技能会館、県営住宅（一部）、対馬歴史民俗資料館※
※対馬市立対馬博物館への機能移転に伴い廃止（R4開館予定）

《公の施設の見直し》
○施設毎の具体的な見直し方
針を推進するとともに、見
直しを行わない施設につい
ても運営改善の取組を継続

[個別項目]
17 県有財産の有効活用
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番 号 ６１ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 公の施設の見直し

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】
各施設の設置目的や市町に
おける類似施設等の設置状
況を踏まえて、施設設置の
意義や県民ニーズがあるか
といった視点から、全ての
公の施設のあり方を総点検
し、施設の廃止を含めた見
直しを行います。

・市町への移譲 5施設
論所原野営場（南島原市）、上五島海洋青少年の家（新上五島町）、
高浜園地休憩施設（五島市）、頓泊園地休憩施設（五島市）、
蛤浜園地休憩施設（新上五島町）

・指定管理者制度の導入 1施設
長崎港プロムナード

（「概ね達成」とした理由）
●総点検による見直し等を進めた結果、3施設が廃止、5施設が市町へ移
譲、1施設が指定管理者制度導入となり、その他の施設についても具
体的方針等に沿って運営改善の取組や移譲に向けた協議等を進めてい
るため。
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番 号 ６２ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 指定管理者制度導入効果の最大化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

指定管理者選定における
「競争性」、「公平性」、
「透明性」を一層高めると
ともに、モニタリングを強
化することによるサービス
の質の向上など指定管理者
制度導入効果の最大化を図
ります。

《１者応募となった案件の検証実施、見直し等を検討し、複数者が応募
する施設の拡充》
○施設ごとのヒアリング結果等を踏まえ、応募者の増加及び施設管理に
おける民間等の創意工夫の一層の活用を図るため、平成29年度に募
集手続等における運用見直しを実施
＜見直しの内容＞

※募集手続等における運用見
直しと適切な運用が定着し
ていることから、プランに
は掲載せず、必要に応じ、
更なる運用改善の検討を実
施

募集手続 主な内容

周知方法
・指定管理者情報サイトへの公募情報の掲載
・記者投込
・業界紙・専門誌への掲載、関係（業界）団体への周知

募集情報
の充実

・（現地）説明会の実施
・ 施設に関する（設計）図面、主な改修履歴、過去の事業報告
書、事業評価調書、備品リスト等についても添付

選定項目
・対象施設のコンセプトや指定管理者に期待する役割等を明示
し、積極的な提案を促し、新たな改善策等に重点的に加点

応募要件 ・ 地域要件（県内に主たる事業所）の見直し

その他

・ 募集時に限らず、指定管理期間中においても提案内容を改善
する、あるいは追加の提案を認め、必要に応じて柔軟に採用
・一定程度の事業規模（スケールメリット）確保のために複数
施設を一括公募
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番 号 ６２ 所管部局 総務部(全庁) 達成状況 概ね達成

個別項目 指定管理者制度導入効果の最大化

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】

指定管理者選定における
「競争性」、「公平性」、
「透明性」を一層高めると
ともに、モニタリングを強
化することによるサービス
の質の向上など指定管理者
制度導入効果の最大化を図
ります。

《選定委員名や選定基準及び採点結果を選定結果として県ホームページ
へ公表》
○指定管理者を選定した施設について、以下の情報を県ホームページへ
公表し、指定管理者選定における透明性を向上
・選定方法
・選定委員名
・選定結果（選定理由）
・審査基準及び採点結果
・選定委員会議事要旨 等

○平成29年度からは、指定管理者選定手続きの更なる公平性・透明性
の確保を図るため、指定管理者選定委員会における利害関係者の排除
について新たに規定

（「概ね達成」とした理由）
●指定管理者選定委員会における利害関係者の排除に関する規定など、
選定手続きの更なる公平性・透明性の確保につながる取組を実施して
いるものの、複数者が応募する施設の拡充など競争性の確保には、各
施設において継続した取組が必要であるため。

※選定過程及び事業報告につ
いての情報公開を毎年度適
正に実施していることから、
プランには掲載せずに、引
き続き、県ホームページ及
び県政情報コーナーでの情
報公開を実施
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番 号 ６３ 所管部局 総務部 達成状況 達 成

個別項目 公会計制度の導入

プラン掲載内容 これまでの具体的取組の内容及び成果 次期プランにおける取組方針

Ｈ２６年４月に国から示さ
れた統一的な基準に基づく
地方公会計を導入し、発生
主義・複式簿記の導入、固
定資産台帳の整備、比較可
能性の確保を促進します。

《新たな公会計制度による財務諸表の公表》
○国が示した「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づき、
平成28年度の決算分から一般会計等財務書類を作成・公表

○本県の資産や負債等の特徴を明確にするため、財務指標として、1人
当たりの資産・負債・行政コスト及び純資産比率を公表

○九州・中国各県の担当者間で情報共有・意見交換を行い、より効率的
な作成や効果的な活用について検討を実施

＜導入後の取組状況＞
○統一的基準により可能となった財務指標や有形固定資産減価償却率等
の他県比較等を実施

（「達成」とした理由）
●国が示した「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づき、
毎年度一般会計等財務書類を作成・公表しているため。

※公会計制度の導入は達成し
たため次期プランには掲載
しないが、引き続き統一的
な基準による財務書類の作
成・公表を実施
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